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      平成２０年第２回南会津町議会定例会 第１日 

 

議 事 日 程 （第１号） 

                   平成２０年６月１３日（金曜）午前１０時開会 

 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

 日程第 ２ 会期の決定 

 日程第 ３ 諸報告 

 日程第 ４ 報告第２号から議案第５４号まで一括上程 

         （提案理由の説明） 

 日程第 ５ 後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙 

 日程第 ６ 請願・陳情の委員会付託 

       平成２０年請願第１号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化

                  を求める請願書 

       平成２０年請願第２号 「非核日本宣言」を求める意見書の採択についての請

                  願 

       平成２０年請願第３号 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択に

                  関する請願書 

       平成２０年請願第４号 住基ネットの見直しを求める請願書 

       平成２０年請願第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に関する

                  請願 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 

 

出席議員（２２名） 

     １番  湯 田   哲  議員     ２番  渡 部 俊 夫  議員 

     ３番  高 野 精 一  議員     ４番  馬 場 信 作  議員 

     ５番  山 内   政  議員     ６番  渡 部   優  議員 

     ７番  星   光 久  議員     ８番  楠   正 次  議員 
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     ９番  大 宅 宗 吉  議員    １０番  渡 部 忠 雄  議員 

    １１番  湯 田 秀 春  議員    １２番  星   登志一  議員 

    １３番  星   和 男  議員    １４番  平 野 昌 盛  議員 

    １５番  阿久津 梅 夫  議員    １６番  渡 部   東  議員 

    １７番  芳賀沼 順 一  議員    １８番  菅 家 幸 弘  議員 

    １９番  大 竹 幸 一  議員    ２０番  児 山 寿 明  議員 

    ２１番  五十嵐   司  議員    ２２番  渡 部 康 吉  議員 

 

欠席議員（なし） 

 

説明のための出席者 

湯 田 芳 博 町 長 渡 辺  仁 副 町 長 

横 山 恒 廣 教 育 長 五十嵐 竹 則 会 計 室 長 

宍 戸 英 樹 直 轄 政 策 室 長 室 井  裕 総 務 課 長 

星  光 幸 企 画 観 光 課 長 馬 場 増 男 税 務 課 長 

長 沼 芳 樹 住 民 生 活 課 長 近 藤 甚 悦 健 康 福 祉 課 長 

大 竹 政 義 建 設 課 長 星  安 晴 環 境 水 道 課 長 

角 田  厚 農 林 課 長 渡 部 文 政 
農 業 委 員 会 

事 務 局 長 

斎 藤 友 一 学 校 教 育 課 長 酒 井 直 伸 生 涯 学 習 課 長 

星  廣 政 舘岩総合支所長 横 山 孝 夫 伊南総合支所長 

児 玉 忠 男 南郷総合支所長   

 

事務局職員出席者 

渡 部 俊 夫 事 務 局 長 馬 場 秀 成 事 務 局 長 補 佐 
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開会 午前１０時００分 

 

◎開会の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。本日は大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 ただいまから平成20年第２回南会津町議会定例会を開会します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎表彰状の披露並びに伝達 

○渡部康吉議長 会議に先立ちまして、表彰の披露並びに伝達を行います。 

 去る６月３日に行われました平成20年度福島県町村議会議長会定例総会の席上において、本

町議会が優良町村議会として表彰されました。また、同席上において長年にわたる議員活動の

功績が認められ、本町議会議員、私、渡部康吉が特別功労者として表彰を受けました。 

 これより表彰状の披露並びに伝達を行います。 

 初めに、町議会の表彰について、局長より披露いたさせます。 

○渡部俊夫事務局長 それでは、私のほうから表彰をご披露させていただきます。 

 表彰状、南会津郡南会津町議会殿。貴議会は、地方自治の本旨に基づいて議会運営の改善に

努め、もって郷土の発展と住民福祉を増進した功績はまことに顕著であります。よって、ここ

にこれを表彰します。 

 平成20年６月３日。福島県町村議会議長会会長、坂本紀一。 

〔拍  手〕 

○渡部康吉議長 続きまして、特別功労表彰の伝達を行います。 

 私自身にかかわるものですので、伝達を五十嵐司副議長にお願いします。 

○渡部俊夫事務局長 それでは、副議長、前にお進みください。 

 このたびの表彰は、町村議会議員として20年以上在職、特別功労者として表彰されました。

渡部康吉議員、前にお進みください。 

○五十嵐司副議長 表彰状、渡部康吉殿。あなたは、町村議会議員として20年の長きにわた

り、地方自治の振興発展と住民福祉の向上に尽くされた功績は、まことに顕著であります。よ

って、ここにこれを表彰します。 
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 平成20年６月３日。福島県町村議会議長会会長、坂本紀一。代読。 

 どうもおめでとうございました。 

〔拍  手〕 

○渡部康吉議長 以上で、表彰状の披露並びに伝達を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎執行部紹介 

○渡部康吉議長 次に、執行部より去る４月１日付で新副町長の選任及び定期人事異動に伴う

職員について、紹介したい旨の申し出がなされておりますので、これを許可します。 

 副町長。 

○渡辺 仁副町長 新年度に入りましての初めての議会でございますので、紹介をさせていた

だきたいと思います。 

 初めに私ですが、４月１日付で副町長に選任をいただきました渡辺仁でございます。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 続いて私から、４月１日付で人事異動のありました職員についてご紹介を

いたします。 

 議員の皆様から向かいまして右側前列からでございますが、会計管理者並びに会計室長の五

十嵐竹則です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、総務課長の室井裕です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、税務課長の馬場増男です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、住民生活課長の長沼芳樹です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、農林課長の角田厚です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、健康福祉課長、兼務しまして保健センター所長の近藤甚悦です。 
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〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、企画観光課長の星光幸です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、学校教育課長の斎藤友一です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、舘岩総合支所長、兼務しまして舘岩会館長の星廣政です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、南郷総合支所長、兼務しまして南郷総合センター所長の児山忠男で

す。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 次に、建設課長の大竹政義です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 最後に、参事兼環境水道課長の星安晴です。 

〔拍  手〕 

○渡辺 仁副町長 以上、ご紹介申し上げましたが、どうぞよろしくお願いいたします。 

〔拍  手〕 

○渡部康吉議長 私からは、議会事務局長の異動がありましたので紹介します。 

 議会事務局長の渡部俊夫です。 

〔拍  手〕 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 それでは、ただいまより本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 大変暑くなってきておりますので、上衣の脱衣を許可します。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会議録署名議員の指名 

○渡部康吉議長 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第118条の規定により、１番、湯田哲君、21番、五十嵐司君を

指名いたします。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎会期の決定 

○渡部康吉議長 次に、日程第２、会期の決定の件を議題といたします。 

 本定例会の会期は、本日より６月20日までの８日間とし、明14日から17日までを休会とし

て、お手元にご配付の審議予定表のとおりといたしたいと思いますが、これにご異議ございま

せんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本定例会の会期は本日より６月20日までの８日間とし、明14日から17日までを休

会とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎資料の訂正について 

○渡部康吉議長 ここで、総務課長より発言したい旨の申し出がありますので、これを許可し

ます。 

 総務課長。 

○室井 裕総務課長 事前に配付しております議案の附属資料の中で、条例改正等の説明書の

一部に文字の誤りが発見されましたので、訂正をさせていただきたいと思います。 

 訂正箇所につきましては、条例改正等の説明書の３ページでございます。上から４行目、

「新築住宅に係る」というところの行でございますが、その後段、「税額から２分に１を」と



－７－ 

いうことで表記されておりますが、「２分の１を」ということで「に」を「の」に訂正をお願

いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 ただいま総務課長説明のとおり、文言の訂正であります。それぞれ訂正方よ

ろしくお願いします。ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎諸報告 

○渡部康吉議長 次に、日程第３、諸報告を行います。 

 初めに、議長報告を行います。 

 平成20年第１回南会津町議会定例会以後の議会活動状況及び議員派遣の結果報告及び産業建

設委員会並びに文教厚生委員会の所管事務調査報告書は、お手元にご配付のとおりであります。

報告の詳細は、配付してあります文書によってご了承願います。 

 次に、去る４月21日に開催されました平成20年第１回田島下郷町衛生組合議会臨時会及び

５月29日に開催された平成20年第１回南会津地方広域市町村圏組合議会臨時会に、関係議員

が出席して審議した結果のその概要は、お手元にご配付のとおりであります。報告の詳細は配

付の文書によってご了承願います。 

 次に、平成20年５月までの例月出納検査の結果について、監査委員より報告書が提出されて

おります。事務局に保管されておりますのでご了承願います。 

 議長からは以上であります。 

 次に、町長報告を行います。 

 平成20年第１回定例会以後の一般行政報告書は、お手元にご配付のとおりであります。報告

の詳細は、配付してあります文書によってご了承願います。 

 以上で、諸報告を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第２号から議案第５４号まで一括上程、説明 

○渡部康吉議長 次に、日程第４、報告第２号から議案第54号までを一括上程いたします。 

 提出者の町長より提案理由の説明を求めます。 
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 町長。 

○湯田芳博町長 平成20年第２回南会津町議会定例会を招集いたしましたところ、議員の皆様

には何かとご多忙のところご参集を賜り、まことにありがとうございます。 

 提案理由の説明を申し上げる前に、５月２日から３日にかけてミャンマーを襲った大型サイ

クロンによる大規模災害、さらには５月12日の中国・四川大地震により、多くの方々が犠牲に

なられております。犠牲になられた方々に哀悼の意を表するとともに、両地域の早期の復興を

心より願うものであります。 

 それでは、今期定例会に提出をいたしました各議案の提案理由の説明を申し上げますので、

よろしくご審議を賜りまして、ご議決くださいますようお願いを申し上げます。 

 初めに、報告第２号 専決処分の報告についてをご説明申し上げます。 

 本件は、地方自治法第180条第１項の規定により、議会において指定されている事項につい

て専決処分したため、同条第２項の規定により報告するものであります。 

 まず、専決第３号 和解についてでありますが、本件は平成20年２月21日、南会津町押戸

地内において住民の方が除雪作業中、消火栓の内部配管部分を損傷させたものでありまして、

過失割合を相手方100％として、修理費用５万3,000円の支払いを受けることで合意しました

ので、和解について専決処分をしたものであります。 

 次に、専決第４号 損害賠償の額の決定並びに和解についてでありますが、本件は平成20年

２月９日、南郷総合支所敷地内において除雪作業中、駐車してあった相手車両を衝突損傷させ

たものでありまして、過失割合を町100％として、相手方に賠償金15万668円を支払うことで

合意しましたので、損害賠償の額の決定並びに和解について専決処分をしたものであります。 

 次に、専決第５号 損害賠償の額の決定並びに和解についてであります。本件は平成20年２

月26日、田島中学校の入学説明会に来校していた保護者の駐車中の車両が、同校体育館の屋根

からの落雪により損傷したものであり、過失割合を町が90％、相手方が10％とし、相手方に

賠償金20万5,998円を支払うことで合意をいたしましたので、損害賠償の額の決定並びに和解

について専決処分をしたものであります。 

 次に、議案第43号 専決処分についてご説明を申し上げます。 

 本件は、さきの３月議会定例会最終日に申し上げました平成19年度各会計の最終補正予算に

ついて、専決処分したものであります。 

 初めに、専決第６号 平成19年度南会津町一般会計補正予算（第７号）についてご説明を申

し上げます。 
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 本補正予算は、歳入歳出それぞれ862万3,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

128億5,132万6,000円としたものであります。その補正の主な内容は、各種財源や事務事業の

確定及び実績見込み等によるものでありまして、歳入の主なものでは、特別交付税の確定に伴

う地方交付税のほか、町税、地方譲与税等を追加する一方、事業の確定見込みにより国・県の

支出金、基金繰入金、町債を減額したものであります。また、第17款寄附金と第20款諸収入

の増減は、予算の組み替えが主な要因となっております。 

 一方、歳出につきましては各特別会計への繰出金の調整を初め、人件費や事務事業費の確定

及び実績等により整理補正したものでありまして、財源調整を予備費で措置したものでありま

す。さらには、繰越明許費の追加と地方債の変更は、それぞれ第２表繰越明許費補正、第３表

地方債補正のとおりであります。 

 次に、専決第７号 平成19年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第５号）について

ご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ5,560万9,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ23億2,387万5,000円としたものであります。歳入では国庫支出金、県支出金及び療養給付

費交付金を追加し、一般会計繰入金等を減額したものでありまして、歳出では各種事務事業経

費のほか保険給付費等を減額補正し、予備費で財源調整したものであります。 

 次に、専決第８号 平成19年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第４号）についてご説

明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ2,131万8,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ22億5,313万円としたものであります。補正の内容は、実績見込みにより歳出の医療諸費を

減額し、歳入では支払基金交付金等の交付額の確定に基づき補正するほか、一般会計繰入金で

財源調整を図ったものであります。 

 次に、専決第９号 平成19年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第４号）についてご説

明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ1,378万1,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ14億5,459万1,000円としたものであります。歳入では、国庫支出金及び支払基金交付金等

の額の確定に伴い補正するほか、歳出の補正額に対応して一般会計繰入金と基金繰入金を減額

したものであります。一方、歳出では保険給付費及び事務経費の確定見込みにより減額補正と

なりました。 

 次に、専決第10号 平成19年度南会津町農林業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）



－１０－ 

についてでありますが、本補正予算は、歳入歳出それぞれ340万円を減額し、予算の総額を歳

入歳出それぞれ２億976万6,000円としたものであります。補正の内容は、歳出の施設管理費

の減額を、歳入の一般会計繰入金の減額補正で措置したものであります。 

 次に、専決第11号 平成19年度南会津町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）につ

いてご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ176万3,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

４億8,253万9,000円としたものであります。歳出では、新設改良費及び維持管理費用等の確

定見込みにより、関連経費を減額補正するものでありまして、歳出の減額に対応して一般会計

繰入金を減額補正したものであります。 

 次に、専決第12号 平成19年度南会津町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）につい

てご説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ439万4,000円を減額し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

５億2,985万1,000円としたものであります。歳入は、手数料等の決算見込み額により減額及

び追加補正したほか、歳出補正額に対応して繰入金を減額補正いたしました。一方、歳出の補

正は一般管理費と維持管理費の減額補正であります。 

 以上、専決処分いたしました７件につきましてご説明を申し上げましたので、ご承認を賜り

ますようお願いを申し上げます。 

 次に、議案第44号 政治倫理の確立のための南会津町長の資産等の公開に関する条例の一部

を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 本案は、郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律により、郵便貯金法等

が廃止となったことから、用語等の整理を行うものであります。 

 次に、議案第45号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

の一部を改正する条例についてご説明を申し上げます。 

 本案は、総合支援センターの開所に伴い、南郷総合センター及び伊南会館の管理嘱託員を非

常勤特別職から臨時雇用職員へと変更したことから、廃止となる非常勤特別職について、所要

の改正をするものであります。 

 次に、議案第46号 南会津町税条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げます。 

 本案は、地方税法の一部を改正する法律が本年４月30日に公布されたことに伴い、町税条例

の一部を改正するものであります。主な改正内容は、個人住民税では税源の偏在を是正する誘

導策として、いわゆるふるさと納税に係る寄附金税制が所得控除方式から税額控除方式に改め
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られたほか、証券税制の軽減税率の見直し、さらには納税等徴収事務の効率化を図る観点から、

公的年金からの特別徴収制度が導入されたことによる改正であります。また、固定資産税では、

住宅税制への拡充と新築住宅の軽減措置の適用期限が延長されたところであります。 

 次に、議案第47号 南会津町税特別措置条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上

げます。 

 本案は、略称でありますが企業立地促進法に基づき、会津地域基本計画が国の同意を得られ

ましたので、同法により設置した事業者の固定資産税の免除規定を追加するほか、農村地域工

業等導入促進法関連の省令が一部改正されたことに伴い、特別工業等導入地区における固定資

産税の課税免除期間を延長するものであります。 

 次に、議案第48号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例についてご説明申し

上げます。 

 本案は、国民健康保険事業における医療費の動向や、後期高齢者医療制度の創設に伴う新た

な後期高齢者支援金の総額見込みなど、総合的に勘案をして事業の安定運営に必要な税額を適

正に賦課するため、国民健康保険税率の改正を行うものであります。 

 今回の税率改正内容は、ご配付の条例改正等の説明書のとおりでありますが、医療制度の改

正による後期高齢者支援金の保険者負担や、被保険者数の減少などによって、国民健康保険の

財政基盤がかつてない厳しい状況になっております。また、合併協議の調整事項に基づきまし

て、本年度より均一課税に移行することといたしました。新町における速やかな一体性の確立

と国民健康保険の健全で円滑な運営を確保するため、関係条例を改正するものでありますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、議案第49号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例についてご説明申し上げ

ます。 

 本案は、個人情報保護の観点から戸籍法の一部が改正され、戸籍の公開制度を見直し、戸籍

の謄抄本等の交付請求できる範囲が制限されましたので、これに準じて条例の一部を改正する

ものであります。 

 次に、議案第50号 南会津町介護保険条例の一部を改正する条例についてご説明を申し上げ

ます。 

 本案は、平成17年度の税制改正により年金課税が見直されたことによって、保険料が大幅に

上昇することがないよう、平成18年度から２年間の激変緩和措置がとられてまいりましたが、

これをさらに１年間延長するため、附則において改正するものであります。 
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 次に、議案第51号 南会津町前沢曲家資料館条例の一部を改正する条例についてご説明を申

し上げます。 

 本案は、前沢交流館改修工事に伴い、当該施設を追加して所要の改正を行うもので、利用料

金については舘岩会館に準じて設定をいたしました。 

 次に、報告第３号 平成19年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上

げます。 

 本報告は、地方自治法施行令の規定に基づき、繰越明許費に係る繰越計算書の報告をするも

ので、統合保育所建設事業等８件の事業について平成20年度に繰り越しをしたものであります。 

 次に、議案第52号 平成20年度南会津町一般会計補正予算（第１号）についてご説明を申

し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ1,267万2,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ119億7,067万2,000円とするものであります。主な内容は、年度開始後の国庫補助事業の追

加内示や、新たな事業に伴う予算の計上等による補正であります。 

 それでは、歳入からご説明申し上げます。 

 第14款国庫支出金は、田島地域のまちづくり交付金事業の追加配分で、450万円の追加計上

であります。 

 第15款県支出金は、本年９月に開設予定の田島第二小学校区の放課後児童対策事業等の補助

金74万5,000円を追加するものであります。 

 第17款寄附金は、特殊寄附40万円の計上でありまして、第18款繰入金は、総合支援センタ

ー舘岩の施設改修費と地域助け合いモデル事業に充当するため、131万円をそれぞれの基金か

ら繰り入れするものであります。 

 第20款諸収入は、雪害による町有施設の建物共済保険金収入や、内示があった長寿社会づく

り事業交付金など、計571万7,000円の追加計上であります。 

 続いて、歳出について主な内容をご説明申し上げます。 

 第２款総務費は、南郷総合支所の庁舎管理経費の組み替え、総合支援センター舘岩の改修工

事費、集落集会施設修繕費補助金等で285万9,000円の追加であります。 

 第３款民生費は、田島第二小学校区で予定しております放課後児童対策事業や、地域助け合

いモデル事業補助金の追加等を含めまして、446万5,000円を追加するものであります。 

 第７款商工費は、ウォーク＆フェスティバル実行委員会補助金の追加と、雪害に遭った町有

施設修繕工事で400万円の追加補正であります。 
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 第８款土木費は、歳入で説明いたしましたまちづくり交付金事業及び河川修繕費を追加し、

630万円の計上であります。 

 第10款教育費は、雪害による集会施設の修繕工事費のほか、社会教育費について補正し、合

わせて119万6,000円を追加するものでありまして、本補正予算全体で不足する財源は、第14

款予備費で調整を図るものであります。 

 以上、一般会計補正予算のご説明を申し上げました。 

 次に、議案第53号 平成20年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につい

てご説明申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ3,309万4,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞ

れ23億3,509万4,000円とするものであります。補正の主な内容は、保険税の税率改正による

税額の確定見込みと前年度決算見込みによる繰越金を補正するほか、現段階での歳入歳出見込

みを補正するものであります。 

 歳入から補正の概要を申し上げます。 

 第１款国民健康保険税は、税率及び課税客体の決定に伴い、１億2,781万5,000円の減額と

なりました。 

 第２款国庫支出金は、療養給付費負担金の追加見込み等により、1,640万2,000円の追加計

上となりましたが、第３款前期高齢者交付金は7,559万円の減額補正となりました。 

 第４款県支出金は、国庫支出金と同じ要因で592万8,000円を追加補正するものでありまし

て、第５款療養給付費交付金は、退職被保険者等に係る前期高齢者交付金及び後期高齢者支援

金について、743万1,000円を減額するものであります。 

 第６款共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金と保険財政共同安定化事業交付金を合

わせまして、7,680万1,000円を追加するものであります。 

 第８款繰入金は、国保基金から5,179万9,000円を繰り入れするものであり、第９款繰越金

は、平成19年度の決算見込みにより9,300万円を追加補正するものであります。 

 次に、歳出の補正の概要をご説明申し上げます。 

 第３款後期高齢者支援金等は、国より被保険者１人当たりの後期高齢者支援金及び事務費拠

出金単価が示されたことから、1,354万2,000円を追加補正するものであります。 

 第４款前期高齢者納付金等も同様に、１人平均の前期高齢者給付費額等に基づき算定をしま

した結果、112万7,000円を減額するものであります。 

 第５款老人保健拠出金及び第６款介護納付金は、過年度生産額を調整した本年度見込み額が
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示されましたので、それぞれ2,222万4,000円、1,969万3,000円を減額補正するものでありま

す。 

 第７款共同事業拠出金は、本年度の拠出見込み額により6,259万6,000円を追加補正するも

のであります。 

 次に、議案第54号 平成20年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第１号）についてご

説明を申し上げます。 

 本補正予算は、歳入歳出それぞれ522万1,000円を追加し、予算の総額を歳入歳出それぞれ

２億2,584万4,000円とするものであります。 

 歳出からご説明いたしますと、第１款医療諸費は、高額医療費の98万円の追加でありまして、

第２款諸支出金は、支払い基金に対する過年度精算返還金424万1,000円の計上であります。 

 歳入は、歳出に基づきまして医療諸費の追加補正分を、ルールに基づき第１款から第４款ま

での各歳入科目で補正するほか、過年度精算返還金は第１款支払基金交付金の過年度収入と第

５款繰越金で追加補正するものでありまして、補正額は第１表歳入歳出予算補正のとおりであ

ります。 

 以上、本定例会に提案をいたしました議案12件、報告２件につきましてご説明を申し上げま

したので、よろしくご審議を賜りご議決くださいますようお願いを申し上げまして、提案理由

の説明を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、提案理由の説明は終わりました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎福島県後期高齢者医療広域連合議会議員の補欠選挙 

○渡部康吉議長 次に、日程第５、福島県後期高齢者医療広域連合議会の議員の補欠選挙を行

います。 

 福島県後期高齢者医療広域連合は、本町を初め県内全市町村で組織し、高齢者の医療の確保

に関する法律に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、被保険者の資格の管理、医療給付、

保険料の賦課などに関する事務を処理している特別地方公共団体です。 

 今回の補欠選挙は、広域連合議会の議員の任期満了に伴って行われるものであります。この

選挙は広域連合規約第８条の規定に基づき、すべての市町村議会の選挙における得票総数によ

り当選人を決定することになりますので、会議規則第33条規定に基づく選挙結果のうち、当選
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人の報告及び当選人への告知は行いません。 

 そこでお諮りいたします。 

 選挙結果の報告については、会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のうち候補者の

得票数までを報告することとしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、選挙結果の報告については会議規則第33条の規定にかかわらず、有効投票のうち候

補者の得票数までを報告することに決しました。 

 選挙は投票により行います。 

 議場の出入り口を閉めます。 

〔議場閉鎖〕 

○渡部康吉議長 ただいまの出席議員は22名です。 

 次に、立会人を指名します。 

 会議規則第32条第２項の規定により、立会人に10番、渡部忠雄君、11番、湯田秀春君を指

名します。 

 それでは、投票用紙を配りますが、念のため申し上げます。投票は単記無記名です。 

〔投票用紙配付〕 

○渡部康吉議長 投票用紙の配付漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 配付漏れなしと認めます。 

 投票箱を点検します。 

〔投票箱点検〕 

○渡部康吉議長 異状ありませんか。 

〔「異状ありません」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異状なしと認めます。 

 ただいまから投票を行います。 

 自席にて記載の上、議席番号の１番から順番に投票願います。 

〔投票〕 

○渡部康吉議長 投票漏れはありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 
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○渡部康吉議長 投票漏れなしと認めます。 

 投票を終わります。 

 直ちに開票を行います。 

 立会人の方は開票の立ち会いをお願いします。 

〔開票、計算〕 

○渡部康吉議長 選挙の結果を報告します。 

 投票総数22票、うち有効投票20票、無効投票２票です。 

 有効投票のうち 

  坂本 紀一       ０票 

  大和田 昭       １票 

  鈴木  巌      １１票 

  斎藤 松夫       ８票 

 以上のとおりです。 

 議場の出入り口を開きます。 

〔議場開鎖〕 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎請願・陳情の委員会付託 

○渡部康吉議長 次に、日程第６、請願・陳情の委員会付託を行います。 

 去る６月10日までに請願５件を受理しております。常任委員会の付託に先立ちまして、請願

書に係る紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 それでは、平成20年請願第１号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求

める請願について、紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 ただいま議題となりました請願第１号の紹介議員の渡部俊夫でありま

す。 

 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める請願の趣旨弁明をいたしたい

と思います。なお、これは森林労連全国林野関連労働組合南会津分会執行委員長からの請願で

ございます。 
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〔請願趣旨〕 

 近年、地球温暖化が深刻な環境問題となる中でグローバル化する森林の役割に対する要請が

高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられています。一方、林業を取り巻

く厳しい状況の中で、森林経営は脆弱化し、その担い手である山村は崩壊の危機に立っていま

す。 

 このような中、森林整備を推進していくためには、森林所有者の森林経営意欲を創出するた

めの施策の推進はもとより、民間による整備が困難な水源林等公益森林の整備に対する公的機

関の役割の強化、更には、過疎化・高齢化が進む中で、森林・林業の担い手である山村の再生

に向けた積極的な取り組みが極めて重要となっています。 

 このような時期に、国有林野事業は、いわゆる「行政改革推進法（平成18年６月）」に基づ

き業務・組織の見直しが予定されており、また、旧（独）緑資源機構は「独立行政法人整理合

理化計画（19年12月）」に基づき19年度末で解散し、水源林造成事業等は（独）森林総合研

究所に継承させる措置が講ぜられたところです。 

 今後の林政の展開に当たっては、森林吸収源対策の推進はもとより、特に、国有林野事業等

において、安全で安心できる国民の暮らしを守るために、重要な役割を果たす水源林等公益森

林の整備、更には、地域林業・木材産業の振興を通じた山村の活性化に十全に寄与するため、

下記事項の実現に向けてご尽力を賜りますよう要請致します。 

〔請願内容〕 

 １森林吸収源対策を着実に推進するため環境税等税制上の措置を含め安定的な財源を確保す

るとともに、林業・木材産業の振興施策の推進と森林所有者の負担軽減措置による林業経営意

欲の創出 

 ２緑の雇用対策等森林・林業の担い手対策の拡充、施業の集約化、路網の整備等による効率

的・安定的な木材の供給体制の確保、更には木材のバイオマス利用の促進等により間伐材を含

む地域材の需要拡大対策の推進による地域林業・木材産業の振興 

 ３計画的に水源林造成事業を含めた公的森林整備を推進するための組織体制の確保及び施業

放棄地等民間による森林整備が困難な地域における国の関与の下での森林整備制度の創設 

 ４国有林野事業については、国民共有の財産である国有林を適正に管理するとともに、公益

的機能の一層の発揮を図るため、国による管理運営体制の堅持及びその管理運営を通じて地域

における森林・林業担い手の育成と地域活性化への寄与 

 意見書提出先としましては、衆議院議長、参議院議長、内閣総理大臣、財務大臣、外務大臣、
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経済産業大臣、環境大臣、農林水産大臣、林野庁長官。 

 以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終結いたします。 

 次に、平成20年請願第２号 「非核日本宣言」を求める意見書の採択についての請願につい

て、平成20年請願第３号 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択に関する請願書

について、平成20年請願第４号 住基ネットの見直しを求める請願書について、以上３件につ

いて紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 ただいま議題となりました３件につきまして、朗読をして説明させ

ていただきます。 

 まず最初は、「非核日本宣言」を求める意見書の採択についての請願であります。 

 この請願者は、原子爆禁止会津若松市協議会代表、鈴木丑生さんからであります。住所は、

会津若松市城東町16－１の会津地方労連内でございます。 

【請願趣旨】 

 核兵器のない世界を実現するために、いま国内外で大きな努力が求められています。 

 2000年５月、核不拡散条約（ＮＰＴ）再検討会議において核保有５カ国政府は「自国の核

兵器の完全廃絶」を「明確な約束」として受け入れ、世界は核兵器廃絶の希望をもって新たな

世紀を迎えました。しかし、それ以後７年を経たいまも、「約束」実行の道筋はついていませ

ん。いまなお世界には膨大な核兵器が維持・配備され、核使用を示唆する発言さえくりかえさ

れています。新世代の核兵器開発がおこなわれる一方、北朝鮮の核実験にみられるように拡散

の危険も現実のものとなっています。 

 こうした状況を打開するために、日本政府にはヒロシマ・ナガサキを体験した国として、核

兵器の廃絶の努力を世界によびかけ、促進する強い義務があります。 

 また、その努力を実らせるためには、みずからも証として「核兵器を持たず、作らず、持ち

込ませず」の非核三原則を遵守し、世界に範を示さなければなりません。 

 私たちは、日本政府が、「核兵器廃絶の提唱・促進」と「非核三原則の厳守」をあらためて

国連総会や日本の国会など内外で宣言し、非核日本宣言として各国政府に通知し、核兵器のな
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い世界のための共同の努力を呼びかけるよう求めています。 

 核兵器を廃絶し、戦争のない平和な社会を実現することは国民のすべての願いであり、人類

共通の願いです。 

 以上の趣旨をご賢察いただき、非核日本宣言を求める国への意見書の提出をお願いいたしま

す。 

【請願事項】 

 １、「非核日本宣言」を求める意見書を国に提出すること 

 ２つ目は、保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択に関する請願書であります。 

 この請願者は、福島市御山字中屋敷96番地の福島県保険医協会理事長、酒井学さんでござい

ます。 

【請願の趣旨】 

 歯や口腔を健康な状態に保つことが、全身の健康や介護・療養上の改善に大きな役割を果た

すことが厚生労働省の厚生労働科学研究などで実証されています。また、国民医療費削減にも

効果があることが「8020運動」によって実証されています。 

 そして多くの国民は、歯科医療について保険の利く範囲の拡大と自己負担の軽減を強く望ん

でいます。 

 しかし現実には、政府の歯科診療報酬政策によって、このような歯科医療の効用を生かしき

るための歯周治療や義歯治療が保険では十分にできず、また保険のきく範囲の拡大を望む国民

の要望にも応えられない状況に置かれています。今回の08年４月改定でも、歯科分野の基礎的

技術評価が引き上げられたとはいえ、わずかな財源で十分な評価とはなっていません。新たに

導入された先進・新規技術も高額な機器等の購入費にも見合わない低い評価でさらに矛盾を深

めています。また、口腔単位の継続管理体系として新設された「歯科疾患管理料」では、安価

な報酬で患者を長期に継続管理していくことを歯科医療機関に求めるものとなっています。 

 これらのことから、歯科医師だけでなく、歯科衛生士、歯科技工士の労働環境も一段と厳し

くなり、各地の歯科衛生士や歯科技工士養成所で廃校、定員割れが起きているなど、将来の歯

科医療確保さえ危ぶまれる状況に陥っています。 

 こうした状況を放置すれば、多くの国民の健康保持に支障をきたすだけでなく、国民医療費

の節減にも逆行することになってしまいます。 

 以上の趣旨により貴議会において地方自治法第99条にもとづき国及び政府宛「保険でより良

い歯科医療の実現を求める」意見書を採択されますよう強く要望します。 
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【請願項目】 

 「保険でより良い歯科医療が提供できるよう診療報酬の改善を求める」 

 以上であります。なお、これにつきましてはパンフレットが来ておりますので、後から事務

局のほうに渡してありますので、審議の際によろしく参考にお願いいたします。 

 次は、住基ネットの見直しを求める請願書であります。 

 請願者は、住基ネット差止めを求める喜多方の会代表、山崎四朗さんです。住所は、喜多方

市東桜ケ丘2189番地でございます。 

（請願の趣旨） 

 住基ネットが稼働して５年が経過しました。 

 このシステムはこれまで市町村が把握してきた住民を、国が住基コードによって直接把握し、

一元的に国民を管理しようとするものです。また行政機関が行なっている膨大な行政事務にも

住基コードを導入して、これによって検索すれば住民の個人情報を瞬時に入手できるシステム

をつくりあげようとするものです。 

 国の機関による個人情報の管理がズサンであり、誤用や改ざん、プライバシーの侵害や不利

益が国民におよぶことは、年金問題を見れば明らかです。また蓄積された個人情報が流出すれ

ば深刻なプライバシー侵害の事件が起こりかねません。しかしながら国は、今年３月の最高裁

判決を受けて、ますます住基ネット利用の事業を拡大しようとしています。各省庁間の事務は

住基ネットを基礎に統一したネットワークシステムを通じて、どこの省庁の端末からでも、ど

この省庁の保有するデータにでもアクセスして、情報を収集することが可能になります。また

社会保障カードの導入は国民のプライバシー侵害に大きな危険をつくることになります。これ

らへの対応策なしに事業の拡大をはかることには国民の間に強い不安があります。 

 私たちは住基ネットの中止を求めていますが、それが実現する間も事業は継続し拡大してい

ますので必要な見直しはその都度行なっていかなければなりません。もともと市町村は住民か

ら住民基本台帳を預かっており、適正に管理する責任があります。しかし、住基ネット利用事

務の拡大が住民にとっては、本人の承諾なしに自分の個人情報がすべて把握され、管理され、

利用されることの飛躍的拡大につながります。問題は、住民にとって自分の個人情報がいつど

こでどのように使われているのかはまったく知らされていないということです。したがってそ

の利用が適切なのかどうかもわかりません。自己情報コントロール権が保障されるシステムに

なっていないのです。住民と市町村は、憲法第13条に基づく自己情報コントロール権の保障を

求める権利があります。 
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 このような観点に立って住基ネット事業に関しては、下記のような見直しを行ないますよう

政府関係機関に意見書を提出していただきたいと思います。地方自治法第99条の規定にもとづ

き請願いたします。 

（請願事項） 

 １、住基ネットのすべての利用記録を本人に開示する制度をつくること。 

 ２、年金や医療保険に住基コードを利用する社会保障カードの導入を中止すること。 

 以上でありますので、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

 なお、その次の文書表、請願５号なんですが、紹介議員が私になっておりますが、これは光

久議員でありますので、ひとつ訂正をよろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 趣旨の説明は大変よくわかりましたが、２つだけ紹介議員という

ことでお伺いします。 

 第２号の「非核日本宣言」を求めるとありますが、日本は今あるように、広島と長崎に核爆

弾を受けまして、憲法第９条では戦争放棄をしております。また、ここにもあるように非核三

原則、核兵器をつくらず、持たず、持ち込ませずという宣言もしております。それなのにも、

なおかつ非核日本宣言をしようというその理由はどこにあるのか、１点。 

 もう一つは住基ネットですね。住基ネットについて中止というような話ですが、この後ろか

ら９行目にあるように、本人の承諾なしに自分の個人情報がすべて把握され、管理され、利用

されることの飛躍的拡大につながると、こうありますが、私はこの住基ネットについては個人

のすべてではないと。例えば住所、氏名、電話番号とか、ほとんど自分が、例えば懸賞とかそ

ういうものに出すときに書いてやる程度のものではないのかなと。この住基ネットでとれるも

のはすべてではないと把握しているんですが、この辺のすべてになっているのかどうか、紹介

議員にお伺いします。 

 ２点お伺いします。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 最初の質問の非核三原則などについては、これは国会では明言した

ことがあるんですけれども、核兵器の廃絶については国会で明言したことはないというのが請

願者の説明であります。しかし、国連の場では核兵器廃絶の決議の提案者でもあったことがあ
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るということで、日本の国会の中でやってもらいたいと、こういう要望でありましたので、そ

こをひとつ。私もそこのところを疑問に思ったんですよ。ですから、聞いてみましたら、その

ような説明でありました。 

 それから、２つ目の個人情報がすべて把握されるという表現について、すべてというのはす

べてと思わないということですけれども、その辺、何をもってすべてというんだか、ちょっと

その辺微妙な問題でもありますけれども。住民基本台帳にあるような法律的な意味でのすべて

というこれは表現ですから、例えば自分の本当のプライバシーとか、自分の例えば趣味とかそ

ういうものは住民基本台帳なんかでも登録されていないわけですから、法律的な意味でそこに

載っているすべてと、そういう解釈でこれはひとつよろしくお願いしたいと思います。これは

常識の範囲としてよろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終結いたします。 

 それでは、ここで請願第５号の請願文書表の訂正をお願いしたいと思います。 

 紹介議員名、大竹幸一を星光久に訂正願いたいと思います。 

 それから、付託委員会を文教厚生委員会となっていますが、総務委員会に訂正願います。 

 次に、平成20年請願第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出に関する請願につ

いて、紹介議員の趣旨弁明を求めます。 

 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 どうも、おはようございます。 

 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について朗読いたしますので、よろしくお願い

します。 

 請願者については、住所、福島市荒町１の21、自治労福島県本部中央執行委員長、丹治則雄。

それから、住所、南会津町田島字後原甲3531－１、氏名、自治労南会津町職員労働組合執行

委員長、渡辺健二さんでございます。 

 １．請願の趣旨 

 地方分権の推進、少子・高齢化の進行、産業・雇用対策、地球規模や地域レベルの環境保全

需要、災害・事故に対する安全対策など、地域の行政需要が増大しており、地方自治体が果た

す役割はますます重要になっています。 

 一方、2008年度に創設された地方法人事業税の国税化と都市部の税収を活用した「地方再
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生対策費」は格差是正策としては不十分であり、地方分権に逆行する措置です。さらに、過去

の景気対策と地方交付税の大幅圧縮により自治体財政硬直化を招いた国の財政責任は極めて重

いにもかかわらず、自治体財政健全化法のもとで地域・自治体に財政責任を押し付け、医療、

福祉、環境、ライフラインなど住民生活に直結する公共サービスを削減することは容認できま

せん。 

 このため、2009年度の予算は、深刻化する地域間格差の是正と公共サービスの充実にむけ、

地方財政圧縮を進める政策の転換をはかり、地方税の充実強化、国が果たす財源保障に必要な

財源を確保することが重要です。さらに、住民に身近なところで政策や税金の使途を決定し、

地方分権の理念に沿った自治体運営を行うことができるよう、地方財政の充実・強化を求める

必要があります。 

 つきましては、次の事項について地方自治法第99条の規定により、政府関係機関に対し意見

書を提出していただけますようお願いいたします。 

 （１）医療、福祉、環境、ライフラインなど地域の公共サービス水準の確保と地方分権推進

にむけて、国・地方の税収配分５：５を実現する税源移譲、地方交付税機能の強化により地方

財源の充実強化をはかること。 

 （２）自治体間の財政力格差は、地方間の財政調整によることなく、地方交付税の財源保障

機能・財政調整機能の強化により是正をはかること。 

 （３）地方自治体の意見を十分に踏まえた対処を行うこと。 

 ２．意見書の提出先 

 内閣総理大臣、内閣官房長官、総務大臣、財務大臣、経済産業大臣及び経済財政政策担当大

臣 

 以上であります。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 これより質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終結いたします。 

 以上で、請願５件に係る紹介議員の趣旨弁明を終わります。 

 それでは、お手元に配付の請願文書表のとおり、請願５件を会議規則第92条第１項の規定に

より所管の常任委員会に付託いたしますので、審議方よろしく願います。 

 上衣の着衣をお願いします。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○渡部康吉議長 以上で本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 次の本会議は６月18日午前10時より開議し、一般質問を行います。 

 本日は大変ご苦労さまでした。 

 

散会 午前１１時２２分 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。 

 本日は、大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は21名であります。都合により欠席届のあった議員は、８番、楠正次君

です。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○渡部康吉議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順序に従いまして、順次発言を許します。 

 なお、質問に当たりましては、会議規則第55条ただし書きの規定により、質問の回数が３回

を超えることを許可し、同規則第56条の規定により、その発言時間を60分に制限することに

いたしますので、その趣旨は簡潔、明確に質問されるよう、ご協力方よろしくお願い申し上げ

ます。 

 大変暑くなるようですので、上衣の脱衣を許可します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田   哲 議員 

○渡部康吉議長 それでは、１番、湯田哲君の登壇を許します。 

 湯田哲君。 
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○１番 湯田 哲議員 おはようございます。 

 私からの質問は、１、防災行政無線についてです。 

 今回の広報みなみあいづの中に、丁寧に詳細に示されていましたが、前後しますけれども、

質問させていただきます。 

 田島地区において、５月26日から各地区に取りつけられた野外スピーカーから、朝、昼、夕

と美しいメロディーが流れるようになりました。 

 今回の岩手・宮城内陸地震も、あの直後、防災の広域消防のほうから、隣県協定に基づきサ

イレンを鳴らして出動するというような放送もありました。ますます重要になります。その意

味で、この質問をさせていただきます。 

 戸別受信機の取りつけについては、順次設置が行われ、秋にはすべての運用が開始されます。

これで西部地域、東部地域関係なく、すべての町民に同じ情報を瞬時にして流すことが可能に

なります。既に西部地区においては、長年にわたって運用され、災害時の情報はもちろん、地

区の行事の案内など、住民に密着した情報が放送されています。情報の無線システムへの移行

により、回覧板の各戸配布の労力削減、印刷物の減少による町の経費削減なども期待されてい

ます。 

 秋の全面的運用を前に、具体的な運用計画がなされているのか、情報サービスや放送内容を

含め伺います。防災行政無線についての効果・期待・役割について、どのように考えているか、

町長の考えを伺います。 

 ２番目におきましては、文化・芸術についてです。 

 御蔵入交流館、南会津町文化センターでは、ことしも次々と劇、映画、コンサート、講演会、

発表会など充実した内容が計画され、多くの感動のイベントが計画され、期待しています。南

会津町の文化・芸術を、御蔵入交流館が中心となってリードして、重要な役割を果たしている

ことは間違いありません。 

 しかし、その文化・芸術を見に行きたくても、交通手段がないとか、健康的理由や高齢で遠

出が難しい方など多くいるのも事実です。 

 合併前には各地にあった舘岩会館、伊南会館、南郷総合センターなどが、その文化・芸術の

重要な役割を果たしてきました。これからは交流館とともに、それらのセンター４つの連携に

よる開催企画・計画なども必要ではないかと考えます。コンサートや講演会などによっては、

開催する場所を４つの会場ごとに開催するとか、各地区の人々に文化・芸術を味わい、発信し、

楽しんでもらう工夫も必要ではないかと思うが、それらの会館、舘岩会館、伊南会館、南郷総
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合センターの現在の活用状況を含め、教育長の考えを伺います。 

 ３番目といたしましては、生涯学習参加のシステム化についてです。 

 かつて旧田島町において、生涯学習として一人でも多くの参加者をふやすために、各種講座、

体操教室、健康教室なども含めてですが、伝統行事への参加なども含め、受講するたびに小さ

なカードに判を押すことによって、ある回数に達すると博士とか、あるいは表彰されるとかい

った方法がありました。この判を押すということにより参加の証明とすることを、磁気カード

による参加状況を管理するシステムができると考えるが、教育長の考えを伺います。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 １番、湯田哲議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、防災行政無線に関してのおただしがございました。 

 ５月26日より運用を開始いたしました田島地域の防災行政無線は、火災や台風などの発生時

の情報伝達体制を確保し、住民の安全を守ることを目的として整備された無線通信システムで

ございます。 

 具体的な運用計画につきましては、平常時は日常生活における時報と機器の点検も兼ねまし

たチャイム放送や、住民の生活にかかわる町からの行政情報、及び学校・保育所などからの行

事のお知らせをするほか、各集落にある集会場に設置いたしました放送装置を屋外拡声機とし

て、集落内での各種連絡等に利用することもできます。 

 今後、この設備を有効活用することにより、地域住民の利便性の向上が図られるとともに、

災害発生時における瞬時の対応によって、災害から生命・財産を守り、被害を最小限度に抑え

ることができるなど、安全・安心なまちづくりに果たす役割は大変大きいものがある、このよ

うに考えているところであります。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては、

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いいたしたいと思います。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは、芸術・文化に関してお答えをいたします。 

 御蔵入交流館と舘岩会館、伊南会館、南郷総合センターの連携による開催企画と３施設の活

用状況はとのおただしでありますが、本町の芸術・文化事業は、御蔵入交流館を中心に活動を

展開している状況にあります。 

 しかし、住民の方の中には、これらの町が企画する各種事業等に対し、みずからの学習のた
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め自主的に参加されている方、関心があっても参加できない方、関心がない方と、その意欲や

関心はさまざまであります。 

 生涯学習の推進には、特に関心があっても参加できない方や、関心がない方に気づきの場を

提供することや、参加できる環境づくりを、どのように進めていくかが重要であります。 

 町といたしましては、文化ホールを拠点とした事業はもちろんですが、文化ホールから地域

に出向いて、より多くの方に芸術・文化に触れていただく機会を提供することは、文化施策の

上でも重要なことと考え、自主事業として出張コンサートや講演等のアウトリーチ事業を進め

ております。これにより、地域の利便性の向上、学校教育との連携、行政への理解や視聴者の

拡大などが図られるとともに、地域とのつながりにより地域から認知され、必要とされる文化

ホールを目指しております。 

 現在、子供たちに本物の芸術を伝えるため、各小・中学校や子育て中のお母さんたちのため

のコンサート・公演など、舘岩会館や伊南会館等を活用して実施しております。また、地域住

民に対しても、芸術・文化を身近に感じてもらうために、酒蔵や仏閣でのコンサート・公演な

ども実施してきたところであります。さらに、今年度の新規事業として、各地域で映画の上映

を計画しているところであります。今後も各地域へのアウトリーチ事業を継続して展開してい

く考えですので、ご理解を願います。 

 次に、生涯学習参加のシステム化に関してでございますが、磁気カードによる参加状況管理

システムができないかとのおただしですが、旧田島町では田島ふれあい学園の学習成果向上の

ための手法として、単位を認定し、それを称号として、多彩な取り組みが行われておりました。 

 この事業は、年間の生涯学習への取り組みの成果に対して、それぞれに学位をつけて称賛し

たものであり、合併の時点でその役割を終了したところであります。 

 議員おただしの磁気カードシステムによる参加状況を管理していく方法でありますが、生涯

学習への参加意欲に対する情報を収集し、そのデータを分析した上で、新しい学習テーマの導

入や希望する学習テーマの拡充への立案に結びつけていく手法であると理解しております。 

 町といたしましては、生涯学習関連事業に対し、多くの住民に参加していただける機運を高

めるため、新たな事業展開の必要性が求められていることから、課題解決のためのさまざまの

情報の収集や提供も必要でありますが、参加したことによるメリット面も重要であると感じて

おります。 

 今後、町の企画した各種事業へ参加したことにより、ポイントが取得できるような仕組みづ

くりと、そのポイントが地域づくりに活用できるようなシステムの構築に向け、磁気カード導
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入にも含めて、関係団体との協議を進めてまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。 

 以上、具体的事項につきましては、担当課長に答弁させますので、よろしくお願いいたしま

す。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 １番について、再問いたします。 

 今まで南郷地区、舘岩地区、伊南地区、それぞれで広報無線をやっていました。それでやっ

ていることは、多分そのまま移行するので、マニュアルづくりとかなんかは必要ないような、

そのままの感じを僕は受けていましたので、この質問をしたんですが、ぜひ住民に密着した、

きめの細かい、例えば近くの住民の方は、スピーカーから音が出るようになってうるさいとか

と、いろいろな問題をこれから解決していくと思いますけれども、僕たちみたいに若い人たち

はインターネットとか情報源を活用しやすい状況にいると思いますが、ひとり暮らしの方、高

齢者がふえる中において、無線が果たす役割は、本当に心のよりどころ、町では何をしている

かもわからないので、広報見たらわかりますよとか、回覧版見ていたらわかるんじゃないとい

うのではなくて、その週の行事、あの中にも行事の案内とかをすると書いてありましたけれど

も、南郷地区なんかに行くと、きょう町の地区の集まりがありますので、ぜひお集まりくださ

いとかと優しいアナウンスが流れますけれども、ぜひそういう高齢者に、どうしても文字が見

えない人もいらっしゃいますので、そういう意味できめ細かい、聞きたくない人もいるかもし

れませんけれども、あの戸別受信機、デジタルなので、選別的に放送できるという中身の内容

を聞きましたので、ぜひそういう細かい案内が聞きたいお年寄りや、若い人がいたら、聞きた

くなかったら、多分選別できると思いますので、そういう中でぜひ細かい、毎週やっていいよ

とかという人には、そういう形で、ぜひもっと細かい情報を提供していただきたいと思います。

町長の考えを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま議員がお話しいただいたように、私のところに、はがき、あるいは電話等で、今回

の防災行政無線の設置について、たくさんの感謝の言葉が寄せられています。その中身を見ま

すと、どちらかというと、お年寄りの方々が多い状況であります。そんな中で、これまで文字

の情報伝達というのが主であったんですが、いわゆる回覧板等の文字と音と両方になったこと

によって、一体感といいますか、住民として認知されるといいますか、そういう気持ちがわい

てきました、こういうはがきのメッセージが届いておりました。 
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 したがいまして、おただしのようなきめの細かい、住民に密着した放送の体制を、今後とっ

ていきたいと思います。 

 ただ、一つだけ、今この放送を設置するに当たって、内部で十分協議してきた中に、それで

はだれが、いつやるのか、ここのところが大変、定数削減の中で、職員の方々が非常に日常煩

雑に動いておりますので、ここの体制をどういうふうにこれから整理していくかということが、

一つ問題としてあります。当面それぞれ各課の中で対応するということにしたり、あるいは２

階の放送室に近いところで担当者を決めていこう、そういう協議もしているところであります

ので、しっかりとおただしの内容に対応できるような、そんな有効活用を図っていきたい、こ

う思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 ぜひよろしくお願いいたします。 

 それに関して、今お便りの中で、一体感、住民として気配りされている、多分、南会津町民

としての意識が何となく確認できるみたいなことのお便りがあったと思うんですが、本当に情

報が入って、町ではこんなことをしているというのを見ている人はいいんですけれども、繰り

返すようですけれども、ぜひそういう人たちのためにも、そういうきめ細かいサービスをお願

いしたいと思います。 

 そこで、もう一つなんですが、あの中にＦＭ受信機、ＦＭも同じ周波数帯なので、普通のＦ

Ｍ東京、ＮＨＫとかも受信できるようになっていますけれども、ミニＦＭ局がローカルでとき

どき話題になったりしますけれども、広報無線の中で、先ほどみたいに選択的に放送できるは

ずですので、ぜひお便りとか川柳とかという、これも何か子供じみているかもしれませんけれ

ども、本当にそこから住民が出した意見とかなんかが読み出される時間、毎日やっていると、

多分中にはうるさいとか、そんなことまですることないと言う住民もいらっしゃるかもしれま

せんけれども、ぜひ水曜日のお昼過ぎ、12時半からは町民の川柳発表何とかの何とかとかいろ

いろ、僕はそういう人間ではないんですが、そういう町民からの何かを出す部分とか、例えば

イベントで譲りますとか欲しいとか、ありますよね、そういう何とかイベント的な、そういう

ものを、やるとはなっていますけれども、ぜひそういう意味で、そういうものを含めて、今ま

でにないもの、せっかく一声で、一つのスピーカーから全体に流すということができますので、

何も中央のほうの放送局ばかりではなくて、このローカルの中で、その中から、ああだれだれ

さんのお便りだ、聞いてみようかというような形でいけば、広報的な意味では、僕はすごい役

割をすると思います。そして選択できるというのが、すごく今回重要ですので、聞きたくない
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人は聞かないようにできますので、ぜひそういう意味で、そこまで入ったものをよろしくお願

いしたいと思います。それはお願いというか、やるというふうになっていますけれども、きめ

細かいサービスをよろしくお願いいたします。 

 この広報無線について、もう一つなんですが、朝日新聞の中で、16日でしたでしょうか、緊

急地震速報の部分が、システムの中で広報で検討しているという名前の中に、南会津町が一番

先に挙がっていました。つまりこの広報無線と連動して作動するような形だと思うんですが、

その辺の考え的な部分は具体的に進んでいるんでしょうか、伺います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 いわゆる全国瞬時警報システムの関係だと思いますが、Ｊ-ＡＬＥＲＴと申しますけれども、

これについては、警報が発令してから、旧田島地区、それから南郷、伊南、舘岩に着く時間と

いうものを今若干計算をしておりますが、西部地区に行く際には、かなりの時間が今の状態で

はかかるというような調査結果が出ておりますので、これらについては、10月の正式稼働まで

に、できるだけその装置が可能になるように、工事については検討してまいりたいということ

でございます。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 今のことなんですけれども、個人ではもちろん入れることはないです

けれども、スーパーとか大きな会社なんかは、もうかなり入れているところが多いそうです。

今言った中継をするので、南郷地区まで行くのには時間がかかるので、今回県内につくのには、

16秒でその予報が働いて、各スーパーなんかで避難誘導させられたという結論が出ていました。

直下型では本当に全く無効ですけれども、あと16秒後にやってくるということが、それも非常

訓練が必要ですけれども、パニックになって道路に飛び出して、ひかれてしまったなんていう

方もいらっしゃいますから、そういう意味では、そういう部分も、地震予報システムが放送か

ら流れるかもしれない、今時間差と言いましたけれども、伊南地区なら伊南地区、４地区にそ

れぞれ中継の本元がありますから、それぞれにシステムを置けば、向こうとここも多分２、３

秒の差はあると思いますけれども、中継のここだけ入れなくても、４地区にそれぞれ入れれば、

そのまま地震速報的な部分、16秒後に地震が来ますとか、40秒とか、それでもかなりでかい

のだと、１分も前から予報するそうですから、そういう意味では、かなり重要なシステムだし、

この無線が充実して完成しますので、そういう意味では、すごくもうそのまま、一つのシステ

ムはかなり高額なものですけれども、このシステムに連動することは、もう既に検討中だとい
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うことなので、ぜひそういう意味で、４地区にそれぞれ入れるとか、時間差的な問題があるな

ら、そういうような対策で、ぜひお願いしたいなと思いますが、考えをお願いいたします。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 先ほども答弁させていただきましたが、発生してからの時間の問題だと思います。例えば今

回の岩手・宮城内陸地震においては、旧田島町の人がテレビ速報を見て、10秒後に来たという

ことで、その対応ができたという事実はございます。 

 ただ、先ほど申しましたように、防災行政無線の全国瞬時警報システムについては、西部地

区については、現在、正直申しまして、かなりの秒数がかかるという調査が出ております。で

すから、かかる時間をできるだけ短縮できるような形で、再度、今回工事が完了するまでに進

めてまいりたいというふうに考えておりますので、ご理解願いたいと思います。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 １番の防災行政無線については、そのような住民に密着した、きめの

細かいサービスまで含めて、今の緊急地震速報に関しても、ぜひ早目の実現をお願いします。 

 ２番の文化・芸術についての再問をさせていただきます。 

 これについては、なぜこういう質問をしたかというと、相乗りで来れば来れるじゃないかと

かといろいろあるんですけれども、本当に行くと立派な、それぞれ舘岩会館もそうですし、伊

南会館も立派ですし、南郷総合センターもみんな立派なんですけれども、各地区でイベントは

やって、カラオケ会とかなんかで使われているということは、もちろん聞いていましたけれど

も、ぜひそういう弱者というか、どうしても興味があっても行かれない人には、そういう意味

でいろいろな、先ほどアウトリーチ事業というような言葉、格好いい言葉ですけれども、そう

いう言葉で、多分そこに出向いてやることを言っているんだと思いますが、そういうきめの細

かい、文化・芸術を一人でも多くの町民に感動を味わっていただけるような政策で、ぜひいっ

てほしいです。中には行きたくても、南会津町の文化センターに行ったことがないなんて自慢

する人もいるぐらい、多分来ていない人もいると思います。ですから、そういう気持ちがある

方は、多分地区の、各支所の方は、あの方は今高齢になって、ちょっと足が悪いけれども、い

つも昔来ていたねという人が、もしいるんだったら、そういう人の足になる人がだれか必要な

んですけれども、じゃ声かけて、今回の映画会、これはあの人は多分見るだろうというのは、

多分、地区の役場職員の方はわかりますよね。今まで文化的な活動を一緒にしてきた方が高齢

になっていたりしますからね。だから、そういう意味では、そういう人たちに声をかけて、マ
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イクロバスなり、あるいはまだ元気な人で、車をお持ちの方に声をかけて、仲人的にやってあ

げないと、どうしても連れていったりするといろいろ問題があったりすることはありますけれ

ども、ぜひそういうものも含めて、アウトリーチ事業とか、あるいは足のない方には、ぜひ文

化センターのほうの本当にすばらしい800席の、都会の真ん中にあってもおかしくない、すご

く自慢できる文化センターがありますので、そういう意味では、その事業をしていただきたい

なと思います。これに関しては、いろいろなコンサートも、ことしも相変わらず企画されてい

ますし、職員の方も交流館実行委員会の方々ですか、本当に感謝する次第であります。これに

ついては、よろしいです。 

 ３番目の生涯学習の参加のシステム化についてです。 

 僕がこの質問をしたときですが、このときにはなぜそういう質問をしたかというと、この中

で文化の意識に気づかせるためにとか、あるいはポイントをためて何かいいことがあって、そ

の部分をカウントして称号ですか、何か与えたりするというような話だったんですけれども、

実は予算の話も出て、僕は断られるかと思いました。つまりそのシステムをやるのには、これ

これしかじかのお金がかかるので、今検討中ですけれども、難しいですというような答弁を受

けると思ったんです。 

 僕が実はこの質問をした理由としては、これ図書利用カードなんです。実は振り返って、僕

ちょっときょう開いてみたら、これバーコードでした。磁気カードではなかったですね。バー

コードだと個人でも管理ができるぐらい、印刷もできますし、これ安くできますね。磁気カー

ドよりうんと安いんですけれども、この図書カードというのを使って、全くそのまま移行でき

るということを、僕はここで提案したかったんです。 

 どういうことかというと、一つの演劇を見る、一つの映画を見る、一つのエアロビ体操をす

る、一つの健康体操に参加する、メタボ対策の講習会に出ました、これが１冊の本という考え

なんです。つまり受付でバーコードで、だれだれさんが来ますね。それで本を借りたという形

です。その段階でその人はベンチャーズのコンサートを見に行きましたということが、その人

の個人カードではなく、データベースに残ります。ただ、その人の図書館カードのそのままを、

これはこういうタイトルになっていますけれども、図書も借りられます、今言った住民参加の

生涯学習の参加システムにも使えます。全く使えますから。この場合だとバーコードリーダー

ですから。レジでやっていますね、あれと、ここネットワークを既に組んでいますので、支所

が絡んでもできますから、そういう意味では、そのままだれだれさんの出欠というのは、本を

１冊借りた形、もしもっと心配だったら、途中で帰ってしまうような人もいるらしいのだった
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ら、帰りで返却というような形で、ちゃんと１時間、２時間、勉強会に参加しましたなんてい

う、そこまですることはないと思いますが、それも結局できるわけですね。 

 だから、そういう意味で、図書館カードそのもののシステムが、もう既に完成していますか

ら、今言った生涯学習、かつて判こを押していたものよりも、僕はなぜここでシステム化を、

今風だからとかという部分ではないんです。それが自分の中で、この人はベンチャーズも見に

きているし、「人間になりたかった猫」という劇も見にきているというのが、その人のプライ

ドとして、リストとして残りますので、利益として。この人は文化センターにこんなに貢献し

て、この３年間にわたって50回も来ているなんていう人も、それが一瞬にしてわかるわけです

ね。個人情報とかいろいろ問題あると言いますけれども、その人にとってはプライドというか、

一つの、僕は50回と言ったけれども、それは口頭だけではなくて、これでかざすと中に出ます

ね。その人はここに、こんなお金の話をして申しわけありませんけれども、コンサートのチケ

ットに僕は18万円お金を出したよ、でも僕は、もうそれ以上の感動がありましたということで、

これはとにかくすごく重要なシステムだと僕は思いますが、その辺の実現性も目の前だと思う

んですが、教育長の考えを伺います。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 それでは、お答えいたします。 

 今おっしゃったこと、本当にそのとおりであると思います。残すことも非常に大切だと思い

ます。 

 それで、今考えておりますことは、そういったものを含めまして、何にするかということは、

まだはっきり決まってはおりませんけれども、そういうのを含めまして、最終的に点数化され

たものが、いろいろなことで本人に返っていくような何か、例えば何点集めると何百円返りま

すというような形、それを最終的には、できれば税を負担するところ、そういったところまで

使えるような、そういったようなことまで考えていきたいなというふうに今のところ、内々の

うちに考えております。そんなことで、今、議員さんがおっしゃったこと、おただしになった

ことも含めまして、これから考えてまいりたいと思うところでございますので、ご理解くださ

い。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 今、点数でポイントということがありましたけれども、それで固定資

産税が半分になりますよなんていうこと、そんなことは言っていないと思うんですが、そうで



－３７－ 

なくても、僕はそっちのほうよりも、その人がやっぱりプライドだったり、自分がこれくらい

社会に興味があり、町の文化に興味があり、文化のためにこうやっていろいろ考えている。僕

はこれは上の２番のほうの文化・芸術とありましたけれども、この部分に絡んできて、それが

健康の、今回、集団健診がありましたね、あれなんかも含めて、この部分で、金ではないです、

それによって、この人は健康にどれぐらい関心があって、足がこれからだんだん高齢化して弱

くなっていくんだけれども、そこも健康の、例えば健康センターで、伊南の、文教厚生委員で

所管事務調査に行ったときに、そこの女性の方が、谷口先生、整形外科の福島医大の先生です

が、その指導の中で、動く前にこういう運動をするとということで、僕たちもやりましたけれ

ども、こういう運動をすると潤滑油がひざに回って、すり減りが減って、後々その一日がよく

なるんだよとかというようなことを言って、本当に関心するぐらい、ああなるほどというよう

なことを聞かされました。それぐらいだけでも、そういう部分で、健康の講座なんかも含めて、

ぜひ参加して、この人は５回出ていて、結果的にそれが医療費とかと。これ僕は無理に持って

いっていると思いません。そういう管理まで含めて、町民の中で、僕は健康講座に出ている。

そして僕は５回出なかったけれども、３回欠席したけれども、今では足が痛くなくなったとか、

そういうポイントよりも、そっちのほうの健康も含めての、出欠すべてですからね。昔のあれ

だと、昔のさんやさまとか地方行事の部分までも判この対象にしていたぐらいですね、前回、

旧田島町では。つまり文化のためですから、そういう祭り事にも出たらば、それも判この一つ

になっていたぐらい範囲が広かったです。 

 でも、このシステム自体は、町で主催する会議にしてもイベントにしても、あるいはフォー

ラムにしても、いろいろな講演会にしても、すべてを含んでいますので、その人がどんなもの

に興味があってと先ほど教育長のほうから話がありました。町民がどんなことに興味があって、

どんなふうに参加しているというのが、これでデータ収集もできますということを言いました

けれども、本当にそれによって、映画というふうに、あるいは劇団四季のあれにこんなに興味

があるんだということも、名前を公表しなくても、データ管理はすごく重要だと思いますので、

これをぜひ早目に、できない話ではないし、何度も繰り返しますが、システムがありますので、

これを使って、本当に安価なものですので、できると思いますので、よろしく実行をお願いし

たいと思いますが、この参加システムについて、町長の考えを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど教育長のほうから、仮に今後の検討課題の一つに納税という話もありましたので、私
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のほうで関係する部分ですから、実はお答えをと思っておりましたが、健康のお話もございま

した。私たちは、とりあえずといいますか、暮らしの領域を分けて、それぞれ行政なり地域の

役割といいますか、そういうものをこれまでやってきました。それは非常に便宜的に、効率の

いい、あるいはまた一部に負担をかけない、こういうことで大変効果はあったと思うんですね。 

 でも、今、議員が言うように、一見関係ないようなことも、実はじっくり考えてみると、大

いに相対関係にあって、つながりがあって、関係しているというところがわかるんですね。 

 したがいまして、無理に健康とつなげているというふうに私も思っていませんで、そういう

生きがいとか喜びとか、あるいは何か気づくことによって得られる満足感と。こういったもの

が、やはり精神的な健康を促す、こういうことにも十分つながりますので、健康のみならず、

先ほど教育長も言ったように、ありとあらゆる町のかかわりと若干つなげながら検討していき

たい。そんな中で当面できそうなこと、あるいは今はちょっと難しいのではないか、こういう

整理ができると思いますので、その整理を一つ一つ丁寧に具体的に進めながら、この問題につ

いて積極的に取り組みをさせていただきたい、こんなふうに思っておりますので、ご理解いた

だきたいと思います。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 そうですね。では、よろしくお願いします。 

 それで、もう一つここで、これに関連しているんですが、これは小学生でも既につくってい

ますね。図書館カードはつくっています。その人が30歳になったときに、その人が100本映画

を見て、50本の劇を見ています。それ全部残っていますね。その人が自分の痕跡の中で、４年

生のときに見た劇団四季の劇を思い出す一つのきっかけだったり。僕は映画は何回も見ないと

わからないと思う主義なので、本当は１回ではなくて、フィードバックというか、終わった段

階で、それを見た人たちがもう１回、１週間か１カ月後に集まって何か語ろうかい、ベンチャ

ーズ見た人たちはどうかわかりませんけれども、そういうものをしていくことで、感動を何倍

かにしていくというのが、僕の考えなんです。 

 だから、そういう意味で、このシステムを、何度もこのシステム、システムと言いますけれ

ども、本当にしつこいかもしれませんが、これをすることで、長きにわたって、その人が歩ん

できた文化の部分も振り返えられるし、こんなの忘れちゃったなということもあるかもしれな

い。でも、もう一度、おまえも同じのを見ているんだなとかというのができたり、そういう意

味では、すごくその情報というのが、それ自身、データとして僕は生きていくと思います。今

言った何かのポイントで戻るというのもあるかもしれませんけれども。 
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 ぜひこのシステムが実行されて、僕は本は読まないけれども、マラソン大会に出て何秒が出

た、体力検査が秋にも、これ入りますからね。足で走る能力、おれは図書館には足を運ばない

けれども、グラウンドには行くぜという人間がいれば、これで参加になります。もちろんなる

はずなんです。なるためにやっているわけですね。 

 そういう意味で、このシステムをそういうふうにやっていきますと、その人が、もう一つ僕

は、これで最後になりますけれども、今回の後期高齢がありました。それで僕はこんなことを

よく言うんです。自分で一生懸命、30代、40代から健康の維持で、病院に行かないことを一

生懸命している人がいて、自分に投資していて、ある年になったら同じように、みんな同じ痛

み分けだから、お金を募集しますよというような考えに今回なっています。その人と、もしそ

れに関係なく、たばこを吸って好きなように生きている人間と、その２人は多分違うと思うん

ですよ。そういう意味で、この部分で、その人が一生懸命ジョギングしたり歩いたり、自分の

健康に投資しているのは、ここで残りますね。健康体操やマラソンをしている。60歳まで僕は

ずっと歩いているし、何かしていますよ。その努力がその中で認められて、本当なら90歳まで

病院に行かない人間も誕生する。なのにその部分で、これは一つの証明だと僕は思います。そ

れが生かされるとか。だからそういう意味では、拡大解釈しているかもしれませんけれども、

ぜひこのシステムを町民全員が持っていて、だれかいいことがあって、今言った減税になるか

ら、ではおれも持ってみるかみたいにもなるかもしれません。先ほど教育長が言いました。気

づき、気づかせて、劇っておもしろい、映画っておもしろいことを、一回も行ったことがない

人を無理やり連れていく友達がいて、ああもうおれも病みつきになって、行きたいなというこ

とになるかもしれません。 

 だからそういう意味で、このカード、安くできますし、本当に図書館カードとなっています

が、図書及び生涯学習カードでもいいですから、ぜひあなたの人生のポイントとして、どうで

しょうかとかなんかの部分で、これはすごく効果があるものだと僕は思います。そしてすぐ効

果が出ると思います。もう一度、では考えをお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 私が常々思っていることは、ある一定のシステムをつくり上げることは、大変重要だという

ふうに思っております。しかし一方で、システムと並行して、意識づけといいますか、意欲づ

けといいますか、これらもやっぱりしていかなければなりません。 

 したがいまして、議員おただしのように、システム化する上でも、やはり先ほど教育長の答
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弁にもありましたが、参加できない方々、あるいは参加をなかなかしていただけない方々、こ

このところにも十分、これからどのような配慮をすれば、そういう方々が参加できるのか、あ

るいは自分の履歴をつくる上で、自分の生活が偏っていないのか、あるいはもう少しバランス

のとれた人生を味わうといいますか、経験をしていくといいますか、そういうことをするため

の仕組み、あるいは気づき、こういったこともあわせて、ご提案のあったシステムの中で、前

向きに真剣に検討させていただきたい、こう思っておりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 １番、湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 これで終わりますが、今、町長が言われました自分が偏っているので

はないか、自分は本しか読んでいなくて、歩くことはやめているのではないか、あるいは頭の

ほうの知性にちょっと不安で、図書館に一回も行ったことがないから行ってみようかという、

その気づきの部分を言いました。本当に大切なことだと僕は思います。 

 だから、そういう意味では僕たち町民は、生きていて何かいいことに、その年に、毎日でな

くていいと思うんですよ。月に１本いい映画、その年に見たいい映画が、僕は最大のいい出来

事だったという人も中にはいます。そういう意味では、そういう企画を教育委員会のほうでし

ていますし、現在もう進行中なので、僕はそれについて、あえて何度も言って本当に申しわけ

ありませんが、そういう意味では既に町は動いていると思いますので、そういう部分で町民が、

今回の広報無線で自分が何かひとりぼっちな部分に声が流れることで、自分が意識されている、

そういう部分で、これは広報無線のことで、広報無線のことに戻ってしまって申しわけないで

すが、だからそういう意味では、そういう一人一人の部分が安心するような、あるいはいいこ

とがあったというような感想を１年に５回、２回でも、ぜひ一人でも多い町民に与えてほしい

と思います。 

 終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、１番、湯田哲君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 芳賀沼 順 一 議員 

○渡部康吉議長 次に、17番、芳賀沼順一君の登壇を許します。 

 17番、芳賀沼順一君。 
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○１７番 芳賀沼順一議員 初めて拍手をもらって、どっち向いて、どうやっていいのか今わ

からなくなっていますが、２番目ということで、いつも一番最後のころなんですが、きょうは

町内の区長会の人たちがたくさん来ていますので、非常に緊張しています。汗をかきながらや

りますので、上がって間違えたところは、ご容赦願います。 

 では、早速一般質問をいたします。 

 質問の前に、14日朝の岩手・宮城内陸地震で被災された方々、それから中国四川省の大地震、

ミャンマーのサイクロンの被災者に、心からお見舞いを申し上げます。私も５月25日に、ヨー

クの前で中国四川省の大地震とミャンマーサイクロンの方々への義援金の募金運動をいたしま

したが、災害というのはいつ来るかわからないと、つくづく今回の岩手・宮城の地震では感じ

ました。女房の災害もいつ来るかわからないんですが、まず最初に災害について。 

 小・中学校の耐震補強計画。 

 先日の衆議院で、議員立法ではございますが、改正地震防災対策特別措置法という長いもの

が可決されまして、11日には参議院も通りました。これは公立の小・中学校の耐震補強工事、

これが今まで国庫の補助率は２分の１だったんですが、今回はここから３分の２に引き上げる

という、こういうものです。 

 中国では、地震のときに幾つもの学校が崩壊しました。何百人もの学生、多くの学童が犠牲

になっています。まさか私たちのこの南会津町の学校は大丈夫だと、こうは思いますけれども、

学校や体育館というのは、一朝有事の際には避難所としても各地では利用されています。一番

安全につくってあるというのが、学校、体育館だと思います。これについて、いつ起こるかわ

からない災害については、早急に対策をするべきだと思います。四川省地震やミャンマーのサ

イクロンを対岸の火事だと、私たちは気の毒だと思いながらも、そういう一面があったのでは

ないかなと、こう自分自身思います。14日の宮城の地震のように、思っている間もなく、つい

隣であるわけです。 

 そこで、南会津町の小・中学校の耐震診断状況、あるいは補強事業の計画というものはどう

なっているのか伺います。 

 ２つ目に、納税組合について伺います。 

 納税組合というのは、納税貯蓄組合と正確には言うんでしょうけれども、町民が無理なく納

税ができるためと、町税の未納者を出さないためと。もっと意味はあるかもしれませんが、大

きく言うと、この両面があるのではないかと思います。長年続いているこの組合制度、これが

町村合併後の19年度よりも、ことし20年度、この組合加入数が約560世帯も減っていると。56
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世帯の間違いではないかと、こう思うぐらいなんですが、加入者が減るということは、もしか

して未納者がふえるのではないかな、こう心配いたします。 

 そこで、もしかしてことし20年から、組合に対する補助金の出し方、金額に対する割合で出

していたものを、組合員数で出すことになったと、こういうふうに聞きます。この補助金の出

し方が変わったことで、組合にお金が行かないので、ふろ入りに行かれないということばかり

ではないでしょうが、減った原因ではないかなと、そればかりではないんでしょうけれども、

そう思いますので、その原因はいろいろあると思いますが、町長はこの納税組合を必要として

いないのかと。この補助制度は、自治体ごとに町で決められると、こういう補助制度ですので、

将来はこの補助をきれいになくして、組合もなくしてもいいのか、町長の考えを伺います。 

 次に、公共交通についてですが、町長の一般行政報告の中で、委託路線、または支援などを

している９路線のうち、南郷地域巡回バス、長野乗り合いタクシー、田島地域巡回乗り合いタ

クシーの一部については、利用者が非常に少ないため、本年４月からの運行を中止したと、こ

うあります。 

 町長は町長になって、いろいろな新しい事業を今やっています。町長がよく言われますが、

必ず効果を検証してと、こういう話をされます。どんな事業でも効果を検証して見直しをする

ということは、当然のことだ、大切なことだ、これは私たちも思います。 

 しかし、利用者が少ないという理由で中止をしたままでは、今の国の道路財源と同じで、利

用者の少ない道路は要らないと、田舎の道路づくりを途中でやめるのと、私は一緒ではないか

と、こう思うんです。 

 南会津地方というのは、広大な地域で、今、高齢化も非常に進んでいます。南会津町も、も

う30％を超えていくようになっています。高齢者のみの世帯も非常に多く、和泉田地域などで

は、買い物は村でできるけれども、医者は遠いので医者にも行けない、こんな声も聞こえてき

ます。 

 昨年の11月１日に、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律、こういう法律が施行され

ました。これによって我が町が、ことしの４月22日には再生総合事業費の補助金の交付が決定

した、こういう報告もあります。早い対応だったのかなと。早い対応だということで喜んでは

おりますが、交通弱者が一日も早く利用できる体制が組めることを望みます。 

 そこで、この補助金の交付が決定したということで、今後、協議会で検討していくというこ

とですが、今後の連携計画について、町長はいつごろまでに、このバスは南郷はこことか、ほ

かのやめたところはこことか、ことし、あるいは来年、いつごろまでにこれを策定する計画な
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のか、町長の考えを伺います。 

 次に、４つ目に、びわのかげ北側の広場にレンタルトイレということで、田島地域のびわの

かげ運動公園は、朝早くから夜まで毎日のように利用されています。ソフト、あるいは野球、

サッカーなどいろいろなことに使われていますが、中でも北側の広場は、多くの高齢者たちが

グラウンドゴルフを楽しんでいます。ほとんどが65歳以上で、80歳を超えた方も参加してい

らっしゃいます。 

 ある人に話を聞きますと、要介護にならないように、健康で元気な毎日を送りたいと。人と

の交流、それで健康づくりを楽しみにしている、こう話している顔が印象的でした。しかし、

トイレが遠くて、特に女性の方が困っている。 

 高齢者医療費が毎年増大して、長寿医療保険制度をつくらなければ、国保財政がパンクする

と、こういう現在、健康を維持して医療費を削減することも、町長の政策の一つだったはずで

す。１年で１億円、こうかかるものを、１人１万円の医療費を削減しようではないかと町長が

話したことも覚えています。高齢者が健康を維持し、元気で長生きして、安心してグラウンド

ゴルフが楽しめるように、広場を利用する期間だけでも、レンタルのトイレの設置はできない

か伺います。 

 最後、５つ目に、駅前イベント広場の利用についてですが、16年12月議会でも質問しまし

た。そのときには、郵便局側の利用の場所の駐車場を広げていただきました。しかし、私の本

意は、東側の部分を、利用しない期間は観光バスの駐車場に開放するべきだと、こういう質問

をしたわけです。 

 今回も同じ提案をしますが、いまだに開放されないでいます。土曜や日曜、あるいは連休の

ときには、何台もの観光バスが駅前の道路に停車して、お客様のトイレ待ちをしています。急

いでトイレに行ってくださいと。トイレに行ったらすぐ帰るわけです。駐車に困りますから。

駐車場があれば、観光客はゆっくりと買い物や食事もできる、また定期バスや駅に来る車やタ

クシーの邪魔にもならない。一石二鳥だと考えます。例えば単純計算で、春４月から11月の紅

葉の時期まで約８カ月、土曜日と日曜日だけでも、１カ月は４週ですから８日間あります。８

日掛ける８カ月で64日、１日３台この期間にバスが来るとして、30人乗せて来たとしても、

90人が64日来るわけです。そうしますと、連休、あるいはほかの休みもありますので、１日

３台、あるいは35人ならば100人としても、64日で6,400人、この半分の3,200人が、お土産と

食事で2,000円を使ったとしても、640万円の売り上げがあるわけです。 

 今、町長のつくった観光公社の売り上げ増にも私はなると思います。赤字だなんだのと言っ
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ていなくても、ほとんど駅の売店で、あるいは駅にも食堂があるわけですから、この売り上げ

増になるはずです。そうでないと、6,400人のトイレ、だっとくんで、浄化槽で処理すると、

それだけです。１人100円ずつトイレ代をもらっているのなら別だが、そうではないと思いま

すので、この辺をよく考えて、下郷の大内宿では、100万人は来ると、こう言っているんです

が、この往復のどちらかが南会津町を通ります。１時間だけでもこの町に滞在させる、このこ

とを考えていけば、わざわざ人を呼ばなくても、下郷の大内宿の客にちょいちょいととまって

もらえば、非常に町の活性化になると思います。町長の考えを伺います。 

 以上、５点質問いたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 17番、芳賀沼順一議員のご質問にお答えをいたします。 

 具体的な答弁に入ります前に、確認をしておきたいと思いますが、４点目の件、レンタルト

イレにつきましては、教育委員会所管ということで、議員もご了解いただいたということです

ので、教育長のほうから答弁をさせていただきます。 

 それでは、初めに２点目の納税貯蓄組合に関する組合加入者数の減少は、組合補助金の出し

方が変わったことが原因ではないのかと、こういうおただしと、納税組合を必要としていない

のかというおただしがございました。 

 納税貯蓄組合につきましては、一定の地域を単位として、組合員の納税資金の貯蓄及び租税

の容易かつ確実な納付に資するために組織されたと、こういうふうに認識をしております。こ

のため町といたしましては、納税貯蓄組合補助金について、合併協議において、厳しい財政状

況や各種事務事業の見直しにより、段階的に納付率を廃止するなどの改正を行いましたが、納

税貯蓄組合法の規定に基づき交付しているところでございます。組合加入者数の減少は、こう

した改正によるものではなく、組合員の納税額に対する個人情報やプライバシー保護への意識

の向上に伴って、口座振替制度への移行がふえたことや、組合員の高齢化による脱会などが主

な要因ではないか、このように認識しているところでございます。 

 しかしながら、納税貯蓄組合は、本町の貴重な財源であります町税の収納及び納期内納付に

ご尽力をいただいております。大変重要な組織との認識には変わりはありません。今後も円滑

な納付組織として維持・存続されるよう連携してまいりますので、ご理解いただきたいと思い

ます。 

 次に、３点目、公共交通に関してのおただしがございました。 

 町におきましては、交通の空白地帯の解消のため、平成19年度は９路線を運行してまいりま
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したが、利用が非常に少ない地域につきましては、本年４月から一部区間の運行を中止してお

ります。特に南郷地域の巡回バスの運行中止につきましては、ほかにかわる公共交通機関がな

いこともあり、医療機関に通院する高齢者等から存続が望まれ、その後、地域住民による自主

的取り組みとして、南郷地域の公共交通を考える会が設立されました。現在、地域全体で公共

交通を支えていく仕組みづくりが検討されている、このように認識をしております。 

 このような地域力を導入した公共交通の取り組みの中で、本年２月26日に設置いたしました

国、県、町、交通事業者、地域住民等で構成いたします南会津町地域公共交通会議では、国の

補助を受けて、高齢者の移動手段・方法や住民の公共交通の利用実態等について調査を行い、

その結果をもとに、本年12月を目途に、地域公共交通相互連携計画を策定する予定であります。 

 次に、５点目、イベント広場の利用に関してのおただしでありますが、今年４月に一部の大

型観光バスの駐車場として利用いたしましたが、広場そのものの構造上の問題、さらには進入

路となる歩道に無散水の融雪装置が埋設してある状況などがございます。ご承知のとおり観光

バスの駐車場としての利用は、現在のところしておりません。 

 対応策といたしましては、観光バスの待機場所として、祇園会館駐車場を利用することも一

つの方法と考えられます。今後は観光客の方々の利便と地元物産の販売につながる仕組みを考

えながら、イベント広場の活用計画を含めた駅周辺の全体構想を、観光公社と関係機関、地域

住民を対象として協議を進めながら、財政面もあわせて考えながら検討してまいりたいと、こ

のように考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては、

担当課長に答弁させますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは、小・中学校の耐震補強計画及びびわのかげ北側広場のレンタル

トイレ設置に関してお答えいたします。 

 初めに、耐震診断実施状況と耐震化計画についてのおただしでありますが、町立小・中学校

15校のうち、耐震診断実施の対象となる、昭和56年以前に建築された棟数の割合は61.1％で

あります。そのうち耐震診断を実施した棟数の割合は、小学校が42.9％、中学校はすべての

建物で実施されておらず、全体では耐震診断実施率は27.3％になっております。 

 町では、本年度から耐震改修促進計画の策定作業を進めておりますが、計画の中では優先的

に耐震化を図るべき建築物として、多数の者が利用する学校などの施設が挙げられております。

国では、地方財政措置を含めた学校の耐震化加速策を進めようとしていると聞いておりますが、
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教育委員会では、学校施設の耐震診断を町の耐震改修促進計画の中において優先的に実施し、

耐震改修を促進してまいりたいと考えておりますので、ご理解願います。 

 次に、４点目、びわのかげ北側広場にレンタルトイレの設置をとのおただしでありますが、

河川区域内に新たにレンタルトイレを設置するには、河川法第24条及び第26条の規定により、

土地の占用、工作物の新築など河川管理者の許可が必要になりますが、隣接した場所に公衆ト

イレ等が設置してある場合は、規制されることになっております。 

 お話にありました芝生公園には、中央部から上流に歩いて３分程度の河川敷上部に公衆トイ

レが設置してあることから、許可が得られませんので、ご不便でも既設の公衆トイレを使用し

ていただくことでご理解をお願いいたします。 

 以上、具体的事項につきましては、担当課長から答弁させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 それでは、町長の分から再質問をいたします。 

 納税組合についてですが、町長は大事な組合であるということで、減った原因もほかにある

ということですが、この20年度、前の方式の割合で出していた分と、今回の出し方ですか、世

帯で出しているという、この補助金の額の違い、どのぐらい差があるのか、もしわかればお聞

きしたい。 

○渡部康吉議長 税務課長。 

○馬場増男税務課長 お答えいたします。 

 今ほどのおただしの件でありますけれども、まず補助金でありますが、算出の仕方でちょっ

と整理はしてございませんが、ちょっとサンプル的に、実は前の納付率があった時点と、それ

からそれが20年度はなくなるわけですけれども、なくなった場合の補助金について、世帯数を

例えば10世帯の組合で仮に比較してみますと、そこに国保世帯数も７世帯程度入っているとい

うふうな見方で比較いたしますと、納付割合でいった場合に、補助金が３万1,000円程度、組

合に対して支給されるような計算になりますが、今回改正しまして、納付率をゼロにいたしま

して、事務所の使用料、あるいは事務費、それから１件当たりの納付件数で補助金を積算する

方法でいきますと、世帯数10件ですと大体２万7,000円程度になって、若干下がることになり

ます。 

 ただ、世帯数が大きい組合、20世帯以上とか大きい組合になりますと、確かにご指摘があり

ましたとおり、納付割合で交付をしていた平成17年度ベースで見ますと、35世帯ですと32万
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1,500円という補助金の数字になりますが、これが今回の改正の率でいきますと、試算ですが、

12万4,500円というような数字になりまして、かなり大きな減額になるというふうな形でつか

んではございます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 この数字、確かな数字というか、これは額とか世帯によって違い

ますので、大まかに17年と20年を見ますと、32万円から12万4,500円と。確かに税金が今いろ

いろ足りないのはわかりますが、その中で未納件数ですね、17年当時、32万円のころには、

経済状況ももちろん違いますが、17年、あるいは19年、このときの未納件数はどのぐらいだ

ったのか、もしわかれば、わからなければいいです。それを聞いておきますと、今度、ことし

から下がった20年、このときに未納件数がどうなるのかということも、我々は検証してみたい

と思いますので。もしわからなければ、後からで結構ですから。件数でいいです。 

○渡部康吉議長 税務課長。 

○馬場増男税務課長 お答えいたします。 

 ちょっと未納件数のつかみは、手元で整理をしてございませんので、後ほどお答えいたした

いと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 では、町長にお伺いしますが、もしもこれが原因ではないと、私

もこれだけが原因ではないとは思うんです、わかるんですね。でも、もしもこれから未納件数

があって、20年度の未納件数が、今の経済状況はもちろんありますので、この額と同じように

例えば減ったとしたらば、そのときには、ではこの補助率をもう一度考えてみようかと、そう

いう考えはございますか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 結論から申し上げますと、これまでの合併協議等の経緯を考えますと、そういう状況が仮に

確認されたとしても、今すぐ見直しをするということは、私としては考えておりません。 

 それで、確かにこれまでいろいろな補助制度がそれぞれ４地域にありました。その中でしっ

かりと役割を果たしてきたんだろうと思います。しかし、確かに一方で、そういう補助金が削

減されるということになると、そこにはやはり想定外の動きといいますか、私たちが心配する

結果があらわれることも考えられます。 
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 しかしながら、こういう経済事情、あるいは財政事情の中で、お互いにそこは理解をしてい

ただいて、ともかく将来の私たちの子供や孫に、そういう負荷をかけないと、こういうことも

やはり大事な政策の一つでありますので、ここのところは、両方立てていきながら、若い人た

ちが納税組合をなぜ抜けるんだろうと。若い人たちが多いんですが、それは納税組合の組合員

をされている方々が、いろいろな話をお茶飲み話にされて困るんだと、こういう具体的な意見

も届いています。そういう意見も大事にしながら、さりとて、やはり口座振替とかなんかの手

続もできない、あるいは面倒と思う方々もおりますので、これはできれば両立をしていきなが

らやっていきたい。口座振替をやる側に、むしろ優遇措置を与えてほしいと、こういう方々か

らのご意見もありますので、そこは慎重に、今後、実態を見きわめながら対応させていただき

たいと、こう思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 わかりました。この組合以外にも、前納制度でも、前納の補助パ

ーセントはかなり落としていますよね。100分の0.5から0.25、今度は0.1でしたっけ。この辺

の部分も、もちろん前納したから、早く納めてもらえれば町でも利用ができるということなも

のですから、その辺も今後見ながら、私も検証していきたいと、こう思いますので、よろしく

お願いします。 

 時間がなくなってきますので、次に移ります。 

 公共交通についてですが、先ほど何点か答弁をいただきました。特に南郷地域という話もあ

りましたが、私は見直しというのは当然だと思っていますので、今後、12月までに計画ができ

るということなので、それを待ちたいと思います。 

 ただ、この中で、例えば和泉田集落とか南郷地域で考えているということなんですが、例え

ば民間でこの輸送業務をやりたい、あるいは個人、そういう者があれば、委託する考えはある

か伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 結論を申し上げれば、あります。というのは、乗車数が少ないから廃止をするというのは、

断腸の思いです。たとえ１人であろうと２人であろうとしたい。しかし、そこに地域の実態を

わきまえた人たちの意見が欲しい。これは例えばダイヤ、走らせる時刻ですね、これの検討も

きちっとしなければならない。あるいは国道さえ走れば、それで公共交通機関が事足りるのか。

そうではない。そうであれば、南郷地域の中には、温泉施設もある、あるいは医療機関もある、
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あるいはもっと言えば、只見とどうつなぐのか、あるいは田島のほうの医療機関とどうつなぐ

のか。こういうことを、とにかく意見出しをしましょうということですので、その意見出しの

中で、特に民間等がそういう意欲があれば、その段階で受けとめて、具体的な検討に入りたい、

こう思っております。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 民間を受け入れる考えがあるということで、安心しました。 

 そこで、私も何人かの人から、個人も、あるいは会社からも、新聞に、あそこの売り上げは

250万円であったと。そんなあったのか。私も新聞で見て知ったんですが、そうであるならば、

今まで町としては、約500万円の補助を出していたわけですから、それを150万円でもいいか

ら、250万円に150万円で400万円だと。ちょっと小さいバスがあるから、それならばやりたい

という人が何人かいるんですよ。ただ、恐らく手続は難しいと思うんですね。個人とか、青ナ

ンバーを取って二種を持っていればいいという問題ではございませんので、そういう申請や、

あるいは手続、かなり難しいと思いますけれども、不可能ではないと。当然、自治体も関与し

てくれば、できるのではないかなと思いますので、もしそういう人がいたらば、申請・手続に

町は協力いたしますか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど私、冒頭に答弁をいたしました９路線というお話をしましたが、その中の路線の実態

は、タクシーバス、いわゆるジャンボタクシーと言われるタクシーバスが走る。そのときも彼

らはもう既に営業は持っておりますから、営業手続のお手伝いは、さほどしなくてもいいんで

すが、それの最終的な認可がおりるまでの手続は、すべてサポートしておりますので、当然、

ご指摘のような希望者がいれば、町としてはサポートすることはやぶさかでありませんし、そ

の中でも先ほど申し上げたように、どこをどういうふうに回るのか、あるいはどの時間帯が最

もふさわしいのか、これらについても、しっかりと協議をしていきたい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 わかりました。そのようにお願いします。 

 イベント広場の利用なんですが、中にいろいろな水路とかホースもあるということなんです

が、あの部分を例えば丈夫なカラー舗装かなんかに直せば、そのときの工事で、私は十分バス

には対応できると。そのかわりバスは、あの道路でお客をおろしてから入ってくださいよとい

うような、大雪のときには、あそこにローダーが入っているわけですから。ということを考え



－５０－ 

ると、私は十分可能ではないかと。まして祇園会館にとめたのでは、かなり距離もある。そう

いうことも考えいる。そしてあそこで何年か前に、駅前とあの広場には、場所によって１セン

チから５センチぐらいの段差がありますね、あの段差で、今でも私、転んでいるわけです。前

にはあそこに黄色いテープを張ってもらって、段差がわかるようにしますよということでやっ

てもらいましたが、それでもなおかつ、今まだ転んでいる人がいるわけですね、暗いときには。

そこをカラー舗装にすることによって、その段差も多少斜めにして、スロープをつけて、その

危険性も、これはとれると。特にあそこに今は観光公社という、一般の人たちが、何度か行っ

て見ていますとパンフレットをもらいに行ったり、あるいは旅行の相談に、行くかどうか、何

だからわかりませんが、寄っている人、結構年配者がおります。ご婦人の団体、何人かとか。

私自身ももう高齢者と言われる年になりましたので、夜歩いていますと、こんな１センチぐら

いのところで引っかかって転んだことがあるんですよ。やっぱりあの人たちが、暗くなくても、

あの段差は非常に危険です。あの段差をスロープで直しながら、あそこをカラー舗装にすれば、

バスも入れると。 

 時間があるようなので、もう一つですが、一緒にあそこにある、この人たちの中にも使われ

た方がいらっしゃるかもしれませんが、あのモニュメント、私は最初、公衆便所かなと思った

んですが、中にはトイレがなかったので、電話ボックスかと思ったら電話もないと。私はあの

モニュメントも、壊せとは言いませんが、丁寧に片づけていただいて、そしてあそこを広くす

れば、もっともっと利用価値が出るのではないかと、こう思いますが、町長、２点お願いしま

す。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 この件につきましては、以前にも議員から質問を受けて、それなりの対応を進めてまいりま

した、 

 先ほど答えたような理由が、これまで改修に踏み切れなかった理由でありますが、もう一つ

考えられることは、そういう不安材料をなくすということを早急に実施する一方で、やはり総

合的にあの周辺をどうするかという問題を、駅周辺の区画整理事業でやっているんですね。そ

うしますと、そのときにいろいろな意見がありましたが、その経緯でああいう形に決まったと

いうことですから、これはやはり事情が変わってきていることは間違いないんですが、それま

でにお骨折りをしていただいた委員の皆さんや地域住民の方々の合意を、やはりつくっていか

なければならない。そのためには、先ほど申し上げたように祇園会館等のバイパス、あちらの
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ほうのバイパスが開通したときに、こちらの中央商店街のほうが、人通りが非常に少なくなる

のではないか。そこで駅の北口地域をどういうふうに整備していったらいいんだろうと。それ

と時期を相見ながら検討していこうと、こういう一つの案も出ています。 

 しかし一方で、段差の問題については、やはり危険は待ってくれませんので、これについて

は早く解消していかなければならない。それからモニュメントについても、実は早く片づけて

ほしいと、こういう意見が届いております。しかしながら、モニュメントも、これをつくり上

げた人たちが現段階でまだおりますし、その方々に話を聞きますと、やはりこういう目的でや

ったので、そのことについてもしっかりと、状況が変わった、あるいは駅周辺の利用の効果と

いいますか、これをもう少し具体的に示しながらご理解をいただくと、こういうプロセスをや

はりたどっていく必要があるのではないかなと、こう思っております。 

 いずれにいたしましても、私個人的には、議員おただしのように、やはりあの地域について

は、大型バスが列車との乗り継ぎの関係で入っています。そういう関係もございますので、ぜ

ひ地元に少しでも多くのお金が落ちるような、そんな場所に何とかしていきたい、こう思って

おりますので、前向きに検討させていただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 前向きに検討していただくことを期待しまして、次に移ります。 

 教育長に、小・中学校の補強はかなり、１校当たり200万円ぐらい、診断だけでもかかると

いうことを聞いていますので、難しいとは思いますが、国が決めたこのチャンスに、一日も早

くやっていただきたい。時間も時間ですので、そのことももっと聞きたいんですけれども、そ

れよりもレンタルトイレについてお聞きいたします。 

 教育長は、河川法によって、河川管理者の許可、これが得られないと、こういう答えをした

んですが、本当に県に聞いてきたんですか、伺います。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 河川法の縛りの件につきましては、私が県に赴いて伺ってきたところでございます。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 私も心配ですので、名刺を出せばわかりますが、行って調べてき

ました。書類も、ちゃんと法律も読んできました。その中には、建物いろいろの中にトイレも

入っていました。自治体、あるいはそれなりの団体の申し込みがあれば、個人ではだめだけれ

ども、可能ですとはっきりと聞いてきました。本当に聞いてきたんですか。 
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○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 河川法の縛りで、近くに、近くというのがどのぐらいの距離かは判断できませんが、比較的

近くに公衆トイレが設置、類似施設が設置してある場合は、制限がかかることもございますと

いうふうに伺ってまいりました。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 確かにそれはあると思います。間違いとか何かではなくて、町長

がよく言われるように、できない理由を探してはだめだよというのが、今の町長が町長になっ

たときの姿勢だと私は思います。いろいろ聞いていますと、できない理由、今の課長の話ばか

りではないですよ、私たちはできない理由を聞くのに質問しているわけではございませんので、

お金がないからできないとか、こういう答えかなと私は思ったんですよ。そうしましたら、河

川法ということですので、これならば私もちょっとクリアできるかなと。まして県では、レン

タルトイレで季節的なものであるならば、私は恐らく４月から11月ですよと、それで聞いてき

ました。それならばなお可能性がありますと。それで管理はと、ここまで聞かれました。いや

管理は自治体なり、あるいはゲートボールの団体で恐らくするようになると思いますという話

をしましたら、ではなおいいんじゃないかなと、そんな話もありましたので。ただ、絶対でき

るという話は聞きませんが、もしも可能であれば、予算的にはどうですか。予算も言いますか。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 予算の面ですが、レンタル料、あるいはし尿処理に係る経費負担も当然出てくると思います。

そのほかにも、レンタルトイレを設置した場合、手洗い水の確保など、衛生面の問題も出てま

いりますので、教育長答弁のとおり、歩いて３分程度の距離に、衛生的な既存の水洗トイレが

ございますので、そちらをご利用いただくことでご理解を願いたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 歩いて３分というのは、あの北側の広場のはじから歩いて３分と

いうのは、だれの基準で３分ですか。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 芝公園の中央から歩いて３分程度です。実際私が、ゆっくりした時間で歩いて計測した時間
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でございます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 別に課長をいじめるつもりも何もありませんので、これは話です

から。やっぱり私もうちのおふくろとかなりゆっくり歩きます。それでも私の方が速い。80歳

過ぎた高齢者の方と歩くのは、我々がかなりゆっくり歩いても、それでも速いです。そして、

あそこをこの間ずっと歩きました、私も。トイレまで。ここで言うのには、それぞれ調べて、

病院のトイレまでも歩きました。あのスロープを歩きながら、もしもの場合は河川だめならば、

あの上の段に置いてもいいんじゃないかなという思いもございます。 

 そんなことで歩きながらいろんなところを見ました。県にも行きました。レンタルトイレ屋

に行ってトイレの値段も聞きました。くみ取り料も聞きました。それから８ヵ月間であれば、

長期であるからレンタル屋さんも、それならば安くしますよと、見積もりで。緊急１ヵ月より

も。そういう話まで聞いてきましたが、非常に、河川だからだめだ、３分近くにあるからだめ

だ。それこそだめの理由だけ言ってるだけであって、できそうな理由は一つもないんですか。 

○渡部康吉議長 生涯学習課長。 

○酒井直伸生涯学習課長 お答えいたします。 

 ただいまの時点では、そういうふうな考えでございますが、なおさらに検討はさせていただ

きますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 課長にはできるとは言えないから、それはあれですか、じゃあひ

とつ困っている状況というものを考えれば、町長の言う、あそこでやることによって一人一人

が楽しく健康を維持していく、特に高齢者が多いということは、私はそういうことを検討する

のが、優しい心だと、こう思います。いろんなところに活性化の予算も町長は出されています

が、毎日のように何十人もやっている。あの場でトイレまで80歳の女の人が。昔は畑でも田ん

ぼでも、ぱっとうまくしてやっていましたが、今はあんなもんぺやあれはですので、これから

は本当に女性の方が安心してできる。特にやってる方は掃除は自分たちでやりますよと、こう

言っているんですよ。そこまで言われてね、やっぱり多少考えていただくのがいいんじゃない

か。最後に町長のお考えを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 先ほどから話を聞いておりましたが、どこに基準を置くかということが、もう一回やっぱり

根本に返るべきではないかなというふうに思うんですね。つまり私たちは、生理的な現象を起

こした場合にどのくらいの頻度あるいは我慢、それぞれ違う。特に年齢を重ねた人については

違うんですね。ですから、ここのところの配慮はやっぱりしなければならない。 

 ただ、しかし河川法云々とか距離の問題とか時間の問題ではなくて、あそこの全体の利用を

考えなければならないと思うんですね。というのは、ドクターヘリが運行されました。そのと

きに、よりヘリポートは病院の近くの方がいいんですね。そういうものとあわせてあそこの河

川敷と河川敷を上がった段差のところとつなげて、どう活用していくか。その中で、より活用

しやすい、あるいは利便性の高いものを、これから考えていくべきだ、こんなふうに思ってお

りますので、このことについても教育委員会の方と十分協議を進めていきたいと思っておりま

す。 

○渡部康吉議長 以上で、17番、芳賀沼順一君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩にいたします。 

 

休憩 午前１１時３７分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎発言の申し出 

○渡部康吉議長 ここで税務課長より発言したい旨の申し出がされておりますので、これを許

可します。 

 税務課長。 

○馬場増男税務課長 午前中の一般質問で、登壇２番、17番議員さんより再質問のありました

納税貯蓄組合の減少に伴う未納件数についてのおただしについてでありますが、17年度、ある

いは19年度の未納件数はとのご質問でございましたが、組合脱退者に関する納税状況につきま

しては、できる限り口座振替を勧めております。ただし、自主納税もあり、具体的な未納件数
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の把握はできておりません。町税全体の未納件数について、お答えをいたします。 

 17年度は、合併前なので、南会津町としての集計はされておりませんので、大変申しわけご

ざいませんが、ご理解をいただきたいと思います。18年度の未納件数は、1,596件でございま

す。それから19年度につきましては、５月末の出納閉鎖を受けて、現在、集計の作業中であり

ますので、今現在数字が出ておりませんので、この件につきましても、ご了承いただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ただいま説明のとおりでございますので、ご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 渡 部 俊 夫 議員 

○渡部康吉議長 次に、２番、渡部俊夫君の登壇を許します。 

 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 渡部俊夫であります。 

 第１のテーマであるごみ処理広域化についてお伺いいたします。 

 本年２月18日の南会津町議会全員協議会の場で、ごみ処理広域化について説明がありました。

その後、町当局からの公式見解は出されておりませんが、聞き及ぶところによれば、３月末に

ごみ処理広域化会津ブロック検討会において、南会津地区を代表して、検討会副会長でもある

小沼只見町長から、南会津地区としては、「今回は広域化にはくみしない。お先にどうぞ」の

旨の表明がなされた。それが検討会の中で了解されたというふうにお聞きしております。 

 このように今回、全会津を一本化して、新しい設備に更新するという今回のタイミングには、

くみしなかったわけですが、この次の次というのは、恐らく15年か20年先以降になると思わ

れます。その時点で、もしかしたら会津広域化に仲間入りという状況が来るかもしれませんけ

れども、当面、今回とった措置、留保させていただくという我が町のとったスタンスで、よか

ったのではないかと私は思っております。 

 喜多方市は、起債の関係やその他の理由で、平成30年までにすべての部門が順次合流をして

いくという予定でいましたが、これも当面どうなるかわかりません。ブロック検討委員会事務

局としては、喜多方市からの回答待ちという状態に、この前、私がお邪魔したときは、なって

おりました。 
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 この種の設備は、計画から稼働開始まで、少なくとも10年近くは要します。最低10年スパ

ンで検討しなければならないというものです。現在は大丈夫だから、この先も安泰というわけ

にはいきません。いつ故障するかもわかりません。故障してからの対応では、もう絶対に間に

合いませんし、これは許されないことですね。 

 それで、県の広域化計画がある限りにおいては、会津ブロック検討委員会は解散ではなくて、

休眠状態に入ると思われます。こうした状況を受けて、これまでの協議経過及び我が町として

の今後のごみ処理体制について、どうお考えなのかお伺いいたします。 

 さらには、どこの市町村を見ても、一部事務組合である広域行政組合の一事業部門として、

消防及び環境衛生事業を扱っています。南会津地方として、ごみ関係に関しても早急に南会津

地方広域市町村圏組合に統合し、事務局を一つにして、その上に立って当面の南会津地方全体

のごみ及びし尿処理対策について、長期計画を検討すべきだなというふうに思います。当然、

これは我が町のみで即断できる問題ではないんですけれども、今後の一部事務組合の組織のあ

り方として、やはり急ぐ課題ではないのかと。我が町としての考えをお聞きしておきます。 

 第２のテーマに移ります。 

 職員のメンタルヘルス対策について質問します。 

 労働安全衛生法等の一部を改正する法律が、平成18年４月１日から施行になりました。ご存

じのように今日的な情勢を反映して、メンタル面にも注目がされております。さらに昨年、平

成19年３月には、労働安全衛生法に基づき、労働者の精神的な健康の保持増進のために、事業

者が講ずるべき措置を、「労働者の心の健康の保持増進のための指針」という形でまとめてい

ます。 

 指針は、職場に存在するストレス要因は、労働者自身の力だけでは取り除くことができない

ものであるとして、本人の努力、いわゆるセルフケアに加えて、現場の管理監督者が職場環境

等の改善や労働者に対する相談・対応を行うラインによるケア、あるいは産業医等の専門家に

よるケアなどの必要性を指摘しております。いたずらに本人の責任や適性に帰するのではなく

て、職場環境の改善や専門的な支援などを組み合わせることによって、職場全体、ここで言え

ば役場全体で、予防や再発防止に取り組むべきというのが、メンタルヘルスに対する国の基本

的な考え方なわけです。 

 こうした国の指針を踏まえ、我が町においても、職員健康衛生管理規程を設けて、衛生委員

会を積極的に開催しているようですが、その取り組み状況と今後の課題は何か、お聞かせ願い

たいと思います。 



－５７－ 

 私たちが日々の生活の中で、心身ともに健康な状態を維持していくことは、本人や家族、同

僚が生き生きとし、充実した日常生活を営むという重要な意味があります。それだけでなく、

役所や企業にとっても、使用者の責任、配慮義務の観点だけでなく、メンタルヘルスの状態を

向上させることは、職場全体のモラルや生産性向上、よりよい企画立案にも、重要な役割を果

たすことが認識されつつあるのが昨今の状況です。 

 そうした観点から、労働安全衛生法には事業主の責任を明確にし、とりわけ労働者のメンタ

ルヘルスケアにおける責任及び役割が、一層明らかにされています。ストレス及びメンタルヘ

ルスに関する正しい知識を持つことが、予防対策としては第一番目であります。そのために、

職員に啓発・教育の機会を設けることや、メンタルヘルスの情報提供を行い、長時間残業、仕

事上の問題点の把握、コミュニケーションのスキルアップ等々が、先ほど申しましたように、

まず第一次予防として考えられますが、そこでお尋ねいたします。 

 南会津町としては、職員の過重動労やメンタル面での現状を、どのように把握されているの

か。時間外勤務、すなわち職場での居残り状況や職員の仕事上でのプレッシャーや、なれない

地域での対地域住民とのあつれき等々を、いかほどに把握しているおつもりなのか。また、そ

れらによって心身に不調を来している者がいるのか、その把握状況と我が町の対策についてお

伺いいたします。 

 以上で、演壇からの質問を終わります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ２番、渡部俊夫議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、ごみ処理広域化に関する１点目、これまでの協議経過と今後のごみ処理体制につい

ておただしがございました。 

 会津方部を一つとしたごみ処理計画につきましては、平成12年度より当時の全会津28市町

村が参画をし、広域化に向けた検討を進めておりました。この間、会津若松市が事務局となり、

基礎データの収集や広域処理システムの検討を進め、昨年度からは会津３方部よりそれぞれ職

員を派遣し、循環型社会形成推進地域計画の策定に着手をしたところであります。 

 しかしながら、地域計画がより具体化するにつれまして、構成市町村間での経費負担割合に

ついて調整がつかず、南会津方部としては、事務局案に合意点を見出すことができず、本計画

に対し、現状においては参画していく体制が整っていない旨を、検討会の会長であります会津

若松市長に正式にお伝えをしたところでございます。 

 今後は、こうした経過を踏まえながら、将来的なつながりも視野に入れつつ、喜多方・会津
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方部の地域計画を見守り、南会津４町村を対象といたしました地域計画を策定する必要がある、

このように考えております。 

 次に、２点目、環境衛生事業を南会津地方広域市町村圏組合に統合し、長期的なごみ処理対

策を検討すべきではないかというおただしでございますが、南会津郡内の廃棄物処理の現状は、

３町で２つの衛生組合を運営し、１村は単独で処理を行っております。特に今回のように南会

津郡内の広域的な検討を必要とする際には、４町村の意向を十分に反映する必要があることか

ら、検討組織としては、広域市町村圏組合を核とした推進体制をとって進める必要がある、こ

のように考えております。 

 なお、一部事務組合の統合に関しましては、各組合にはそれぞれの組合議会や正副管理者会

等の決定組織がございます。さらには住民の意向もございますので、関係者の意見を最大限に

尊重しつつ、南会津郡にふさわしい組織のあり方を、今後検討していくことになりますので、

ご理解いただきたいと思います。 

 次に、職員のメンタルヘルス対策に関して１点目、その取り組み状況と今後の課題について

おただしがございました。 

 今日において、メンタルヘルス対策は、職場が抱える大きな課題の一つであり、心の病は決

して特殊な病気ではなく、だれでもかかり得る病気であるというふうに認識しているところで

あります。 

 昨年度開催いたしました衛生委員会では、南会津保健福祉事務所より保健技師をお招きし、

専門的な立場からのご意見を参考にしながら、メンタルヘルス対策について協議を進めてまい

りました。 

 また、衛生委員会においては、市町村職員共済組合にて開催しております電話による悩み事

相談の紹介や、職場における衛生管理者などへの相談の呼びかけを行っているほか、メンタル

ヘルス講習会等への職員の積極的な参加を呼びかけております。 

 悩みを抱える職員が相談できずにいるという状況が生じないように、職員へのメンタルヘル

スに関する教育を実施し、心の病に対する職員の正しい知識と理解を深め、悩みを抱える職員

が相談しやすい環境をつくり出していきたいと考えております。 

 次に、２点目、南会津町となって以降、職員のメンタル面での現状をどのように把握し、我

が町としての対応策は何かというおただしがございましたが、職員のメンタル面での現状につ

いて、当町においても心の病による休暇取得者がいることから、管理職である幹部等職員に対

しては、日ごろより部下職員の心のサインを見逃すことのないよう、注意を喚起しているとこ
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ろでございます。 

 また、町のメンタルヘルス対策といたしましては、厚生労働省が策定いたしました労働者の

心の健康の保持増進のための指針にある４つのケアを、継続的かつ計画的に行うことができる

よう、衛生委員会、各所属部署、衛生管理者及び衛生推進者、さらには外部専門機関について、

それぞれの位置づけを明確にした組織体制を確立し、メンタルヘルス対策を推進するための教

育研修や情報提供、職場環境の把握と改善、職員のメンタル面の不調への気づきと対応、職場

復帰における支援等について、現在、鋭意取り組んでいるところでございますので、ご理解い

ただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長に答弁させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 会津広域化から今回については、今回という言葉を使うのが妥当かど

うかわかりませんけれども、現状においては参画できないと。なおかつ、今、町長の答弁にも

ありましたように、将来のつながりを視野に入れながらという文言もありましたけれども、一

言で言うとどういう文言を使うのが適当なのかなというふうに私は思うんですが、「離脱」と

いう言葉を使っていいのか、あるいは一応離脱ではない、「留保」だということもあるかと思

うんですが、その辺の文言は、一言で言うとどういうスタンスにしたらよろしいかと思います

ので、もう一度お聞きします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 あえて一言では言えないので、先ほどの答弁になっているということでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 なかなか苦しい立場もあるのかなというふうに理解はしているわけで

すが、１つは福島県内、７つの生活圏がございます。つまり南会津郡が独立した生活圏を維持

することの重要性は、ますます拡大していると思うんですね。地域の再生にとって、この生活

圏こそが我が南会津町に、あるいは南会津郡にとっても、県の出先機関、その他もろもろのこ

とを考え合わせても、最後の命綱であるというふうに私は考えています。南会津郡がごみ処理

やし尿処理を郡として一本化するということも、ある意味では広域化ではないのかと。そうい

う意味では、オール会津だけが、一本化することだけが広域化ではないというふうに私は思う
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んですが、この７つの生活圏についての町長の認識を、ひとつお聞きしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま７つの生活圏のお考えをお示しいただきました。私個人的には、全く議員と同じス

タンスでおります。そしてこのことについては、南会津郡内の各首長の首長会議といいますか、

広域で言えば管理者会と、こういうことになりますが、そこでも共通の認識としてとらえてお

ります。 

 そんなわけですので、私はこの７つの生活圏が今後も福島県の政策を展開・運営していく中

では、必ず守り、持続していくものだと、こういうふうに認識しております。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 その認識については、理解をいたしました。 

 実は喜多方市も、人口減少、これが歯どめがかからず、合併時と比較しても約2,000人減少

しているわけです。大分古い話になりますけれども、県が７つの医療圏構想を出したときに、

現在の県立南会津病院が誕生する直前だったと記憶していますが、私も署名行動をしたりして、

医療圏を確保するために奮闘しました。あのとき喜多方市は、独立した医療圏とは多分ならな

かったのではないかと思うんですが、その結果どうなったかといいますと、喜多方はその後、

保健所はなくなる、病院はなくなる、法務局はなくなると。要するに公的機関が、一つ一つは

がされていっているわけですね。あのときの分岐点が、やはりその後の県の政策に大きく影響

しているんだなというふうに思います。だから、核となるものは、やはり絶対に置かなくては

ならないと。何か喜多方市のその後の広域化に対しての意向について、何か情報は入っていま

すでしょうかね。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ごみの広域化に関して、南会津方部のほうから一定の方向づけを、会長である会津若松市長

に報告した後に、私のところに、これは事務局ではないんですが、事務局と関係する方々から、

どうも喜多方と会津若松の折り合いが、なかなか今、一時ちょっと難しいようだと、こういう

話は届いています。ただ、具体的にどこの点を言っているのか、このことについては何も触れ

ていなかったので、私は特にそのことについて意見を申し上げることもなく、この後、事務局

の推移を見守りたいと、そういうふうに実は思っていたところです。 

 以上です。 
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○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 喜多方市が、これごみじゃないですけれども、消防本部の広域化につ

いて、どういう答弁をなされるのかというふうに、私、注目したものですから、過日６月10日、

喜多方市議会を傍聴してきました。喜多方市長が、消防本部の広域統廃合に対して、南会津を

除いた広域化はないと。あくまでも会津は一つという答弁をしておったようです。ごみ処理の

広域化についても、喜多方市はこの間、本当に私も山都に行って見ましたけれども、ごみの減

量化に取り組んで、当初予定した以上に減量化が進んでいる状況なんですね。だから施設の延

命化を図って、もう一度仕切り直しをしたいという旨の答弁を、市長がされておるわけです。 

 今回の南会津郡の決定が、喜多方市の方針に大きなインパクトを与えたということについて

は、喜多方市の方も言っておりましたが、間違いありません。まさしくごみに関しても消防に

関しても、基本的なスタンスは同じと。南会津が抜けるような広域化は考えられませんという

のが、喜多方市のスタンスなんですね。 

 そういう中で、我が町を含む南会津郡としても、大変厳しい状況が予想されますが、振興局

が置かれている意味合い、あるいは先ほど町長も述べられたような７つの生活圏の意味合い、

これらも考えて、ひとつごみの広域化についても、振興局単位で一つの広域エリアなんだとい

うふうに、現在の線引きを見直すよう、県や関係機関に働きかけるということについては、町

長、いかがですかね。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほどの答弁でも申し上げましたが、今回の会津全域のごみの広域化というものが、図らず

もなかなかまとめ上げることができなかったという実態がありますから、それでは先ほど議員

がおただしのように、南会津郡内を一つのエリアとしての広域化を図っていこうということで、

振興局の指導も仰ぎながら、各町村の担当課長、あるいは担当係長との会合を進めて、今、地

域計画をつくっていこうという動きになっております。 

 当面、その事務を進めていく中では、体制づくり、それから負担金の問題、これらが残って

いますが、そこまでにいく間、当面の間は南会津町が、ある意味では事務局の役割を果たして

いこうと、あるいは果たしていってほしいと、こういう要望がある、そんな状況が現段階でご

ざいますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 そうしますと、私が求めているような方向で、いわば南会津郡を一つ
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の単位としたごみ処理体制について、関係機関と今現在検討しているというふうに理解してよ

ろしいですか。 

 実際やっぱりそうあるべきだというふうに思いますね。それで過日も桧枝岐の環境センター

に行ってきたわけですが、収集日は月・水・金、週３日間だけね。それで火曜日はメンテナン

スと。それで炉の運転は、毎週木曜日だけというような状況で、これ建設してから15年たって

いますから、もう施設もぼろぼろ、本当にメンテナンスにかける費用、大変なものだというふ

うに聞いてきました。 

 それで、南会津地方が組織再編するとなると、やっぱり問題になるのが、一つは桧枝岐の問

題ですよね。それから東部と西部に働く職員の労働条件の問題があるわけですが、早急に市町

村圏組合に統合する方向で検討を願いたいなというふうに、改めて申し上げておきたいと思い

ます。 

 それから、最終処分場の問題があるわけですけれども、実は会津若松市の最終処分場、これ

磐梯町にある沼平第２処分場で埋め立て処分を行っています。それでこれも平成27年か28年

には、もういっぱいになるという状況なんですが、これらについても、この間、17市町村でも

って検討をしてきたわけですが、今になれば、白紙の状態から検討という状況ですね、若松を

中心にしてね。しからば当面、南会津町はどうなるのかというふうになれば、平成18年４月に

策定された福島県廃棄物処理計画というものがあるわけですが、この中で明確に、自分の区域

内でのごみは、自分のところで処理しなさいよという、いわば自区域内処理、通常は自区内処

理、自区内処理というふうに言っているんですけれども、述べています。 

 それで、今後これから、先ほど言ったような状態を受けて、今度、福島県側から見れば、こ

れからは、実態的にはそうはいかなくなるのかなというふうに思うんですが、その辺はいかが

でしょうかね。担当課長のほうがいいのかな。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま議員がおただしのように、これは言ってみれば国の計画を受けて、県がそういう計

画を策定したんですが、とにかく今、田島下郷町衛生組合ですと、山形のほうに最終処分をお

願いしている。いわゆる民間にお願いをしているという実態がございますが、これらについて

は順次そういうものをなくしていこうと。自地域内で完結しろと、こういうふうに法的な指導

も受けておりますので、それが今後、私たちにとっての大きな課題に多分なってくる。そんな

わけで、最終処分をどうするかということの問題が１つあります。 
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 私たちは、ご存じのように源流地域、それぞれ桧枝岐にしても只見にしても南会津町にして

も、源流地域でありますので、やはり今の安定型の最終処分場の建設については、いかがなも

のかと、こういうことでずっと来ておりますので、将来へつながりを持っていうふうに申し上

げたのは、若松方部のほうで、最終処分については協定等を結べないのかと、こういう提案を

実は私のほうから只見の町長さんにお願いをして、副会長である只見の町長さんに、その旨を

会長のほうに伝えていただいた。現段階では会長からの返事は、大変難しいと、こういうお話

でしたので、最終処分についての議論も今後していかなければならない。しかしながら、はっ

きりだめだという答えではないので、今後さらに会津地域のほうと今後の地域計画の策定の中

で、連絡を図っていきたい、こういう状況でございますので、ご理解をいただきたいと思いま

す。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 ただいま町長から、はっきりだめだとは言っていないということなん

ですが、若松はこれから溶融炉をつくると思うんですね。溶融炉をくぐった灰では、湿度が

25％、そして生で出した焼却灰については、湿度が40％と。そういう関係で、南会津町から

出る灰と溶融炉をくぐった後の灰では、これは一緒くたにできないという問題があるんですね。

そういう意味では、ちょっとそれも難しいかなというふうに考えています。 

 ですから、この広域化の計画がなくなれば、山形県や米沢市としても許可を与えるというふ

うにはならないと思うんですね。年度更新で、さらに引き続きお願いしますよなんて言ってみ

ても、では新しい情勢下になって、南会津の計画はどうなっているんですかと聞かれれば、も

う許可を与えるわけにはいきませんから。そういう意味では、若松にお願いするというもので

はなくて、やはり南会津郡は南会津郡のスタンスで、最終処分場をどうしていかなければなら

ないのかということについては、考えざるを得ないのかなというのが、正直、私の今のスタン

スであります。 

 しかしながら、私もこの間、あちらこちらの環境センターを視察してきまして、一番新しい

情報だと思うんですけれども、もう国の方針がころころ変わっているんですね、ごみ行政に関

しても。当初１日300トンの焼却設備なんて言っていたんですが、最近になって離島や山間地

においては100トン未満でもいいよとか、あるいは特殊な立地条件のところは、最終処分場を

つくらなくてもいいよと。国は15年以上もたせるものをつくるのであれば、最終処分場をつく

らなくてもいいよというようなところまで、規制緩和と言ったらいいかどうか、緩んできてい

るんですね。そういう意味では、これからの情報収集が大切だなと思うんですが、安達広域圏
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は溶融炉をつくりました。つくったばっかり。稼働時間が少ないということで、先月４月に会

計検査院から指摘されたんですね。偶数月の、それこそ１週間ないし２週間しか使っていない

んだよね。それだけごみが集まらないということなんですよ。だから、ごみの分量が少ないこ

とが初めからわかっていても、溶融炉をつくらないと、国としては補助金を出さないとか交付

金を出さないとかという国のおかしなメニューなんですね。 

 だから、そういう意味では、この前、田村広域にも行った際に、会計検査院、やっぱり現在

の一律的なごみ行政の進め方については矛盾があるので、会計検査院としても環境庁に物申さ

なければいけないなというふうなことを田村で言っていました。 

 こういうふうに国の方針が常に動揺して変わっていますから、そういう意味では、場合によ

っては最終処分場を他県に委託オーケーということも可能になるかもしれませんし、必ずしも

町長が言ったように、川の源流だから何とかというのではなくて、環境水道課長も行って、わ

かっていると思うんですが、循環型の最終処分場なんですね。だから河川に水は流さないとい

う方式も今できているわけですね。だから、そういう意味では情報収集が非常に大切だと思う

ので、その辺はあえてお願いをしておきますが、長期計画なるもの、先ほど言いましたけれど

も、住民の代表もひとつ検討会に入れて作成する必要があると思いますが、その辺はどうでし

ょうかね。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 住民の方々に入ってもらうというのは、ある一定の方向性を出した段階で当然入っていただ

くといいますか、意見をいただくということになると思います。それまでの間は、やはり役場

の職員を含めて、さまざまな分野の専門的な方々から情報をいただきながら構築すると、こう

いうことになるんだろうと思うんです。 

 それで、田村地方のお話がありましたが、田村地方でも西部と東部では、ごみ処理の内容も

違うんですね。つまり溶融炉を建設するから、溶融炉一本でいくということではなくて、溶融

炉のごみ処理もあるし、従来型のこれまでのごみ処理も併用してやっていくということなんで

すね。 

 ですから、国の補助金の制度のおただしもございましたが、私は情報収集はもちろんしなけ

ればなりませんが、これまでも言ってきたように、私たちが暮らしを続けていく中で、私たち

の地方でなければわかり得ない現場の声というのを、やはり県を通し、国にしっかりと提案を

するということだと思うんですね。 
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 ですから、先ほど言ったように溶融炉が若松にできれば、いわゆる生ごみと溶融炉を通した

ものの最終処分は違うんだよと。違いますね、それは。だけれども、だから選択肢がないです

よということではなくて、あくまでも私たちが、この地域に同じ時代に生きる仲間として思案

をめぐらせば、さまざまな方法が私は選択肢として出てくるんだろうと、こういうふうに思っ

ております。 

 したがいまして、住民や議会の皆さんや大勢の方々の心配をできるだけ吸収し、ある一定の

方向性を導き出して、今後のごみ処理問題については取り組んでいくと、こういう姿勢でおり

ますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 了解しました。 

 それで、次のテーマに移りますが、衛生委員会ですね、これは何回行うとかという目標なり、

あるいは回数なんかは決めているんでしょうかね。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 南会津職員安全管理規則ということで規則を定めておりまして、その中で基本的には衛生委

員会につきましては、年３回を目標として開催するということになっております。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 先ほどちらっと町長答弁で触れられたんですが、衛生委員会では、こ

の年平均３回の中で、どのようなことが主に話し合われているんですか。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 内容につきましては、毎年それぞれ職場で抱えている健康障害の防止措置、それからその年

のそれぞれ生活習慣病の予防のための健康診断の計画ですとか、それから定期健康診断の計画

等について、この委員会のほうで話し合いを持ちながら、さらに検証しながら、年３回の委員

会ということにしているところでございます。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 先ほどの私の質問の中でも、特に管理者、監督者の役割といいますか、

重要性を述べたわけですが、先ほど町長答弁で職員の研修を積極的に参加させているという答

弁があったわけですが、管理監督者への教育については、どうなっているのか、またこれから

どのようになされるおつもりなのかお伺いしたいと思います。 
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○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 組織というのは、議員もおわかりだと思いますが、それぞれの立場立場の役割といいますか、

使命といいますか、ございます。それぞれの束ね役として、管理者が配属されておりますけれ

ども、その方々がどのようにそこに従事する仲間の職員を見るか、見てあげるかということだ

と思うんですね。ここのところは、保健師さんが健康的な領域の中でチェックをし、指導する

というほかに、やはり一緒に仕事をする職員の課題といいますか、価値観といいますか、これ

らをきちっと把握することがまず大事だろうと。そこで、管理者としてどうあるべきかという

自己啓発を、ずっとここ進めてまいりました。つまり簡単に申し上げますと、事象・現象だけ

に目を向けるのではなくて、なぜそういう事象・現象が発生したかというところ、つまり本質

をしっかりと見きわめるようにしましょうと。こういうことを繰り返し繰り返し幹部会議、あ

るいは直接町長室に来ていただいて、繰り返し話をしています。 

 したがって、少しずつではありますが、管理者として、職員の業務内容の状況を丁寧に見分

けてあげることができるようになっていると、こういうふうに理解しております。 

 今後についても、さらに保健師さんと管理職の会合といいますか、接触の機会も設けて、さ

らにそういう器量を高めていきたい、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 それなりに努力はされているということで、了としたいと思いますが、

実は財団法人社会経済生産性本部メンタルヘルス研究所というところがありまして、初めて昨

年７月に、全国1,874の自治体のみを対象にしたアンケート結果が出されているわけです。こ

れによりますと、約半数近くの自治体で、この３年間に47.7％の自治体で心の病が増加して

いると。年齢別に見ると30代が最も多いと。その次に40代が多いと。それで今後も心の病が

増加すると考えられている自治体は42％、その中で最近３年間も増加傾向にあったという自治

体は、実に62.5％。９割以上の自治体で、1人当たりの仕事量がかなりふえているというふう

な結果が出ています。 

 それで、とりわけ合併した市町村の数値が高いようであります。平成18年、我が南会津町も

合併して、はや２年２カ月経過したわけですが、当然にして峠を越えた配転や、なれない地域

や職場への配転がありました。４つの地域をまたぐ人事異動だけに、その後の職場環境の変化、

相互の人間関係の希薄化傾向も指摘されているわけですが、この間、ちょっと職員の思いを拾
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い集めてきましたので、ぜひ耳を傾けていただきたいと思います。 

 ９つほどなんですが、メール１本で県や関連上部団体から３日後の締め切りの報告物を求め

られると。本庁の担当者は当然にして各支所へオーダーを出すわけですが、３つの支所から集

約を待って県に報告するというような形になるのかなと思いますが、支所は支所なりに精いっ

ぱいやっているんだけれども、なかなか忙しくて予定どおりに上がってこないと。締め切りは

迫ってくる。もう気持がいらいらするという状況です。 

 あるいは２つ目に、パソコンに弱いと。１回や２回までは若い人に聞くことができても、３

回目になると、やっぱりちゅうちょしてしまうと。これ意識せずともストレスがたまってくる

と。 

 あるいは３点目、年次休暇はぎりぎり、仕事に合わせて休むしかないと。結果として、取得

可能な休暇のうち３割も休めばいいほうだと。 

 ４点目、国の方針が、さっきもこれと同じですね、ころころ変わる。新しい施策も十分な準

備もないままにおろされてくると。それに対する対応が容易でないと。どこの町村も、何をど

う準備してよいか戸惑いがある中で、上部に聞いても明確な回答がないことも多いと。そうし

た対応に追われていらいらすると。 

 多忙化の中で、課内はもとより職場全体として、コミュニケーションがなくなっているよう

に思うと。時折お互いに大丈夫かと声をかけるんだけれども、周りを気をつけて見ようと思う

んだが、自分自身のほうが忙しくて、なかなか目が行き届かないと。 

 あるいは、精神的に疲れたときに、確かに一日二日休養をとればいいんだなということはわ

かるんだけれども、休んだら地域住民との約束、あるいは隣にいる仲間に、その分負担がかか

るんじゃないかということも思うと、なかなか休めないのが実態だと。 

 仕事のやり方を見直す必要があるということは、指摘されるまでもなくわかるんだけれども、

これもやはり多少のゆとりがないと、なかなか考えられないと。 

 それで、メンタルヘルスについては、いつだれがなってもおかしくないと。特殊なものでは

ないんだよと。それで不安になったらば、即相談できる人がいる、そこが大事だと思う。そう

いう意味では、職場の人間関係、お互いの助け合い、サポートし合う、気配りと信頼関係が大

事だと。 

 最後になりますが、近くに精神科医がいるといいと思うと。それとて即利用するかとなれば、

やはり人目をはばかって、なかなか行けないと。普通の風邪を引いてしまった、頭痛い、熱が

出たなんていうのと同じように行けるような雰囲気の職場環境づくりが大事なのではないかと
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いうような声もいただきました。こうした声は、ふだんから職場内で交わされていると思いま

すが、改めてこうした声というか、思いをお聞きして、町長、これどう思いますか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 結論から言いますと、合併をいたしまして、補充率が35％という一つの枠がございます。こ

んな中で、合併をしますと調整事業というのが結構ありまして、３年間以内に調整をしましょ

うとか、そういう約束事がありますので、実は合併したからといって、職員を毎年同じように

補充率を35％にできるかというと、できない部分があるんですね。でも、ここのところは一応

合併協議での約束ですから、その約束のたがを簡単には外せない。それでは実態を見きわめな

がら、じゃあ今回は38％になるかもしれない、あるいは40％を超えるかもしれないというこ

とで、職員の採用を進めていきました。しかし一方で、国や県からの定数管理については、こ

れもまた足かせとしてあります。そんな中でどう調整をしていくかということで、さまざまな

議論、あるいは検討した結果、総合支援センターをつくりましょうということで、総合支援セ

ンターをつくらせていただいて、今後、この総合支援センターの中で、どれだけ業務のアウト

ソーシングができるか、そういうことを検証していく中で、これらの仕事の過重な分は、少し

ずつ緩和をしていきたい、こういうふうに思っています。 

 それから、いろいろパソコンとかがなかなかできないとか、あるいはメール等で報告がすぐ

に求められると。これらについては、ファクスが入った時点で、特に上位機関が下部組織につ

いて報告を求めてくるというのが多くなったんですね。そんな中で、やはり県は国から恐らく

求められるんだろうと思うんですね。それで行きつくところ、国のほうで制度が変わったり、

あるいは新しいデータを拾いながら制度をつくるということには、どうしてもやはり現場の情

報、あるいはデータが必要だと。こうなってくると、それの繰り返しなんですね。 

 ですから、今のあり方が私は必ずしもいいとは思っておりませんが、そういうときに300人

いる職員で、お互いに仲間としてかばい合っていこうという話をしているんですが、これは得

意、不得意もありますし、あるいは性格、こつこつとやるタイプと、あるいはみんなとつなが

って交流を深めながらやるというタイプといろいろありますから、これは言葉どおりになかな

かいかない。 

 したがいまして、そういうのを、先ほど言ったように、特に管理職がきちっと丁寧に見てあ

げていきましょうということをしております。そして私も、最高責任者、最終責任者として、

そういうお休みをとった職員の方々は、できるだけ病院、あるいは自宅のほうに出向いて、本
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人と、あるいは家族と話をしながら、ゆっくり休んでほしいと。あるいはそういう状況はいろ

いろな原因があるのかもしれませんが、今休めというシグナルだから、それはいろいろなこと

を考えないで、そうしましょうと。あるいは年休についても、実は１人の人が休んでいると、

みんな何とかしてカバーするんですね。確かに負担はかかりますよ。だからそう思わないで、

休みたいと思ったら休みましょうということで、総務課を通して年休の取得率を上げるように、

こういうようなことも申し上げております。 

 ですから、この問題については、各課を越えて、全庁挙げてしっかりと、この町の職員であ

ってよかった、あるいはあの人がこの町の職員で、頑張って仕事をしてくれてよかったと住民

から言われるような、そんな仕事ぶりを今後大いにつくり上げたい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 副町長にひとつお聞きしたいと思いますが、県のほうでもメンタルヘ

ルス対策をされていると思いますが、どのような施策をとっているか、参考までにお聞かせ願

いたいと思います。 

○渡部康吉議長 副町長。 

○渡辺 仁副町長 お答えいたします。 

 県におきましても、先ほどからの答弁の中にもありますように、やはり職場、あるいは家庭

の悩みなど、その原因はさまざまでありますが、精神疾患による長期の病気休暇取得者数、こ

れは年々増加傾向にあるというふうに聞いております。さらに、なかなかこの病気につきまし

ては、表面に出てきづらいというところがあるものですから、潜在的に通院治療を受けている

方の数も相当いるというふうに聞いております。 

 こうした状況から、昨年10月の県の人事院勧告の中で、このメンタルヘルス対策につきまし

ては、なお一層の推進に取り組む必要があるというような勧告がなされたところであります。

これを受けまして、県のほうにおきましては、これは町と同様ですが、その対策としましては、

まず職員、特に管理職に対しまして、病気に関する正しい知識を持っていただくために、メン

タルヘルス講座を実施しております。これは先ほどからのお話にありますように、精神疾患は

心の風邪ということで、決して特別な病気ではないと。だれもがかかり得る病気であるという

ようなこと、それから事例検討を通じまして、日ごろ職員への目配り、気配りが必要であると

いうような意識啓発を行っているところであります。 

 それから、職員自身でございますが、庁内のイントラネット、つまりパソコン上で、自分で

セルフチェックができるようなシートがございまして、そういったものを利用したりしまして、
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自分のストレス度のチェックをしております。 

 こういったことで、自分の今の状況を客観的に把握することによりまして、早期に相談、あ

るいは医療機関への受診行動、そういったものにつながるような取り組みを行っております。 

 その相談体制としましては、健康管理、それから保健師による定期の健康相談はもちろんで

すが、専門の精神科医師、それから臨床心理士といった方に委託をしまして、相談の実施を行

っており、さらには庁内では他の職員の目がありまして、なかなかその相談に行きにくいとい

う声もありますので、県内の各方部の外部の医療機関に契約をいたしまして、そこでの相談も

できるような体制をとっております。 

 こうした予防と早期発見、早期対応というものに努めておりまして、なお休んでいる職員に

対しましても、試行勤務制度といいまして、短時間勤務で徐々に体をならしていって、早期の

復職を図るというようなことも行っております。 

 いずれにしましても、精神疾患は長期の疾患になりやすい、あるいは再発しやすいというよ

うなところがございますので、職場にとっても貴重な人材の損失であると同時に、家族にとり

ましても、大きな影響を与えるということになりますので、町といたしましても、こうした県

の取り組みを参考にしながら取り組んでいきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 では、引き続き副町長にお尋ねしますが、時間がありませんので、簡

潔にお願いしたいんですが、一般的に言って、家庭に置きかえた場合、父親に息子が仮にこっ

ぴどくしかられたとしますね。そうしますと、母親はそっと陰に回ってフォローすると。これ

はよくあることです。母親までが父親と一緒になってしかることよりは、温かいまなざしで息

子を見守る、あるいは息子の味方になって、父親に物申すことだってあるわけですね。これを

役場に置きかえれば、副町長はまさに職員にとって母親のような存在でありたいなと思うんで

す。仮に職員と一たん合意ができたとか、あるいは職員の立場がわかった、理解したと、その

ようなときに、たとえ町長とは意がそぐわなくても、職員の立場に立って町長に物申す、そん

なケース・バイ・ケースがあってもよろしいのではないかと思うんですが、どうですか、副町

長。 

○渡部康吉議長 副町長。 

○渡辺 仁副町長 お答えします。 

 私、町長を補佐する立場ではありますが、なお町長と、それから職員の皆さんをつなぐパイ

プ役としての役割も当然ございますので、そういった事案につきましては、適時、町長と相談
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をしながら、職員の皆さんの意見も反映されるような形で取り組んでまいりたいと思いますの

で、ご理解を願いたいと思います。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 それを聞いて、私も少しは安心しました。しっかりとひとつお役目を

お願いしたいと思います。 

 最後になります。質問というよりも締めくくりたいんですけれども、先ほどの全国自治体の

アンケート結果を述べましたが、こう絞めくくっています。 

 心の病の増加傾向を抑えていくためには、今後の自治体行政のあり方をどういう方向で地域

住民とともにつくり上げていくかということが、そのビジョンを全員でしっかり共有していく

ということが非常に大事であると。一人一人の働きがいに焦点を当てた活力ある風土づくりを、

いかに進めていくかということが、喫緊の課題であるというふうにアンケートの結果は締めく

くっています。 

 最後に、副町長、南会津に来たばかりで、よくわからない点もあるかもしれませんが、とり

わけ我が町は副町長がキーパーソンなんですよ。先ほど言いましたように、副町長がどれだけ

職員との信頼関係を築くか、一人一人の働きがいに焦点を当てた風土づくりを意識するか、こ

こにメンタルヘルス対策の重要なポイントがあるというふうに私は思います。そこのところを

しっかりやっていただくことを求めて、私の質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、２番、渡部俊夫君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 菅 家 幸 弘 議員 

○渡部康吉議長 次に、18番、菅家幸弘君の登壇を許します。 

 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 午後の時間になりまして、ちょっと眠くなる時間になったかなと思

いますけれども、一生懸命頑張りたいと思います。傍聴の方も大変多いものですから、私、大

変上がっております。一生懸命頑張っていきたいと思います。 

 前段で、このたび岩手・宮城内陸地震によりまして、大きな被害がありまして、お亡くなり

になりました人たちに、心からご冥福をお祈りいたします。また、一日も早く復興されますよ

うお祈りいたしたいと思います。私たちも南会津町に住んでおりますが、このような状況がい
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つ起こるかということもわかりません。私の地域も旧舘岩の湯ノ花温泉でございます。湯ノ花

温泉も火山地帯に住んでおりますから、いつ何どきそういう状況になるかわかりませんが、こ

れから防災、震災に対しても、一生懸命頑張っていきたいなと思っております。 

 それでは、議席番号18番、菅家幸弘、２点ほど通告しておりました質問に対して、お願いし

たいと思います。 

 まず、国道352号線の改良についてであります。 

 国道352号線の中山地内のトンネルを含む改良工事については、国の市町村合併支援道路整

備事業により、公共施設の拠点連絡、救急医療、広域交流の重点路線として、町の建設計画に

も掲載されており、田島・舘岩間は40分もかかり、冬期は１時間近くの時間を要しております。

特に救急など、安心な生活確保のために、早急な整備促進が望まれるところであります。10年

計画の事業が予定されており、基礎調査が既に始まっていると思いますが、その他の区間改良

工事も含め、次の点について質問いたします。 

 ①中山区間の現在の調査の状況と今後の整備計画、事業費はどのようになっているのかお伺

いいたします。 

 ②トンネルの基本ルート等が決定しているのか。 

 ③国・県に対する要望は、どのようになっているのかお伺いいたします。 

 ④松戸原・福渡間の改良計画は住民説明等があったが、その後の改良計画はどうなっている

のかお伺いいたします。 

 ⑤たのせ地区・耻風区間はカーブが多く、交通事故や雪崩もあり、早急な改良が必要であり

ますが、改良計画はおありになるかどうかお伺いいたします。 

 ⑥町としては、どのように取り組んでいくのかお伺いいたします。 

 次に、町並みの整備についてであります。 

 本年度中に国道289号線甲子道路の開通も予定されており、尾瀬が単独の国立公園となった

ことなどで、交通量の増大が予想されますが、単に通過点にならないよう、日本三大祇園の地

や尾瀬への街道として、歴史と伝統と自然景観を生かした町並み整備を望みますが、町の景観、

環境政策について、次の点について伺います。 

 ①田島地区のバイパス通りについて、町並み整備として事業計画されていますが、本年度の

具体的な整備計画について、どのように整備されるのかお伺いいたします。 

 ②南会津警察署がバイパスの一角に建設される予定はどこまで進んでいるのか。祇園の町並

みづくりの観点から、町は建設についてどのように考えておられるか、改めてお聞きしたいと
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思います。 

 ③バイパス通りは、公共施設、住宅、その他の建物が建ち並んできましたが、祇園の神社通

りがある中、祇園の町並みづくりをしていく考えはないのか。景観条例、景観協定などによる

町並みの規制は考えておられるのかお伺いいたします。 

 ④その他の区域でも、連続する町並み景観の重要性から、合併してからの統一的な景観の整

備が必要と思いますが、積極的に景観政策を進めるべきではないか、お伺いいたします。 

 ⑤新築住宅の外壁は、現在サイディングが主流となっておりますが、地球環境の保全を考え、

循環できる自然資源の木を使用することが望まれると思います。町の地域経済活性化対策奨励

金による木材の補助により板壁の家が増加していますが、まだまだハウスメーカーのプレハブ

住宅等が多いように感じられます。景観、環境の両面から、地域経済活性化対策奨励金の対象

条件を緩和し、多くの町民が利用できるよう、改正していく考えはないかどうかお伺いいたし

ます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 18番、菅家幸弘議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、国道352号線の改良に関する１点目、中山区間の調査の状況と今後の整備計画、ま

た事業費のおただしがございました。 

 平成19年度に航空測量、トンネルを含めました道路概略設計、地質調査等が実施されており

ます。今年度においては、住民説明会を行い、それ以降、平成28年度の事業完了を目指し、設

計、用地の補償、工事の着工への準備が進められている、このように聞いております。 

 また、全体事業費につきましては、ご存じかと思いますが、平成19年度から平成28年度ま

での10年間で約46億円でございます。 

 次に、２点目、トンネルの基本ルート等が決定しているかとのおただしでありますが、平成

19年度に実施されました測量、調査、設計を踏まえ、現在、県において検討中と聞いておりま

す。 

 次に、３点目、国・県に対する要望についておただしがございました。国道352号線改良工

事促進期成同盟会というものがございますので、これらを通しまして、昨年10月22日に国・

県及び地元選出の国会議員へ早期の着工について要望活動を実施したところでありまして、今

年度についても引き続き要望を展開してまいりたい、このように考えております。 

 次に、４点目、松戸原・福渡間の改良計画についておただしがございましたが、県において
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合併前に地区説明会を３回実施しております。本年度におきましては、５月にこの区間におけ

る狭隘部等の危険箇所について、現地調査が実施されたところでありますが、県の厳しい財政

状況から、道路改良に関しましては、早急な整備は現在のところ困難であると、このように聞

いておるところであります。 

 次に、５点目、たのせ地区から耻風区間の改良計画に関して、おただしがございました。南

会津建設事務所においては、平成19年度にたのせ地区・耻風区間について、航空写真撮影や現

地調査により危険箇所の状況を把握しておりますが、早急な事業化については、現在のところ

困難であると、このように聞いております。 

 また、平成18年１月に発生いたしました穴原地内の雪崩対応についてでありますが、南会津

農林事務所で雪崩予防林造成事業により、平成21年度、事業完了を目指して現在実施している

ところでございます。 

 次に、６点目、町としての取り組みに関してのおただしがございましたが、国道352号線に

つきましては、首都圏との広域交流が期待され、地域活性化を図る重要な路線として位置づけ

をされていることから、県と協力をし、重点事業として、引き続き本道路の整備促進に向け努

力してまいりたい、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと存じます。 

 次に、町並み整備に関する１点目、田島地区のバイパス道路についてのおただしがございま

した。現在、国道289号バイパス沿線を観光交流拠点とした、まちづくり交付金事業を進めて

いるところであります。具体的には、御蔵入交流館第２駐車場を中心とした公共トイレ、地場

産品展示販売施設、駐車場整備等を計画しており、今年度におきましては、建物の実施設計や

駐車場の造成等の実施を予定しております。 

 次に、２点目、南会津警察署建設に関するおただしがございました。本年度中に設計に着手

する、このような報告を受けているところであります。南会津警察署につきましては、地域の

安全・安心を守るという機能を十分に果たす施設であることが、まず優先されると考えますが、

田島祇園祭という地域資源を生かしたまちづくりという面でも、非常に重要な地点であること

は認識をしているところであります。現在まで都市計画の大坪地区計画及び景観形成の両面か

ら協議をしてまいりましたが、地域の安全・安心とまちづくりを両立させるためには、地域住

民との十分な合意形成が必要と考えますので、町といたしましては、福島県警に対して、住民

との合意形成のあり方について助言してまいりたい、このように考えております。 

 次に、３点目、バイパス通りの祇園の町並みづくりに関してのおただしがございましたが、

昨年12月の第４回議会定例会の一般質問でお答えをいたしましたとおり、現在、景観条例及び
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景観計画の策定作業を行っているところであります。これらの策定に当たり、会津田島祇園祭

は町を代表する大切な地域資源であり、町並み景観づくりにおいても重要な要素の一つである、

このように考えているところであります。 

 しかしながら、町並み景観の整備を行うためには、先ほども申し上げましたように住民との

十分な議論と合意形成が必要であり、一朝一夕にできるものではございませんので、ご理解を

いただきたいと思います。 

 次に、４点目のその他の地域の町並み景観整備についておただしがございましたが、南会津

町らしい景観づくりを推進するためには、中心地域だけではなくて、他の地域についても十分

な検討を加えることは当然必要である、このように認識をしております。合併をしまして一つ

の町になりましたが、各地域、集落それぞれに特色があり、地域の歴史や文化、行事等のあり

ようが、景観としてあらわれているものとも考えておりますので、統一的でありながらも、そ

れぞれの個性が生かせるような町並み景観づくりを今後考えていきたい、このように思ってお

ります。 

 次に、５点目、景観、環境の両面から、地域経済活性化対策奨励金の対象条件を緩和し、多

くの町民が利用できるよう改正する考えはないか、こういうおただしでございますが、本制度

は木材の地産地消の推進はもちろん、奨励金の支給によって地域住宅計画に基づく良好な住宅

環境の整備を図るとともに、地元建築業協会及び商店街の活性化を図ることを目的として実施

しております。この目的に沿って、景観・町並み整備がより一層推進されるよう、昨年度にお

きましては、建築面積の見直しや対象条件の緩和を行ったところであります。この制度改正に

より、利用しやすくなったこともあり、支給実績は平成18年度の３件から、平成19年度には

12件に増加いたしました。このため対象要件などにつきましては、当面、現行制度を維持し、

なおこれまでの事業効果の検証を行いながら、良好な住宅環境を整備する上での新たな課題へ

の対応を図ってまいりたい、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長に答弁させますの

で、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 今、352号線の中山地内の改良について、町長より答弁をいただき

ました。それに際しまして、道路財源等々の国の情勢が揺れまして、なかなかその事業に踏み

出していないことは、いろいろな観点から見るとわかると思うんですけれども、46億円という

金額が出されているわけでございます。それにおいて、中山トンネル内の拡幅を含めて、現道
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を拡幅するトンネルは幅が狭く、内部で観光バスが交差通行することもあるので、新たな１車

線分のトンネルを、現行トンネルに対して隣接して設けるという県のほうの方針が新聞に出て

おりますが、この考えで進めていく状況でよろしいんですかね。今の現状。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えを申し上げます。 

 先ほど町長がご答弁申し上げましたとおり、昨年の現地調査測量等々を踏まえ、現在、県に

おいて検討中であります。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 あのトンネルの検討もあるということで書いております。例えば課

長の答弁のとおり、わかることはありますが、一応10年間でその仕事を完了するというような

内容になっておるんですけれども、中山区間の田島側の急勾配の箇所がありますが、トンネル

から出まして約200メートルぐらい直線で進みますと左カーブで、そして右カーブでトンネル

をおりていくんですけれども、１月１日に、風雪でもあったんですけれども、大変な玉突き事

故が発生しまして、トンネル側から番屋側に230何台という車が往来できなくなりまして、滝

原区間からも当然、双方からの通行どめということになりまして、１月１日の夕方には大変な

状況に陥ったという状況になっております。そういう状況で、スキーに来られる方も、初めて

来られた方もかなりいるんじゃないかなという気がするんですけれども、やはりこんなに怖い

道路を往来してスキーに行くのでは、もう二度と来ないなんていう意見もございましたもので

すから、やはり中山トンネルの改良に際しまして、何としても予算範囲内でやられるように何

とか、早坂の交差点が無散水の消雪になりましたら、一件も事故がなくなったと。やっぱりあ

あいうすばらしい手本がございますから、何としてもやはり中山トンネルの上りと下りは、も

うどうしても事故の多発路線でございます。それを何とかやっぱり変えていかなければならな

いと私は思いますが、融雪の計画があるのかどうか、ひとつお伺いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員がおただしのように、この国道352号については、県の合併推進債というお金を使って

実施いたします。したがいまして、10年間ですべての工事を完了させるということでございま

すので、私たちが当初要望を持っていた、もう少しああいう狭隘な場所、あるいは急なカーブ、

あるいは傾斜等を解消するためのトンネルというのが、実はなかなか実現できなかったという

のが現状としてあります。そんな中で、46億円という総額事業費をいかに有効に効率よく使っ
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ていくかということが、私どもに求められる課題だと思うんですね。 

 今ありましたように、とにかく来られた方、通行した方が事故を起こすことのないように、

これはもう最低の条件になってきます。そこで当面、そういう危険箇所を優先に県の推進債を

使っていくわけでありますが、この平成20年度では、一応概算でありますが、１億円の予算が

ついたと、このように聞いております。そんな中でどこを最初にやるのかというのは、今後、

県のほうとの調整が必要だと思いますが、説明を聞きながら、ご意見をいただいたことについ

て、現場の声として県の工事の進捗につなげていきたい、役に立たせていきたい、こう思って

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 ただいまの町長さんの意見のとおり、私もそう思いますが、銀龍橋

がございますね、非常に急カーブが多くて、あの銀龍橋を舘岩側に上がってきますと、左側に

退避所が２カ所ある。あの２カ所が、チェーン脱着場としてつくったわけか何のわけかわかり

ませんが、あそこへ設けられた広い敷地があるんですけれども、あの敷地が今現在ほとんど何

か機能されていないような気がするんですけれども、あの２カ所をやはり段差を取り除いて、

あの７メートルか８メートルぐらいの幅で、中山トンネルまで延長していく考えで持っていっ

たらいいのではないかと。私はいつも中山峠を通っている一人でございますから、いつも眺め

て通るんですけれども、非常に急峻でカーブが強くて、どうにも怖い状況でございますから、

そういうところもひとつ提案していきたいと思います。 

 次に、松戸原・福渡間について、ただいま２回から３回の説明会が開催されたと聞いており

ますが、この説明会も旧舘岩村の合併前から、やはり拡幅しなければならない尾瀬への道であ

るということで、非常に住民からも狭い状況が出されておったわけでございますが、やはりそ

の説明会だけに頼る状況に陥っておりますから、住民の心配されるのは、これからどうなるの

か、拡幅できるのか、今現状のままでいくのか、そういうような話を聞いておりますものです

から、この場で再度、その状況において、これから説明をされながら、時間はかかるでしょう

けれども、やっていかれるのかどうかをお聞きしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど私、答弁をさせていただきましたが、現地調査を実施しておりますので、現地調査を

実施するということは、前提として工事をすると、意思としてはこういうことだと思うんです

ね。ただ、いつどういう事業費をもって工事に入るかという、この次のステップに入れないで
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いるんだろうと思うので、ここのところは、南会津全体の道路工事の優先度といいますか、こ

れらをやっぱり配慮していかなければならないんだろうと思います。特に田代山の登山口の道

路が非常に狭隘です。退避場も十分でない、あるいは案内看板についても問題があると、こう

いうことですので、かなりの客が入ってきておりますから、これらのところを優先されるので

はないだろうかと、こういう話も入ってきておりますので、そこは現場の状況をより詳しく担

当のほうで把握をしていただいて、県のほうにしっかりとその状況を伝えていきたいと、こう

思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 次に、たのせ・耻風区間の道路状況でございますが、昨年もやはり

バイクのツーリングの方ですか、ちょうど耻風の手前の急カーブで10台のツーリングの人たち

の７台目の人が川に転落されて、その状況で即死されたという状況で、私もその30分前後にそ

こを通りかかった状況にあったものですから、何でとまっているのかなと、そう考えたときに、

そのときにやはり事故があったということだったものですから、やはり非常にたのせ・耻風区

間の事故と、あと雪崩の状況がやはり、この冬、女の人が、湯ノ花の湯花里苑に働きに来てい

る女の人たちが、若い女の子ですけれども、雪崩に遭って車に埋まったと。そういう状況もあ

りますから、早急にそういう雪崩対策の整備などもしていただけるかどうか、よろしくお願い

します。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 雪崩対策につきましては、先ほど申し上げましたように、来年度完成するような運びで今工

事を進めておりますので、ご理解いただきたいと思いますが、たのせ・耻風区間につきまして

は、先ほどお話のあった国道352号とあわせて、大変事故が多い、あるいはすれ違いができな

い、こういう状況ですので、実は私もこのことについては、県の財政等もありますが、やまな

み泊覧会の社会実験として、いわゆる二次交通、いわゆるバスの交通を考えていく場合に、ど

うしても弊害になります。やまなみ泊覧会は来年度実施する予定で今準備をしておりますが、

やまなみ泊覧会は終着点ではありません。ここが出発点ですので、それらを機会ととらえて、

このことについても県あるいは国への要望については、強力に進めていきたい、こう思ってお

りますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 352号線に対しては、最後に、よりよい計画的な公共事業と安全・
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安心な道路整備のために、国・県と連携して事業展開を、町として積極的に推し進めていただ

きたいと思います。 

 次に、町並みの整備についてでございますが、私も非常に景観にこだわる人間でございます。

それはなぜかというと、すぐ隣町にあります下郷の大内宿というのは、いつか日の目を見るこ

とを信じ、かたくなに景観条例を守り抜いてきたからこそ、今やっと90万から100万という観

光客の集客を得るという状況になっております。それもまた一つの歴史がありまして、大内宿

というのは史実としては認められない高倉宮の伝説を信じ、半夏祭という祭りをかたくなに守

ってきたという、こういう町並みの伝統を守り抜いてきたという背景があるわけでございます。 

 田島町には、800年という、いつでも800年と私は言っていてあれなんですけれども、800年

という輝かしい歴史を持ちながら、祇園祭という祭りにもかかわらず、私はその歴史が余りに

も生かされていないような気がいたします。神社の参道ですか、神の道であり、その参道もバ

イパスを横切るという新たなバイパスができるわけでございますが、そういう歴史的な町並み

の保存の中におきまして、先ほど町長さんが御蔵入交流館と祇園会館の並ぶ通りに、駐車場整

備をやるということの考えを言われたんですけれども、やはり祇園の町に対するこだわりとい

うもの、町長さんにその考えがあるかどうか、ひとつお伺いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 昨日も埼玉テレビから取材を受けまして、800年ずっと続く祇園祭についての話をさせてい

ただきました。したがいまして、南会津町田島地域といえば、やはり祇園祭ということになり

ますので、それについての高い歴史的な評価をしていることは間違いありませんが、町並み景

観として祇園祭のありようについて、今どうかと言われますと、これまでの祇園祭の運営経緯

を見ますと、やはり祇園祭という一つの行事を支えてきた方々の気持ち、あるいはこれからの

期待、これらについて、しっかりと情報収集をしながら対応していくべきものだろうと、こん

なふうに思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 本当に町長さんは祇園というものにこだわって、やはり行政の町と

いう、田島町は昔からそう言われてきたと私は認識する考えでおりますが、観光に対しては、

どうしても田島町というものは、余り深くいかないというか、考えていなかったというか、そ

ういう認識があって、今までの経過で来たというような気がするんですけれども、やはりこれ

からは、福島県は道州制がいま一歩まだ進んでいませんが、これから将来、５年、10年後に道
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州制でも入ってきますと、田島町に合庁がなくなります。出先機関も非常に厳しい状況になっ

てくれば、会津一円の中において、田島町の南会津はどうなのか。一つのやはり特色を持った

地域のまちづくりというのが、私はぜひ必要ではないかと思います。そのためには、今一番重

要なときではないかと認識して私は質問しておりますけれども、やはりそのために289号線の

甲子道路のバイパスの開通に伴って、神社通りというのは景観地域に、何としても風致地区と

してつくっていく考えを持っていただきたいと思うんですけれども、そこはどうです。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 確かに行政の中核地域としての役割は、歴史的にも実績がきちっとありますから、そういう

認識は、恐らく私のみならず、田島地域の住民の皆さんはお持ちだと思うんですね。しかし一

方で、では観光をおろそかにしてきたかというと、そうではなくて、観光への気持ちを、例え

ばどこにあらわしていくかということだったと思うんですね。私は祇園祭という一つの屋台歌

舞伎ですね、これらに非常に思いを持ち、さらには七行器行列に大いなる気持ちを注いできた

んだろうと思うんです。しかし、その行事が３日間で終わりますから、つまりその余韻を、ど

う波及効果としてつなげていくかと、ここのところが若干弱かったのではないかなと思います。 

 したがいまして、私は景観ももちろんさることながら大事でありますが、お祭りがどこから

生まれて、どこに起因して、ここまで800年の伝統が続いたのか。やはり長沼城址というもの

がありますので、長沼氏がいますから、長沼氏が拠点としたお城、鴫山城ですね、これらとの

連携をしながら、これまで大事にしてきた祇園祭というものを、さらに発展させていくべきだ

ろうと、こんなふうに考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 まさしく私もそう思います。南会津町は、自然、歴史、文化という

もの、非常に多くのものをもっております。その中におきまして、景観10年、風景100年とい

う言葉があります。そういう状況におきましても、やはり将来の南会津をつくっていくには、

長い時間はかかるでしょうけれども、私はしっかりとしたビジョンを持ってやっていただけれ

ば、いいかなと思っております。 

 次に、屋外広告物の看板の状況でありますが、景観条例をつくった中において、４地域の統

一した看板をつくることを計画される考えはあるかどうか、ひとつその辺。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 
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 統一看板ということでございますが、現在、ご承知のように本年度、景観条例の制定に向け

て、地域の景観まちづくり町民会議を開催しておりますので、その中で景観計画の策定も考え

ておりますので、具体的に議員おただしの点についても、十分検討してまいりたいと考えてお

ります。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 最近、広告物、私もよく目にすることは多いんですけれども、やは

り田島街道でも、無秩序に好きな色使いをした看板が目立つような気がします。旧舘岩村の場

合は、ある程度こげ茶という統一した色を使いながら、すべてどこの看板に対しても奨励をし

てやってきたものですから、田島町の状況を見ますと、非常に無秩序な看板が、商店それぞれ

の特色を出した看板をつくっている状況が目に映りますものですから、やはりそういうものも、

色を統一した、南会津一つの統一性というものを考えていただきたいと思うんですけれども、

町長、お聞きします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 統一という概念を、どういうふうにとらえるかというのがありますが、統一していいものと、

あるいはある程度裁量があっていいものとが、私はあるんだろうと思うんです。今のように看

板等についてのものについては、どちらかというと統一しても、さほど問題はないのではない

かなというような分類ができるかと思うんですが、それについても、私どもがいいというもの

と、ここの土地を新しく訪れた方がいいというものの認識が、また違うと思う。 

 したがいまして、これから、今まで南会津と親しく交流をしていただいた方々とも、この辺

は十分協議をさせていただいて、今後少し時間をいただきながら、その問題に取り組んでいき

たいと、こう思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 18番、菅家幸弘君。 

○１８番 菅家幸弘議員 なかなかそういう考えの違いということが起きると思うんですけれ

ども、やはり整った町、景観に対して、日本全国人々が集まるところは、必ず景観が整ってい

る町に人は寄ってきます。そういうところに光が差すと思います。必ずやはり将来のまちづく

りにおいては、一つのビジョンを持った地域になっていけば、私は一番いいまちづくりができ

るのではないかと思うんですけれども、最後にこれをひとつお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 いい町という提案がございましたが、いい町のまちづくりの一つには、当然そういう景観の

問題があると思いますが、私は今いい町をつくるためには、やはりここで住んでいて経済的な

不安を抱えない、あるいはさまざまな課題が身近な問題として出現するけれども、それについ

て真摯に行政が、あるいは地域の人たちが対応できると、こういうことが、いい町づくりのま

ず最優先事項だと思います。 

 したがいまして、景観についても、いい町づくりの一つの選択肢として、私の中でしっかり

と受けとめさせていただきたいということで、ご理解いただきたいと思います。 

〔「ありがとうございました」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 以上で、18番、菅家幸弘君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。３時に再開いたします。 

 

休憩 午後 ２時４１分 

 

再開 午後 ３時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 星   登志一 議員 

○渡部康吉議長 次に、12番、星登志一君の登壇を許します。 

 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 議席番号12番、星登志一。 

 通告にしたがい、ただいまより一般質問を行います。 

 ３点ほどございますが、まず１つは、ふるさと納税の周知についてをご質問いたします。 

 間もなく帰省の時期となりますが、私は前から、所得税の半分ぐらいは、高校まで育ててく

れた地域に交付税として戻すべきではないかと、こんな主張を繰り返しておりましたが、今回

のふるさと納税は、非常に過疎化に悩む我々にとっては、ささやかな第一歩かと、こんなふう

に思います。 

 しかし、報道機関の情報では、賛同者はまだまだ少ないように思われますので、以下２点に
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ついて、町の対応をご質問いたします。 

 まず、１番目は、納税の手続とその優遇措置は。 

 ２番目に、町民にどのような周知活動をしているのか。 

 次、大きな問題の２点目、中・高一貫教育の成果についてお伺いいたします。 

 田島中学校・田島高校が中・高一貫教育となってから現在まで、どのような成果があったの

か、また今後どのような事業を計画しているのかお伺いいたします。 

 ３つ目に、年金の相談内容と今後の対策についてお伺いいたします。 

 特に昨今、年金特別便が発送されてから、役場、あるいはステーションプラザの相談者が急

増していると、こんなふうに聞いております。私も手元に幾つかの件数の相談の特別便を持っ

ていますけれども、まだ早い、まだ返事をするなということで保留にしている段階であります。

その相談者からの内容を聞くと、年配者は特別便の何を見て、どのように答えていいかわから

ないと、そういった相談がよくあります。 

 そこで、町の相談の内容、あるいは対応策について、２点ほどお伺いいたします。 

 １つ目は、前回の議会では、１日当たりの相談件数は町窓口で10件、電話で５件ほどあると

のことですが、３月以降の相談件数及びその内容、あるいは内容の種別をどうしているか、ま

たその対応策はどうなっているのか。 

 ２つ目に、町民の権利が失われている現在、国の仕事とはいえ、町として町民の権利を守る

義務は非常に大きいと、私はこんなふうに思います。 

 そこで、特別対策室をつくるなど、本腰を入れて町民の権利を守る必要があると思いますが、

町の対応はどうなっているか。 

 以上、大きな項目３点についてお伺いいたします。 

 なお、答弁の内容によりましては、自席より再度質問させていただきます。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 12番、星登志一議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、ふるさと納税の周知方法に関する１点目、納税の手続と優遇措置のおただしでござ

いますが、まず手続につきましては、初めに本人が選択をする都道府県、または市区町村等に

対して寄附をいたします。この際、寄附先から領収書が交付されますので、これにより税の申

告をいたしますと、所得税及び住民税が一定額控除されるという流れとなっております。 

 また、税の優遇措置という面では、従来の所得控除方式から税額控除方式に改正され、寄附

金税制が大幅に拡充されたところでございます。 
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 次に、２点目、町民にどのような周知活動をしているかとのおただしがございました。 

 現在、庁内関係各課で寄附金の充当事業や推進体制等について検討中でありまして、今月末

を目標に内容を固めてまいりたい、このように考えております。 

 その周知活動でありますが、広報紙等で町民の方に制度の内容を理解していただいて、町外

の町出身者に呼びかけていただくほか、町外在住者に対する情報発信がメーンとなりますので、

早急にホームページを立ち上げながら、各種イベントでのＰＲやふるさと会や、さらには交流

実績のある団体等への働きかけなどを中心として、南会津町の情報を発信してまいりたい、こ

のように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、年金の相談内容と今後の対策に関する１点目、相談件数と相談内容の種別及び対応策

のおただしがございました。 

 ３月以降、５月末日までに町が受けた国民年金に関する相談件数は、窓口で約520件、電話

で約200件となっております。そのうち年金特別便に関する相談が、窓口で約430件、電話で

は約60件で、その７割を占めております。そのほかは年金の受給に関する相談が約50件、保

険料の納付に関する相談が約60件などとなっております。 

 相談への対応策でありますが、窓口や電話で対応できる相談には、その場で対応しておりま

すが、納付記録や厚生年金加入期間等に関しての相談など、町で対応できない内容につきまし

ては、その都度、会津若松社会保険事務所に問い合わせをいたしまして解決をし、また内容が

複雑な相談につきましては、会津若松社会保険事務所の相談窓口や会津田島ふれあいステーシ

ョンプラザにおける出張相談を紹介するなどの対応をしているところであります。 

 次に、２点目、特別対策室をつくるなど、本腰を入れた対策が必要ではないか、こういうお

ただしがございましたが、現在、町が行っている国民年金事務は、農林業、自営業の方や学生

など、第１号被保険者を中心とした資格取得や喪失、各種変更、訂正の届け出、保険料免除や

学生納付特例申請などの受け付け代行でございます。 

 このほかに、答弁申し上げましたように各種相談業務を行っておりますが、住民の身近な相

談窓口である本庁の国保年金係及び各総合支所において、引き続き相談者の立場に立って丁寧

な対応を行うことが重要であり、現在のところ特別対策室を設けるなどの考えはございません

ので、ご理解願いたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては、

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 
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○横山恒廣教育長 私からは、中・高一貫教育の成果はについてお答えします。 

 田島地域の中・高一貫教育の成果と今後の計画についてのおただしでありますが、田島地域

においては、平成17年度から県立田島高等学校と田島、檜沢、荒海の町立３中学校により、連

携型による中・高一貫教育が、運営協議会を中心に３年間進められてまいりました。 

 この連携型は、教員、生徒の交流などにより、学校間の連携を深めながら、中学校・高校の

６年間を通した計画的、継続的な教育を目指すものであります。 

 授業内容の大きな柱の一つは、基礎学力の向上でありますが、交流事業では、英語と数学の

授業において、中・高の教員がチームを組み、個々に応じたきめ細かな指導や高校へつながる

指導ができ、生徒の意欲も高まっております。 

 ２つ目は、環境教育等を通じた地域理解に関することでありますが、草花栽培学習では、中

学生が高校生の指導を受けながら花壇をつくることにより、交流を深めながら、表現力やコミ

ュニケーション能力を高めました。また、高校の文化祭に、地域をテーマにしたレポートを展

示し、地域の学習をすることにより、理解を深めることができました。 

 ３つ目は、キャリア教育に関することでありますが、高校訪問や高校教員による進路講話、

さらには進路指導担当者会の開催などにより、中学生が高校生活を肌で感じることができ、進

路決定について幅広い情報を得ることで、自分の考えを確かなものにすることができました。 

 また、高校の入学者選抜では、今年度から新たに連携型選抜が実施されましたが、これは１

期選抜とは別枠にして、連携型の募集定員枠を設けるもので、全募集定員の50％に当たる80

人を連携中学校からの募集定員とし、合格者数は85人となっております。 

 なお、今年度の事業計画につきましては、中・高一貫教育連絡協議会において、課題の改善

に工夫しながら、実施内容を継続して進めていくこととされておりますので、ご理解をお願い

いたします。 

 以上、具体事項については、担当課長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 それでは、ふるさと納税のほうから再質問をさせていただきます。 

 まず、１点目の納税の手続と優遇措置についてですけれども、多分これは１番、２番一緒に

これから、今月中につくるということなんですけれども、実は我々も今議会の委員会でちょっ

と説明を受けました。当然、我々が思っていたことと説明を受けることと、随分やっぱりイメ

ージが違うんですね。ですから、役所の人たちがこれから企画書をつくるときに、相手の身に

なって、町民がこれでわかるかなということを考えながらつくってもらいたいなと。 
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 といいますのは、ふるさと納税ができたときに、私たちが思っていたものは、例えば５万円

南会津町に寄附するよと。ただそれは、例えば東京にいる人が、その５万円を東京から南会津

に寄附するから、寄附する人は、ひとつも腹のほうは痛くもかゆくもないよというような説明

だったかと思うんです、一番初めは。ところが実際のところは、５万円南会津町にやれば、基

本的に5,000円はそこから差っ引かれると。その5,000円はその人の負担になると。要するに

４万5,000円しか南会津町に行かないと。そこでいろいろなよその町では、では5,000円分だ

け何か贈ろうかとか、そういった企画を立てていると思うんです。 

 ただ、もう一つ大事なのは、私も勘違いしたんだけれども、所得税だけかと思ったら、住民

税のほうがむしろ割合が大きくなっていると。これはちょっと官僚のほうが、なるべくシステ

ムをわかりづらくして、金の移動を少なくするための施策なのかなと思う節もあるんですけれ

ども、本当であれば、所得税だけを総額で動かしてやったほうが、システムも簡単でいいと思

うんです。それが所得税の１割残ったものは、今度、住民税のほうで調整しますよと。税金の

ほうも確定申告してから、ああだこうだということになると、非常にわかりづらいと。 

 そこで、お願いしたいのは、これから帰省する人に、南会津町に何とか１万円でも２万円で

もいいから税金を回してくれと言うときに、もしも税金を回せるだけのその人の税金を納める

能力がない場合、相手に苦労させるわけですよね。例えば南会津町に、そういうことであれば、

では10万円、私の東京に納める税金を移動しますからと。ところが上限が決められているわけ

でしょう、今回のは。その辺のところを役場の職員が説明するのではなくて、町民の人が親戚

の人に説明するときに、わかるようなパンフレットをつくってほしいと、私はそう思うんです。

これ何課が担当するのかわからないんですけれども、その課の課長さんは、今パンフレットを

つくるときに、どんな点に、今月いっぱいでつくるということですから、ある程度大まかな方

針は決まっていると思うんですけれども、どのような点に留意をしながらパンフレットをつく

ろうと思っているのか、ひとつご答弁をお願いいたします。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 まず、今回のふるさと納税につきましては、まだまだ住民の方含めて、内容等が十分伝わっ

ていないというのが現状かと思います。したがいまして、議員おただしありましたとおり、町

民に周知するに当たっては、やはり税の内容ですから、すべて簡単にだれでもというわけにも

いきませんが、極力よりわかりやすいような、そういうような内容にしていきたいと、こんな

ふう思っております。 
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 それで、周知の方法につきましては、町の広報紙、それから町外者の方に向けましては、イ

ンターネットのホームページですね、これらを今現在考えておりまして、町長答弁にありまし

たとおり、今月末をめどにしながら、具体的に決定していくということでございますので、ご

理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 これは非常に出足が大事なので、私、再度申し上げますけれども、

役場の人がつくって、自分たちでこれでわかるなと思うことと、それから見たほう、これは間

に１人入るわけですから、ＰＲするためには。役場のつくったパンフレットを我々がいただい

て、我々が今度帰省した自分の親戚だとか、その人に説明するわけですから、そうすると説明

を非常に簡素化しないと、だれでも説明は、今、課長の言葉に、確かにこれは、この中身を見

ると、税制的には非常にややこしいですよ。一口では言えないです。 

 ただ、言えないけれども、それを一口で説明できるような説明の方法を考えてからパンフレ

ットをつくらないと、ただパンフレットを出しましたで終わってしまう。だから間に立った人

が、来た人にわかるように。例えば寄附するときに、税金をどのくらい納めているかとまず聞

かないと、それがわからないと、相手の人が減額にならないわけでしょう、それ以上やってた

ら。そうすると、全然迷惑はかからないから、いっぱい納めてくださいと。ところが限度額以

上にその人が、５万円しか能力がないのに10万円納めたということになると、５万円はその人

の純粋なる南会津町の寄附になるわけです。その辺が非常に、私たちが説明するときに、怖い

ところだと思うんです。だからその辺を十分留意して、先ほど演壇でも言いましたけれども、

大体本当は所得税一本でやるべきだと。それが住民税なんていうところまでややこしくなって

きたので、我々も説明しづらくなっているわけです。 

 だから、その辺が、これ本当に技術的には難しいと思いますけれども、説明するときに、や

はりどうしてもお金は損しないから、こっちにくれと言ったって、損したとなると、これ作為

的な詐欺ではないけれども、結果的には詐欺になるとあれなものですから、その辺、だから私

は６月いっぱいなんて、そんなに短い期間でできないと思うんです。それは答弁はいいです。

早くつくらなければいけない。この前の説明会でも、これは各地方の自治体が条例を通さない

と、実際のところはそのシステムは動かないと。それで今回の６月議会で全国の自治体が全部

それを通すのかというと、そうではないと。９月になってしまう自治体もあるということです

から、別に６月いっぱいなんて余り急がないで、もうちょっとみんなにわかるようなパンフレ

ットにして、９月いっぱいぐらいでも私はいいのではないかと思うんですけれども、その辺も
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う一度。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 確かに今回の６月の定例議会のほうで、税条例の改正の中で、ふるさと納税の関係の規定が

出てきておりますが、実は実際問題としましては、ことしの１月からふるさとに寄附した方に

ついての、ふるさと納税の地方税の改正が始まっておりますので、それで今まで各町村、それ

ぞれ県の取り組み状況等を見ながら粛々と準備を進めてきたわけでありますが、南会津町も大

分前から、この問題について内部の検討をしておりまして、できるだけ早い時期に町民の方に

知らせることと、さらに帰省をする方々に対するＰＲというような問題がございますので、例

えばお盆に入る前に、十分伝わるような、そのようなタイムスケジュールでこれまでも組み立

てしておりましたので、内容的には十分もんできておりますので、６月いっぱいぐらいで何と

か対応できるのではないのかなと、こんなふうに考えております。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ただいまの総務課長の答弁につけ加えをさせていただきますが、議員がおっ

しゃったように、このふるさと納税は、言ってみれば地域の住民全員が、ある意味では普及員

というんですか、そういう形になり得るものだと思うんですね。そういう意味では、全く議員

がおただしのとおりなんですが、議員が一生懸命説明しているように、それだけ難しいといい

ますか、なかなか、それだけに一般住民の方々にわかりやすいものというのをどう構築してい

くか。その場合に、一つの方法としては、例えば一冊のパンフレットとか説明資料で終わらせ

ないで、例えば肝心かなめなところだけはきちっと提起をして、あとの分については、きちっ

とした窓口をつくっておくと。こういうことでも対応できるのではないかなと、こんなふうに

思っているんですね。 

 ですから、一つの方法だけではなくて、一段、あるいは二段、三段という、そういう段階的

な構えを、あるいは受け皿をつくりながら、この問題について真摯に対応できるだろうと、こ

んなふうな考えは持っています。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 私の隣の議員も、次にふるさと納税をやりますので、彼のほうが

東京まで行って何か勉強してきたらしいですから、私より大分詳しいと思います。 

 それで、今までのコンピューターの中のいろいろなインターネットを見ても、結構、たまた

ま今回、産建の委員会で寒河江市にマイクロ小水力発電の視察に行こうかと思って見たら、も
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うそこにも、寒河江市でもふるさと納税のホームページができていました。相当いろいろなと

ころでやっていると思いますけれども、私が見た限りでは、あれではわからないですね。ほか

の市のことを余り言ってはいけないんですけれども、あれと似たようなことをやったのでは、

まずわからないです。 

 だから、よそのを見てわからないと思ったら、今度は自分の町のはわかりやすくするとか、

例えば総務課長の奥さんに見てもらって、「おい、おまえ、これでわかるか」と。そこでわか

るとなれば、パンフレットのゴーサインを出すと。ここにいる執行部の皆さんは、みんな頭が

切れるから、わかるかもしれないけれども、私も１回聞いただけではわからなかったです、は

っきり言って、あのシステムは。いつも見ているような人はわかるかもしれないけれども、実

際に家庭の主婦だとか、あの人たちがぱっと見て、ぱっとわかるようなパンフレットは、私も

なかなか難しいとは思います。私は議員だから、質問するだけだから、まだ気が楽ですけれど

も。その辺はやっぱり十分注意をしてやったほうがいいと思います。 

 なぜ私、こんなことを言うかといいますと、平成23年度に田島高校が100周年を迎えるわけ

です。そうすると、そこで住所関係を今精査していますけれども、大体地元に残っている人は

３割ぐらいなんですよね。ほかの７割の人はよそに行っているわけですよ。せっかく100周年

だから、そういった人の力もかりたいなと。100周年の事業等は、これからみんなで考えて本

格的に立ち上げるわけですから、そういう組織のほうにも、やっぱり使いたいと。そのために

も、簡単で簡潔で、本当にわかりやすいというパンフレットをつくっていただきたいと、こん

なふうにとりあえずお願いします。 

 それで、次の中・高一貫教育について、再度ご質問いたします。 

 私がこの問題を今回取り上げたのは、私自身の中学校・高校時代を思い出しながら、教育で

やっぱり一番効果があるというのは、多分スポーツ関係のクラブ活動をやっていた方はわかる

かと思うんですけれども、合宿して寝泊まりをやったと。要するに昔から言われているような、

同じかまの飯を食って教育を受けたというような人というのは、そのきずなは非常に強いんで

すよね。 

 南会津町には、今、高校が２つあるわけです。南会津高校と田島高校と。中学校は西部合わ

せて幾つあるんだ。その子供たちが、やっぱり一番効果があるのは私は合宿だと思いますよ。

その子供たちが、ただ田島高校に田島中学校の人が行って、スポーツ関係で同じく合宿をやろ

うかと思うと、泊まるところがないわけですよ。だからやっぱりそういったことも、そういっ

た施設を、これは高校の敷地に町がつくれるかどうかちょっとわからないですけれども、そう
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いった教育の仕方を考えたほうが、中学生・高校生にとっては、やっぱりコミュニケーション

が非常にとりやすいのではないかと。ましてや田島高校は、あれだけの敷地があるわけですか

ら。それで国の方針に従ってスタートした教育制度ですから、多分、国・県も特例を認めて、

ではそういった合宿所みたいなのに対して補助金をやるかとか、いろいろなことはあると思う

んです。 

 これは私の全くの独断なんですけれども、たまたま田島高校の100周年があると。であれば、

そこでもらった寄附を町に納めると。これは例えばですよ。仮の話ですからね。それはふるさ

と納税関係で納めたとすれば、南会津町は今、特例債を使えるわけですから、特例債の分だけ、

独断ですからね、その分だけを税金で納めるようなことになれば、町のほうは負担がなくて、

そういった宿舎もできるんじゃないかと。今このお金のない時節柄、町の一般財源からそうい

うのを出せというのは、なかなか難しいと思うんですよ。だから、ふるさと納税を使って、そ

ういった資金に充てて、それで町の教育で、寄宿舎でも合宿所でもいいですけれども、そちら

のほうを町でやれば、特例債であれば３割３分３厘出せばいいわけですから、１億のうち

3,000万円ぐらい出せば、利子の分は多少あるでしょうけれども、こういう時勢ですから、い

ろいろな税制が出てきますので、私はそういった手法も考えてはと。これは町長と教育長と両

方で答弁していただけます。片方ではできないでしょうから。その手法について。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答えいたします。 

 中・高一貫という中で、部活動との交流も、実際、現在行っておりますので、非常に発想と

してはすばらしいことだな、いいことだなと今聞いておりました。それでいかんせん相手は高

校側のほうですし、私たち管轄しているほうは町立の町のほうですから、その辺のお互いの話

し合いとかそういったことをきちんとやっていかないといけないと思うし、教育委員会として

は、そういうことを考えていきたいなと思うんですが、まずお金のほうについては、町長部局

のほうなものですから、そちらのほうとよくこれからご相談申し上げまして、議員さんのおっ

しゃるような方向へ、できれば持っていけたらいいのではないかなと。中・高一貫としての一

つの特区みたいなものですね、そういったことで、できればいいかなというような考え方も持

っていますので、よろしくご理解ください。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 中・高一貫教育という切り口で今お話をされましたが、ご存じのように南会津高等学校につ

いては、入学者が年々減っています。一応県の基準によりますと、36人でしたか、の規模を割

ると、いわゆる分校化という流れに今の制度ですとなってきます。それが地域にとって本当に

それでいいのかという問題があります。 

 ですから、中・高一貫教育の中でやるべきなのか、それとも田島高等学校については100周

年の事業の事例も出されましたが、そういうことも含めまして、また新しい学科の創設等も視

野に入れながら、中学校を出た子供たちが、地元で学びたいものを学びながら、しかも先輩・

後輩の関係づくりができて、そしてでき得れば、社会に出たときに、さまざまな課題・問題か

ら逃げ出さない、いわゆる打たれ強い子供として成長していく、これは大変やはり地元の教育

として大事ですね。 

 そういうことと重ね合わせながら、少子化問題とも関連してきますので、このことについて

は、決して奇抜なアイデアとかそういうことではなくて、やはり調査をしてみる必要があると

思いますので、学校教育関係のほうと連携をとりながら調査を進めてまいりたい、こう思って

おりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 私はいつも突拍子もないことを言いますものですから、みんなに、

そんなことできるわけねえべと言われるんですけれども、ただここへ来て、やはり国の制度だ

とかそういうのも大分変わっていますし、ましてや特区制だとかいろいろなこともありますの

で、ぜひその辺は検討をしていただきたいと思います。そうすれば、田島高校100周年はあと

３年もありますから、その間にいろいろな援助ができれば、我々も一生懸命やりたいと思いま

すので。 

 それと、次に年金なんですけれども、やはり私は一番の問題は、特別便をもらっても意味が

わからないという人が非常に多いということなんです。多分これは住民生活課のほうで受け付

けているんですか。この中で私が種別と言ったのは、そういう意味なんですけれども、まず電

話をかけてきて、何を質問していいかわからなくて、何となく電話をかけて、特別便が来たん

ですけれどもと電話をかけてくるような人が多いのではないかと思うんです。 

 ですから、そういう人に対応するためには、私は各集落ごとに、やはり１回、相談受付所み

たいなのを、質問の仕方の相談受付所というんですか、これは仕事上は町の仕事ではないです

から、そんなに詳しくはできないのが当然です。ただ、社会保険事務所に行くための質問の仕

方の相談受付所という、こんな感じですかね、そういった、ちょっとなかなかいい言葉は浮か
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ばないんですけれども、通常では役場に来ればすべてわかる。ところがこれは、最終的には国

の仕事だから役場では結論が出ない。ただ、国の社会保険事務所に行って相談するには、何を

相談していいかわからないと。ですから、そこの何を相談していいかわからないというところ

を相談する出張所と。向こうの出先に行ってそういったことを相談する、そういった機会を私

はつくるべきではないかと思うんです。その辺について、もう一度ご答弁をお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 このことは、以前の議会でも話題になりました。というのは、年金問題とは別に、住民の方

が自分が抱えている課題・問題をどう説明して、どう答えをもらうかと。ここのところをやは

りきちっとサポートをするというか、教えてあげるといいますか、そういうことをしなくては

ならない。これが実は私が考える、これまでやってきた縦割り行政のすき間の部分だと思うん

ですね。このすき間の部分をしっかりと埋められるような行政をしていこうということで、総

合支援センターをつくりました。 

 したがいまして、とりあえず総合支所３カ所については、総合支所の中でこの年金問題にし

っかりと対応していくと。言ってみれば、総合支援センターが、ある意味では議員がおっしゃ

る特別な対応をする部屋だと、こういうふうに理解します。田島には今ありませんから、田島

地区では、そういう支所の対応を、どういうメンバーでチームをつくって対応するか、このこ

とを今後検討していきたい。いずれ田島地域にも総合支援センターを設置するということで、

今準備を進めておりますので、その中でさまざまなすき間の部分を埋めていく、そんな行政を

これからしっかりと組み立てていきたい、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと

思います。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 先ほどの答弁ですと、520件の電話が200件と相当の量ですから、

これを分析すると、大体町民が何に困っているかというのはわかると思うんです。ですから、

これを分析して、一度町民全部に、今までの相談を受けた結果を分析するとこうなりますと。

あなたは何で悩んでいますかと。もし悩んでいることがあれば、西部地域であれば総合支援セ

ンターに足を運んで、ちょっと相談してみてくださいとか、田島地域であれば、どこどこに行

けば、こういった質問にはお答えできますよというようなことをやるべきではないかなと。い

ろいろ合併して職員も少ないでしょうから、余りむち打っても、そうはね……、２番議員に怒

られそうだから、ゆっくりとそういった計画も立てながらやっていただきたいなと思いますけ
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れども、分析してやれるかどうか、その辺を。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 おただしの件は、まことにもっともな話ですので、つまり、さまざまな情報、あるいは課題

が手元に届きます。この届いたもので、次に私たちが行政サービスとして何を組み立ていくか

ということは、とても大事なことですから、即刻分析に入らせていただきます。 

○渡部康吉議長 12番、星登志一君。 

○１２番 星 登志一議員 以上で、私の一般質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、12番、星登志一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 湯 田 秀 春 議員 

○渡部康吉議長 次に、11番、湯田秀春君の登壇を許します。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 11番、湯田秀春、ただいまから一般質問を行います。 

 私は今回、５点ほどを質問事項に挙げました。既に１番、２番は２番議員と12番議員、大分

突っ込んでやり合っていますので、私はそこの落ちこぼれのあたりを少しという程度かなと、

こんなふうに思っていますので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 質問事項１番目、ふるさと納税への対応策ということで、たった今、12番議員、お隣の議員

がやりましたので、大体皆さん、おわかりかなと思いますが、とりあえず通告してありますの

で、読み上げてみたいと思います。 

 ふるさとの自治体などに寄附した場合に、5,000円を超える分を住民税などから控除できる

ふるさと納税制度が、４月末の地方税法改正で導入されました。 

 １人の子供が高校を卒業するまでに、平均で1,600万円ぐらいの行政サービスを提供してい

ると言われております。いざ就職をして、本当は高校を出て、そして就職して、それでここに

税金を納めるという形が一番いいわけですけれども、現実問題としては、ほとんど高校を卒業

すると、大都市のほうに行って就職して、住民税を納めると。それが大体６割を超えていると

言われております。もっと多いかもしれません。 

 このため、少しでも今回はお世話になったところに仕送りをと、こういうねらいだろうかと、
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こんなふうに思っております。大都市と地方の財政格差を少しでも縮めるためには、大変よい

制度だと、こんなふうに私は思っております。財政難に悩む我が南会津町にとっては、なおさ

ら大変いいのではないかなと。そして大都市圏に住む地元出身者の寄附が、これから新たな財

源になる可能性が非常に大きいと。そのＰＲ活動が大変重要であるというふうに思います。 

 先ほど12番から言われましたけれども、私、５月22日に東京へ行ってまいりました。これ

は500名ほど集まる会議なんですけれども、そこに行ってびっくりしました。佐賀県の知事、

トップがパンフレットを持って、ふるさと納税をやっているんですね。私はそのパンフレット

をちょっと余計目にいただいて、課長さんに５月二十四、五日ごろにお渡ししております。多

分持っているかと思います。びっくりしました。やはり温度差がありますね。一生懸命です。

佐賀県知事だから、ひょっとしたら宮崎県のあの知事の影響で、あの辺争っているのかなと、

そんな感じもいたしました。 

 そこで、どのようなふるさと納税のＰＲを考えているかと。先ほどちょっとありましたから、

大体おわかりだと思うんですけれども。それから使い道のメニューですね、これをどのように

考えているかと。ということは、向こうで寄附する場合に、余りここで言いたくないんですけ

れども、公務員の人件費を言ってはだめだなんていうような声も、ちらっと東京で聞きました。

ですから目的を、例えば私はこうやってきたけれども、年老いた父ちゃん母ちゃんがいるから、

その介護とか福祉に使ってくれよとか、あるいは学校で大分悪さしたから、何か教育の図書に

使ってくれよとか、そういうかなり目的を持っている人が多いと、勉強会の中では、そういう

ような話がございました。 

 したがって、メニューも今考えているということですから、メニューもいろいろ寄附しやす

いようなメニューをどのように考えているか。 

 それから３番目、先ほど12番議員が言ったように、やっぱり5,000円分を何かしないとだめ

ですよ。5,000円分をやらないと、その人は損してしまうことになります。簡単に言いますと、

東京都の石原知事さんに１万円やるのだったら、その１万円を我が育った南会津町の湯田芳博

町長に１万円をお願いしますと。そして5,000円分はちゃんと品物でお返しすると。こうする

と納得いくのではないかなと、こんなふうに思います。その御礼のメニューも、やっぱり大事

です。ですから、これは１回限りではありませんから、これからずっと続くと思います。そし

てこのメニューとは違いますから、今度は向こうの東京にいる人が、寄附とはいっても、税金

をここに納めてくれる形になりますから、ですから私は準町民とか特別町民とかと、そういう

ふうな形でずっと大事にしていくと。何かイベントがあったときはこうすると、こういうふう
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にお願いしたいなと、こんなふうに思います。 

 質問の大きな２番目、今後のごみ対策。これも２番議員が大分町長と討論しましたので、わ

かりましたけれども、通告してありますから読み上げたいと。 

 昨年３月に作成した第１次南会津町総合振興計画の環境衛生対策の充実の欄を見ますと、主

要な施策としてごみの減量化と、適正な処理のところでは、会津全域を包括する広域的なごみ

の収集・処理業務について、関係市町村・団体と連携し、実現へ向けた検討を行いますと記さ

れております。 

 さらに、効率的な広域行政の推進の欄では、消防、救急、ごみ、し尿処理、火葬業務の広域

化まで検討課題となっています。 

 最近、ごみの点で、この会津ブロック広域圏構想にはくみしないと、こう聞きました。その

主な原因・理由は何か。２番目は、この構想にかわるごみ処理対応策についてお聞かせくださ

い。それから、最終処分場の必要性があると思いますが、どうかと。つまり今、最終処分は隣

の山形県の米沢市にあるジークライトというところに行っております。これも私、見てきまし

たが、多分ああいう最終ごみ処理処分場ですと、なかなか反対があるだろうなと思います。と

りあえず最終処分場の必要性があるとは思うんですが、どうかということです。 

 それから、大きく３番目、農地・水・環境対策の対応ということで、農地・水・環境保全向

上対策事業は、平成20年度にも継続として上がっておりました。しかも、町長が心配された事

務の量も大部簡略化されたというふうに聞いております。 

 そこで、もし平成21年度もこの事業が継続であれば、地区より要望があった場合は、実施す

るお考えがあるかどうかお伺いします。 

 ４点目、厳しい農事組合予算ゼロと。 

 地区の農事組合への助成が年々少なくなって、ことしの予算はとうとうありません。ゼロで

す。私は、各農事組合というのは、土手焼きだとか野鼠駆除、とにかく病害虫防除、それから

農業用水の管理、減反政策や特産物の普及推進、そういった地区の農業政策には大変協力して

くれた農家の組織であると、こんなふうに思っております。それらの事業に対して、町の農業

政策は認知していないのではないかと。見直す考えがあるか伺いたいと思います。予算が厳し

いからこのくらいではなくて、ゼロとなりますと、組織は必要ないのかと、こういうふうに思

ってしまいますので、その辺の予算ゼロのお考えをお伺いしたいと、こんなふうに思います。 

 最後です。５番目、檜沢小と針生小、この統合でございます。 

 針生小と檜沢小の統合の話が２月に針生地区であったと聞きました。その後一向に聞こえて
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きません。どのような計画になっているのか。これからの子供の推移を見た場合、統合すべき

と檜沢地区の人ほとんどが考えているかと思います。両学校の区域住民、保護者への周知をど

のようにするのか伺いたいと思います。 

 以上で、壇上からの質問は終わります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 11番、湯田秀春議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、ふるさと納税の対応策に関する１点目、どのようなＰＲ活動を考えているかとのお

ただしがございましたが、この件につきましては、先ほど12番議員の一般質問にお答えをいた

しましたので、内容としては現在検討中であるということでご理解いただきたいと思います。 

 次に、２点目、使途のメニューはどのように考えているかとのおただしでございますが、ま

だ具体的な事業メニューは決定しておりませんが、南会津町全体の事業メニューと旧町村単位

での事業メニューを組み合わせながら、寄附者の思いを大切にした特色のある事業に、今後組

み立てを進めていきたい、こう考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、３点目でありますが、寄附者への御礼の具体的なメニューについておただしがござい

ました。一部の自治体では、御礼品として地元特産品等を贈るなど、過剰なふるさと納税の争

奪戦を展開しているやに見受けられるものがございますが、過日開催されました県の担当者会

議の中でも、ふるさと納税の本来の目的を考えて、節度ある御礼のあり方が求められたところ

でございます。 

 当町では、いただいた寄附金がどのように地域活性化に生かされているのを十分に伝えなが

ら、ふるさと納税を通して寄附者と住民間の双方向型の交流から、地域の活性化につなげてい

ければ大変よい、このように方向性を今見出しているところでございます。 

 次に、今後のごみ処理対策に関する１点目、ごみ処理広域化会津ブロック検討会の地域計画

に参画しない主な原因とその理由についてのおただしがございましたが、南会津方部としては、

費用負担の考え方の中で、計画内人口とごみの排出量が１割にすぎない南会津郡の４町村が、

２割近くの費用を負担するという事務局案に対して、合意に至らなかったことが原因の最も大

きなものと考えております。 

 なお、会津は一つとの理念のもとで、検討会長の会津若松市長に調整を求めたところであり

ますが、納得のいく合意点には現在至らなかったと、こういう経緯がございます。 

 次に、２点目、会津広域での構想にかわる対応策についておただしがございました。 

 一般家庭を初めとして、日々発生するごみやし尿の適正処理処分については、廃棄物の処理
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及び清掃に関する法律において、市町村が責任を持って担うということが定められております。

住民の安心を確保するためには、長期的な廃棄物処理計画が必要であることから、本町では郡

内の３町村と連携をし、会津広域の構想にかわる南会津地域一般廃棄物処理計画の策定準備に

着手をいたしました。本計画は、これまでの広域化計画を白紙に戻して策定するものではなく

て、会津広域事務局との情報交換を継続しながら、将来的なつながりも視野に入れて、広域計

画の南会津版的な位置づけで今後策定作業を進める予定にしております。 

 次に、３点目、最終処分場の必要性に関してでございますが、おただしのとおり市町村が行

う一般廃棄物処理につきましては、その収集運搬から最終処分までの一連の処理を、自区域内

で完結できる体制整備が必要であります。県内を見ましても、南会津郡４町村以外は、最終処

分場を有し、自区域内処理を実施している現状において、県外への民間委託を恒常的に継続す

ることは、なかなか容易でない、このようにも考えております。 

 この件につきましては、本町単独の課題ではございませんので、南会津郡４町村の共通課題

として受けとめさせていただきまして、先ほどの南会津地域一般廃棄物処理計画策定業務にお

いて検討を進めてまいりたい、このように考えております。 

 次に、農地・水・環境保全向上対策事業に関してでございますが、平成21年度に新規地区の

受け付けが認められ、地区からの要望があった場合に実施する考えがあるか、こういうおただ

しでございますが、この制度は事業主体が集落であるため、集落における事務的な対応の負担

が大きいことや、一たん事業が採択されると、５年間の事業継続が義務づけられること、また

国が示す指針に基づいて活動しなければならないこと、さらに本事業は事業主体となる集落が

会計実地検査の受検対象であり、受検に際しての事業実施集落に係る事務的な対応の負担が大

きいなどを考慮いたしまして、町といたしましては、本事業については実施せずに、本事業の

多くを補完し得るものとして、平成19年度より集落維持発展支援事業を創設して、それぞれの

地域の課題解決に対応しているところでございます。 

 なお、本事業に係る事務量につきましては、国への提出書類については簡略化をされており

ますが、事業主体として作成整理しておくべき書類が簡略化されたものではない、このように

聞いております。 

 このような事情から、平成21年度の本事業に対する取り組みについては、今後のこの制度の

改正等の状況を見守りながら対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解いただきたい

と思います。 

 次に、農事組合の予算に関して、見直す考えはあるかとのおただしがございました。 
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 各地区の農事組合が、これまで生産調整を初め町の農業施策の進展に協力をされ、また地域

において、集落営農の推進にその役割を果たしてきたことは、十分に承知をしているところで

あります。 

 本町における農事組合の現状は、農業を取り巻く状況や社会情勢の変化の中で、それぞれの

農事組合ごとに、その状況やあり方が変わってきており、補助金の交付のみでは解決できない

課題も内在しているものと思われます。 

 また、これまで町主導で推進しておりました転作を初めとした水田営農は、平成19年度に農

業関係者で組織する南会津地域水田農業推進協議会が設立されたことにより、ＪＡが中心的な

役割を果たすことになりました。このことにより、これまで町から農事組合へ依頼しておりま

した諸業務は、大部分がさきの協議会のほうに移行されたところであります。 

 これらのことを踏まえまして、町全体の各種団体に対する補助金交付の考え方の中で、運営

費として各農事組合に対する一律の補助金交付は適切ではないのではないかと、このようなと

ころで判断をしたところであります。 

 町といたしましては、農事組合は農家の方々が主体的に組織し、集落営農を推進する農業者

組織であると認識しており、集落の力、地域の力を高めていくことが求められている中で、農

業分野を担う組織であると考えておりますが、これにつきましては、地域農業を振興し、さら

には集落力を高めていくため、農事組合の活動も含めまして、集落の組織体制について、それ

ぞれの事情に応じた支援をしていく、このような制度のことについても、今後検討してまいり

たいと考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきましたが、具体的事項につきましては、

担当課長に答弁させますので、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは、針生小学校と檜沢小学校の統合に関してお答えします。 

 針生小学校と檜沢小学校の統合に関しまして、どのような計画になっているかとのおただし

でありますが、平成19年７月の教育委員会定例会において、南会津町立小・中学校統合実施基

本計画を策定いたしました。この計画において、針生小学校と檜沢小学校との統合の目標時期

を、平成23年４月１日としているところであり、統合後の学校の位置は、現在の檜沢小学校と

する計画内容であります。 

 また、地区住民、保護者への周知をどのようにするのかとのおただしでありますが、この計

画の推進に当たりましては、行政、学校はもとより、ＰＴＡ、それから地域関係者が心を一つ
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にし、新しいまちづくり、新しい学校づくりを進めるという認識を共有しながら、一体となっ

て取り組むことが必要であると考えているところであります。 

 こうしたことから、針生小学校統合に関する懇談会を立ち上げ、第１回懇談会を本年２月21

日に開催し、これまでの教育委員会定例会において決定した内容をお知らせし、ご協力をお願

いしたところであります。 

 以上、具体的事項につきましては、担当課長から答弁させますので、よろしくお願いいたし

ます。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 まず、ふるさと納税のほうで、先ほど12番議員が大分やりましたの

で、６月の末を目途にいろいろ考えているということなので、私なりに、取り入れてもらえる

かどうかわかりませんが、提言をしてみたいなというふうに思います。 

 私もこのことに関しましては、あっちこっちの市町村、県の段階までですけれども、いろい

ろ調べてまいりました。その中で、やはりもし自分が都会へ行って、そして我がふるさとを思

うときに、どういうふうな形にしたらお金を出すだろうなと、これを考えました。 

 先ほどもちらっと言いました。やはり自分のふるさとはいつまでも同じような状況であって

ほしいなと、これをまず考えるだろうなということで、やはりふるさとの景観がそのままで、

帰ってきましたら、田んぼがない、荒れていたと、こういうのも嫌でしょうし、それから南会

津が合併して、湿原、これは今度は国立公園にもなりましたけれども、この湿原、特に田代山、

駒止湿原など４つの湿原を、やはり守っていくということは、ＣＯ２削減にもなって、非常に

重要だろうと思うんです。だから、メニューにこれを挙げておくと、多分ここにやってくるの

ではないかなというのが１つ。 

 それから、私がちらっと言いましたが、やはり恐らく高齢者で、特に特老とかそういったと

ころに入っている人もいると思うんです。それでやはり心が痛むと思います。ですから、先ほ

ど言いましたように、石原さんに払うよりは、この南会津町に払って、何とか介護とか地域福

祉のほうに使ってくれよという人がいると思います。ですから、これが２つ目ですね。 

 それから、３つ目としては、やはり学校教育とか図書とかスポーツ活動にという人もいるか

と思います。 

 それで、これは私の独断と偏見でございますが、やはりこのＣＯ２削減というのは今非常に

叫ばれております。ここで突飛なことかもしれませんが、風力発電の基金としてもお願いした
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い。これはこの前の一般質問で言いました。取り上げてもらえるかどうかは、当局のほうで考

えていただきたい。 

 これはどういうことかというと、寄附をやった人がずっと寄附をやって、そしてそのお金が

ぐるぐる風に回って電気を起こして、都会に持っていってくれるんですよ。投資なんですよ。

ですから、使ってなくなるものではないですから、そういう投資の一部というふうにとらえて、

しかもＣＯ２削減だということをやって、こういうふうにお願いしたいなと。そして最後に、

町長お任せというのを設けてやる、こういうをお願いしたいなということでございます。 

 それから、先ほど言いましたが、寄附してくれた人を準町民とか特別町民とかという形で、

ずっと長い間大事にしていく。つながりを持つと。何かイベントのとき、やまなみ泊覧会もあ

る、そういうときにも通知が出せるように。それはふるさと会とも通じるかもしれないけれど

も、ふるさと会は先ほど聞いたら700人だと。みんなふるさと会に入っているとは思いません

ので、ですから先ほど12番議員が言われたように、そこの家から、例えば私なら私の息子だと

か兄弟に言うようにはします。だけれども、やはり何らかの形で、つながりを持つような工夫

をお願いしたいということでございます。 

 それから、今度は御礼だね。5,000円というのは、町長、私が言っているのは、東京に納め

る２万円をそっくり持ってきて同じように感じるには、その5,000円がやはりネックなんです

よ。その5,000円は、それで争うとかなんかではなくて、5,000円をやることによって、同じ

なんですよ。東京に納めるのなら、こっちに納めると、こういうことなんですよ。 

 そこで、私も必死になって考えてきました。全国のをいろいろ見ますと、確かにそういうふ

るさと特産品というのが多いです。そうすると、これも一部よそからいただいたのと、あと自

分らのほうでアレンジしたわけですね。というのは、米ですよね。これ３キロぐらいなんです。

そして米の前に感謝として、町長、準町民として認定しますとかいう、地元の木でつくったこ

ういうのをやるとか、それからこれお酒ですよ。これ実は副議長のところから、ちょっと拝借

したやつなんですけれども、これ花泉。そして今はアスパラなんですよ。これ余りよくないけ

れども、しなびてしまったけれども、これゆうべ入れたから。このアスパラとか、そしてこれ

リンドウね。これ大宅さんに怒られてしまうけれども、リンドウのつもり。こうやって、そし

てみそなんて、これはいいんだけれども。それからこういうところに、民報新聞なんかを入れ

てやるといいんだね。広報でもいい。そしてあと鼻薬として、こういうのをやると喜ぶんです

よ。それで秋だったらイガグリとか稲穂なんかをやると、ありがたがる。 

 こういった形でやって、そしてお礼をすると。それは4,000円分でいいですよ。1,000円は
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やってくれた人の手数料を上げる。そうすると向こうから寄附のお金をよこす、そうするとこ

っちでこういう酒だとか米だとか、少しでも売れるわけですから、悪いけれども、そういうふ

うに返して。 

 ここの町民は減っていくんですよ。だけれども、東京のほうからの準町民はふえていくと。

寄附してくれる人、要するに住民税はふえていくという、こういう仕掛けを、やっぱり一生懸

命やったほうがいいと思う。 

 おれは、先ほど言いましたように、佐賀の知事さんにびっくりしました。５月22日にこうい

うパンフレットまでやって、そして中身見たら、インターネットからでも郵便局からでも何で

もいいように、しかも御礼まで書いてあって、こういうふうにして本気になってみずからやっ

ている。あの姿勢、やはりこれがおれは大事だろうなと思います。これはいずれ、今は温度差

があるけれども、一生懸命やっているところとやってないところの差は、いずれ出てくると思

います。 

 ですから、ひとつそういうことで、よろしくお願いしたいなと思います。それから、南郷ト

マトと舘岩の赤カブを入れることも、南郷の人と、それから舘岩の人がいるからね、そういう

ことも入れて、このことについては終わります。このことについて、どのように考えているか、

ちょっとお伺いします。申しわけないです。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員が新しいふるさと納税にかける思いが、ひしひしと伝わってまいりました。今幾つかご

提案をいただきましたが、そのことについては、真摯に受けとめをさせていただきます。 

 実はまだ具体的な手続等の準備はしていないんですが、既に実は申し込みがございます。し

かも匿名でお願いをしたいと、こういう方もいますので、そうするとその5,000円分を欲しい、

あるいは要らないと、こういうふうに言っている方もいるんですね。ですから、ここのところ

は、余り押しつけがましくならないように、少し考えていきたいなということもありますし、

またふるさと会もありますが、実は都市交流をしている友好都市関係がございますね。そうし

ますと、先ほどからおっしゃっているように、私どものほうに寄附をいただくと控除されるわ

けですね。そうするとその自治体には、現在住んでいる自治体の収入というか、それは減りま

すよね。そういうこともありますので、ここのところは、やはりその自治体のほうとの関係づ

くりも、少しは頭に置いて配慮していく、そんな中で構築をしていきたいというふうに思って

おります。 
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 いずれにいたしましても、ふるさと納税の趣旨をしっかり理解しながら、いただいた縁を深

いものにできるような、そんな仕組みを、あるいはそんなものづくりを考えていきたいと、こ

う思っておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 そういうことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、２番目に移ります。ごみ対策でございます。 

 これは２番議員が一番詳しく、一生懸命やっていると。私も引きずられて、ジークライトを

見てまいりました。それから田村広域行政組合でやっている最終処分場と溶融炉も見てまいり

ました。そこでびっくりしました。ということは、ジークライトの最終処分、最終処分という

のはああいうものかなとばかり思っていたのが、あそこに行って、極端に言えば体育館の床が

抜けたような感じ、そこに本当の最終的なやつをずっとやっていくと。環境を考える会ですか、

そこも行ったというふうに聞いております。これなら最終処分場と言われても、反対する人は

いないかなと私個人は思いました。ただ、最終処分場といえば、みんな何でも反対かもしれな

いけれども、あそこを見てきたら、そんなふうに思いました。 

 それから、話を聞いてきて感動したのは、私どももごみの分別をしました。そして私もごみ

を出しているんですけれども、そうしますとプラスチックのごみが非常に多くなりました。皆

さん方の家もそうだろうと思います。ただ、そこでは、プラスチックのを細かく、こういうふ

うに、プラスチックのやつを細かくしますと、こういうふうにして、これをフラフと言うそう

です。このフラフをやはり燃料に使っていまして、これで3,000万円ぐらい灯油代が浮いたと

いうようなことを言っておりました。これを細かくして、それをやっているということ。それ

で人口比が大体あそこの半分ぐらいなんですね。そうすると、もし仮にそっくり持っていって、

うちのほうでやれば、1,500万円ぐらい浮くのかなと、こんなふうに思いました。 

 それから、灰溶融炉、灰を溶融炉でこうやって、そして最後に出てきたやつ、これですけれ

ども、これがスラグというようなことを言っていまして、それでアスファルトとか、何かコン

クリートの材料に使うというようなことで、うまく出たごみを循環しているのかなと。そうい

ったところに感心してまいりました。 

 ですから、先ほど町長がいろいろ２番議員とのやりとりで、大分内容もわかりました。ただ、

私は、町長が２月18日だったかな、全員協議会で説明したのに、何かその後、全然議会に余り

ないから、どうなっているんだろうなと。それで、ちまたで聞くうわさから、いろいろと視察

したり何なりしましたら、大体のことがわかりました。 
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 私は、田村さんも、それからもう一つどこだったかな、あそこへ行ったら、私から言えば

100％の稼働には見えなかったんですね。何日か休んでいるものだから。やはりその辺をもう

少し会津で一つにして、そこのところだけ合同で使ったらいいんじゃないかなと私は思ってい

ます。町長はどういうふうに考えるかわかりませんが、でも日進月歩で変わっていますから、

もう少し見ながら検討したほうがいいというふうには思います。この件に関しては、答弁はい

いです。 

 それから、３番目は、町長、ね、意外と多いんですよ、農地・水・環境をやってほしいとい

うの。そして役場をやめた方が事務をやってもいいよという人もいるんです。そうすると、あ

る程度できるんじゃないかと。恐らく役場の職員に余り負担がかからないようにという条件つ

きなら、これやってもいいと思うんですけれども、再度その辺、お願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 どんな制度でも、やはり取り組みのできる人とできない人、あるいはぜひやりたい人といろ

いろいると思うんですね。私は、もし農地・水・環境の制度をやりたいというのであれば、集

落維持発展支援事業とどこが違うのかを、どこがマイナスなのか、どこが埋め合わせできない

のかを、ちょっとお知らせをしていただければ、その中で検討させていただきたい。 

 これは、議員もご存じだと思いますが、会計実地検査の対象事業ということは、２年間やっ

てみないと、大体今、会計実地検査のサイクルというのは２年ごとに来るんですね。これはし

てみないと何とも言えないんですが、私が農水省の関係者が説明に来たときに問い合わせした

ときには、それはもう全くノーコメントだったんですね。そういうことはないんだということ

はなかったんです。ですから、実地検査をまだやっていないんですよ、どこの地域も。 

 したがって、もし様子を見させていただくとすれば、その実地検査をクリアした段階でとい

うことになるのかなと、私なりには思っています。 

 ですから、ぜひ町独自の集落維持発展事業とどこが折り合いがつかないのかを、今後、私ど

ものほうも調査をさせていただきたい。もしその方を教えていただけるのであれば、ぜひ聞き

取りもしたいと、こう思っていますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 違いはどこかと、こういうふうに言われると、私なりに、当町は余

り財政が豊かでないと、これが１つあります。そしてこの農地・水・環境を例えば１反歩、10

アール当たりたしか4,400円になると思う。それでその4,400円の中身は、半分の2,200円が国
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からで、1,100円が県から、そして町が1,100円なんです。やはりスケールが町長の言ってい

るのと全然違うと思うんですよ。そうすると農家の例えば田んぼの面積がある、我がどこどこ

の集落は何ぼ何ぼある。そうするとそこにその4,400円の金額が来れば、かなりの金額になる

わけです。それでいろいろできることもあるからですね。それはその地区でどういうふうにや

るかわかりません。水路をやるか、あるいは堰のところを直すか、この際だからとかというの

で、何やるかわかりませんけれども。 

 だから、全然視点が違うんじゃないかなと思うんです。ただ、これをお互いに町長と私がや

り合っても仕方ないと思いますけれども、やはりいまだにこれをやってほしいという地区はご

ざいます。それを町長は、その後の会計検査をやったことはないんだと。それをやると、ただ

いまは心配だということがあるだろうとは思うから、これ何ぼ言っても平行線で行きますが、

よそではやっているわけです。よそを言うと怒られるかもしれませんけれども、下郷にしても

只見にしても。只見の場合は中山間の直接払い以外は、全部やっているというふうに聞いてい

ます。下郷も何カ所かやっているというふうに聞いていますから、ですから、私らのほうも、

これだけ広くなっているから、そういうところがあったら、やってもいいんじゃないかなと。

そして、もしどうしても町長が心配なところは、きっちりと、こういうところが心配だからき

ちんとやれよと、そういうふうに言えばいいんじゃないかなと私は思います。この辺は町長の

考えはわかりましたので、次に移ります。 

 ４番、農事組合の予算がゼロということで、これは今、町長の話をちょっと聞いたけれども、

町長、確かに転作関係のやつは、それは農業団体ということで、農協のほうに事務は行きまし

たよ。農事組合というのは違うんです。昔からあって、土手焼きやったりとかなんか、町長だ

ってわかるでしょう、小さいときからね。それは行政の、農協のもあるけれども、やはりいろ

いろな国だとか県のそういう農業政策の一番末端の組織として、非常に各地区にある重要なも

のですよ。そういう重要なところを、予算ゼロということは、もうその組織そのものを認めな

いという形にもとれてしまうんですよ。それは町長、違うだろうと言うんだけれども、やはり

それはないでしょうと私言っているわけ。苦しかったら苦しいなりに、厳しいけれども、この

ぐらいで我慢してくれないかというのと、予算ゼロでは全然違う。 

 ちなみに、課長さんにちょっとお伺いしたいけれども、過去３カ年の農事組合の連絡協議会

に出している補助金の金額を、18、19年と教えていただけますか。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 お答えをいたします。 
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 18年度、19年度ということでございますが、農事組合連絡協議会を通しまして、それぞれ

農事共済費として交付をしている額は、18年度につきましては、田島から南郷地域、４地域合

わせまして264万1,800円でございます。19年度につきましては、４地域の農事組合合わせま

して56万5,000円になっております。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 課長、18年は308万円ではないの。308万円と聞いているけれども。

ちょっと減ったけれども。 

 いずれにしても、平成18年にはそれだけの金額、そして去年は56万円、そしてことしはと

うとうゼロと、こういうことです。だから町のこれからの農業政策で、農事組合はもう必要と

しないんですか。どうなんです。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど最初の答弁でも申し上げましたが、必要とするかしないかという短絡的な問題ではな

くて、集落の力、この中には福祉の支え合い事業もあれば、さまざまな集落が持つ伝統とか、

あるいは教育とか、そういう地域が果たしてきた役割があります。その中に農事組合が、ひと

つ入っていくことはできないんだろうか。つまり合併する前に伊南地区で集落支援事業みたい

なものがございましたが、例えばそういうものと調整がつかないものか。集落のどの部分が弱

まってきていて、今後どの部分に手当てをすることが望ましいのか、これらを農事組合の今後

のあり方と一緒に考えようと、こういうことでございますので、そう短絡的に、そういう予算

がゼロだからなくすのか、要らないのかと、こういう議論にはならないのだろうと、こう思っ

ています。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 実は過般の議会報告会で、ある集落に行ったんです。そうしました

ら、やはりこの問題が出たわけです。私も薄々は感じておりましたけれども、やはり各農事組

合というのも、やり方はいろいろあるかもしれませんけれども、大概１月、中には４月という

こともあるんですけれども、そのときに必ず農事組合の集まり、総会があって、そこで農事組

合長、手当幾らとか会計手当何ぼという形でやるわけですよ。そのときは大体去年も町からこ

れくらい来たから、ではことしも来るなという形で、農事組合長の手当何ぼ、会計手当何ぼで

総会をやって、はい終わりと、こうなるわけです。ところが、町がそういうふうな形でだんだ

んなくなるものだから、ここ年々厳しくなって、それでとうとうゼロになっちゃった。そうす
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ると農事組合の総会そのものも、なかなか難しくなっている。 

 それで、私がお聞きしたいのは、18年は先ほど課長の答弁では264万円、私は308万円だと

思っているんですけれども、どっちが本当かわかりませんけれども、いずれにしても、そうい

う予算があった。18年とことしのゼロ、何がどう違うのかご説明を願います。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 お答えをいたします。 

 その前に、先ほど18年度、308万円と議員のお話がありましたが、17年度の私の手元のデー

タでありますと、300万円からのお金になっておりますので、17年度の交付金額ではなかろう

かと思われます。 

 それで、今ほどの質問でございますが、現在、運営費的なことにつきましては、町長から答

弁をされておりますけれども、水田農業推進協議会からの部分につきましては、先ほど町長答

弁にもございましたように、19年度からＪＡを中心とする組織に変わってきたということで、

これらの現地確認等の協力者への日当につきましては、そちらの水田農業推進協議会からの交

付ということに変わってございます。 

 また、事業の内容等に対する農地組合の運営費的な部分につきましては、18年度、組合一律

平均平等割といいますか、それと戸数割、あと19年度につきましては組合一律ということで、

その出し方についても変わってきておりますけれども、この間、農事組合と町との関係につい

て、業務的なことにつきましても調査をしてきております。19年度につきましては、町からの

依頼文書について、年５回程度というようなことになっておりました。そのような実質的な業

務の部分を含めまして、交付金の部分についても検討してきたという経過でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 そちらのほうの転作、そっちのほうと、水田農業のほうとは、もう

これは質が違うんですよ。だから今、自民党の中でも町村官房長官だったかな、世界的に見て

食料が今不足しているから、米はつくるべきだと。そうしたら同じ自民党の中でも、国内だけ

で見ると、いやいやそんなにいっぱいつくってもらうと、米の値段が下がるから困るんだとい

うことで、大体同じ与党である自民党の中でも、そういう状況なんですね。これがどういうふ

うに展開していくか、これからわかりませんけれども、いずれ国のほうで食料増産だとか何か

といったときに、いずれにしても末端の農事組合を経由して農家のほうにやらないと、今のと

ころはなかなか難しいんですよ。ですから、この組織をやはりゼロとすることはいけないので

はないかと思います。 
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 私は要望しておきます。補正で、ぜひとも昨年並みぐらいは充てていただきたいということ

をお願いしたいと思います。これは要望です。 

 次に移ります。それから５番、針生小と檜沢小の統合について教育長さんにお伺いしたいと

思います。 

 私が言っているのは、２月21日に針生地区でお話ししたと。とりあえずそのときは、針生地

区でどういう人を対象に、どういうふうな話をしたのか、もう一度お願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 学校教育課長。 

○斎藤友一学校教育課長 教育長ということでございましたが、私の方からお答えをいたした

いと思います。 

 ２月21日に懇談会ということで、区長を初め区の役員の方、それから監査委員の方、ＰＴＡ

会長、学年委員長、青年代表、地元町議会議員、針生小学校長など33名の方に委嘱申し上げま

して、25名の出席を得まして、統合の計画の内容につきまして報告をしたところでございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 ２月にやった、それはやることは大いにいいですよ。私は、やはり

檜沢地区のほうにも、統合するというのだから、相手があることですから、相手のほうにも、

やはりそういう話があってしかるべきではないかと、こう思うんですが、どうお考えですか。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答えいたします。 

 全くそのとおりでございます。檜沢地区のほうにも考えてございますが、今のところいわゆ

る統合をされるほうといいますか、実際、学校がなくなるほうに、最初はまずお話をしておい

て、そして今後、檜沢小学校学区のほうにも、針生小学校学区と同じように委員会を立ち上げ

まして、そして委嘱して、それから進めていきたいと。そして最終的には、両方の委員会が合

同でできるような形をつくっていきたいというふうに今のところ考えているところでございま

すので、ご理解ください。お願いします。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 だから、教育長さん、針生で２月21日にやったらね、やはりそう長

く置かないで、檜沢のほうにも話をして、こういう話というのは、すぐ伝わるわけですから。

いつそういう話があるのかなと、こう思うわけですから。しかも２月でしょう。学校が始まる

のは４月からですから、そうすると私も檜沢地区の住民ですよ。そうしますと、今、どちらも

子供の数が少ないんだわ。そうするといろいろなスポーツでも何でも、ある程度の人数を編成
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しないと、なかなかできないというようなやつもあるんですよ。これは学校の中身で、申しわ

けないけれども、具体的にはそうなんです。そうすると、やはり針生と檜沢のほうで、今まで

も呼びかけて一緒にチームをつくってやるかとか、こういうこともあると思うんです。ですか

ら、そういうのが針生地区だけがあって片方がないと、ぎくしゃくする。ですから、決して反

対するとかそういう意味ではなくて、やはりそういう計画があるのだったら、もうぱっぱっと

進めるほうがいいのではないかなと。 

 実はこれ取り上げるつもりは全然なかったんだけれども、いつになったら、そういう話があ

るのかなと、こんなふうに思ったものですから、質問いたしました。 

 いずれにしても、教育長さん、今後はそういう形で、もう議会で発表しましたから、当然も

う公になったというふうにして、これから進んでいくかと思います。合併というのはいろいろ

問題があるかもしれませんけれども、スムーズにいくよう、私らも協力したいと思いますので、

どうかよろしくお願いしたいと、こんなふうに思います。 

 残り５分という立て看板がありましたので、私はこれで質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、11番、湯田秀春君の一般質問を終わります。 

 上衣の着衣を願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 

○渡部康吉議長 以上で、本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明19日は午前10時より開議し、一般質問を行います。 

 本日はご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ４時３５分 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。 

 本日は大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程はお手元にご配付のとおりであります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎一般質問 

○渡部康吉議長 日程第１、一般質問を行います。 

 順序に従いまして、順次発言を許します。 

 なお、質問に当たりましては、会議規則第55条ただし書きの規定により、質問の回数が３回

を超えることを許可し、同規則第56条の規定により、その発言時間を60分に制限することに

いたしますので、その趣旨は簡潔、明確に質問されるよう、ご協力方よろしくお願い申し上げ

ます。 

 大変暑くなるようですので、上衣の脱衣を許可します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 大 宅 宗 吉 議員 

○渡部康吉議長 それでは、９番、大宅宗吉君の登壇を許します。 

 ９番、大宅宗吉君。 

○９番 大宅宗吉議員 おはようございます。 
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 私からは、河川の整備とその活用についてに、１件、町長の答弁を求める質問をさせていた

だきます。 

 南会津町には、皆さんご存じのように西部地区を流れる舘岩川、桧枝岐川、伊南川、そして

東部地区には阿賀川とそれぞれの支流があります。人とのかかわり方も時代の変遷とともに少

しずつ変化して、その人との関係は、現在では少し希薄なものになってきているような感じが

いたします。 

 しかし、南会津町にとっては、多くの山々とともに郷土を流れる川は日本海に注ぐ阿賀野川

の源流として、下流へきれいな水を供給する責務と自然環境の保全と動植物の生態系を守り、

作物を育て、人々を憩うなど大事な機能があります。これら川を人々がもっともっと親しめ、

かつ安全できれいな河川として整備していくことが大事であると考えます。 

 最近の気象の傾向を見ますと、思いもよらない局地的な集中豪雨に見舞われたり、想定を絶

する災害が起こったりこのようなことをしばしば耳にします。ふだんの心がけを怠ってはいけ

ないと思います。人に優しい河川の整備をして、南会津の振興に役立てることが大切であると

思いますので、以下のとおりお伺いいたします。 

 まず最初に、危険箇所と防災対策についてでありますが、河川の洪水対策として、堤防等も

大分整備されてきましたが、町内にはまだまだ防災対策の必要な場所があります。町はこれら

の危険箇所の状況を地域からの要望等を含め、どのように調査、把握をされ、その対応と対策

を考えておられるのか伺います。 

 ２つ目、最近は川の整備も環境等に配慮されたり、住民との接点として川への出入りなどの

ために階段などの設置をしたり、整備がなされている箇所もあります。しかし、階段等だけで

は健常者にはいいのですが、どなたでも川に出入りして楽しむというような状況ではございま

せん。優しい川として、車いす等でも水辺まで行かれるような道路があればよいと考えます。

気軽に川まで行きまして、川に親しむことができるような整備をする考えはないか伺います。 

 ３つ目、河川の水量も減少して流れの面積が減った分、ヤナギなどが繁茂して川の景観もと

ころによっては見苦しくなったり、また、これら樹木が繁茂することによって、洪水のときな

ど防災上の問題となっているところもあるように思います。 

 また、絶滅危惧種ともいわれるユビソヤナギもこれら河川の中に多数見られますが、きちん

とした整備と保全が必要と思います。場所によっては、間伐や整地などをして、夏場の河川を

利用した水のセラピーとして人の憩いの場としての提供ができるのではないかと考えます。町

はユビソヤナギの状況をどのように把握されているか、また、ほとんど放置されているような
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状況への対応は、どのように考えておられるのか伺います。 

 ４つ目、現在、アユは冷水病などの問題がありまして、一時大盛況だった時代は遠い夢のよ

うな気がいたします。アユ釣り客も減少して地域としても深刻な問題であります。これら原因

の究明と打開策を図っていかなければなりません。 

 また、その他のハヤやカジカなど魚類の確保も課題であり、渓流ではイワナやヤマメの放流

など一部実施している地区もありますが、特区などを設けまして、これらの確保を実施されて

はどうかと思いますが、水産資源の確保と対策について伺います。 

 最後に、５つ目、美しいふるさとづくり、川の景観、自然保護と保全などごみの持ち帰り運

動等外来者に対して積極的な啓蒙活動が必要と思いますが、その対策を伺いたいと思います。 

 一見、川面は遠くから見るときれいなようでありますが、いざ近づいて見るとやはり問題が

あると思いますので、特に、南会津町は看板等など少ないような気がいたしますので、皆さん

の協力を得ながら、観光を主体とする南会津といたしましても、そういう運動をされたらどう

かと考えますので、この点について伺います。 

 以上、５点についてお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ９番、大宅宗吉議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、河川の整備とその活用に関する１点目、危険箇所の調査、把握とその対応はという

おただしがございました。 

 町では県の協力のもとで、年に２回河川砂防施設の安全施設点検により危険箇所の調査を実

施してきております。 

 また、大雨や出水時にはパトロールを行い、危険が生じた場合の速やかな対応に努めてきて

いるところであります。地域からの危険箇所の報告につきましても、現地を調査し、速やかな

対応に努めているところであります。 

 次に、２点目、親しみやすい川の整備と利活用のおただしでございますが、河川の整備及び

利活用につきましては、本町の自然や景観を考慮し、交流や学習の場としての整備が図られる

ように地域及び関係機関との連携により親しみやすい川の改修整備についても、今後も継続的

に県に要望してまいりたい、このように考えているところであります。 

 次に、３点目、ユビソヤナギに関してのおただしがございましたが、ユビソヤナギは環境省

のレッドデータブックで近い将来絶滅の危険性が高い希少植物に指定されております。民間団

体である只見の「自然に学ぶ会」が平成14年から平成19年までの間に調査を行いました。只
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見川合流部から桧枝岐川までの区間に約2,000本のユビソヤナギが自生している、このように

確認をされておるところであります。その対応につきましては、分布域のほとんどが伊南川を

中心とする県管理河川区域内でありますので、現在のところ工事等による伐採は厳しく制限さ

れていると聞いております。 

 次に、４点目、水産資源の確保と対策に関してのおただしでありますが、河川は水産資源の

器であると同時に河川自体が水産資源であり、川の生き物や特性を生かした河川の活用は、交

流人口の拡大と地域活性化へもつながるものと考えております。この南会津町が誇れる水産資

源を有効に活用し、後世まで残していくための対策といたしましては、生活排水の浄化や自然

に優しい護岸の整備が必要であると考えておりますので、今後も地域及び関係団体からの意見

をいただきながら、触れ合いのある川づくりについて、県とともに推進してまいりたい、この

ように考えております。 

 次に、５点目、自然保護の見地から利用者に対しての積極的な啓蒙活動が必要である、こう

いうおただしがございましたが、私も９番議員のご認識と同様でございます。南会津町では阿

賀川、伊南川の源流の町として美しい自然環境を舞台に多くの釣り人や観光客を受け入れてお

ります。 

 しかし、一方では、これら自然の中にも心ない一部の利用者が投棄したと思われるごみの散

乱が見受けられます。これらの散乱ごみは放置すればさらに新たなごみがふえることから、町

内全域での河川クリーンアップ作戦やご理解ある方々のボランティア活動等で定期的に撤去し

ている現状にございますが、最終的には利用者一人一人の意識の問題である、このように考え

ております。本町では昨年度環境基本条例を制定し、今年度においては、数値目標を含めた環

境基本計画の策定を予定していることから、滞在者も対象として町ぐるみでの啓蒙活動が展開

できるよう効果的な取り組みを推進してまいりたい、このように考えておりますので、ご理解

をいただきたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項については、担当課長に答弁させますので、

よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 ９番、大宅宗吉君。 

○９番 大宅宗吉議員 それでは、何点か再質問させていただきます。 

 まず最初に、危険箇所の防災対策ということでございますけれども、今、町長から県との協

議の上、年２回、そして点検して調査していると。それから、地区との危険箇所の要望もあり、

それらも調査しているということがありましたけれども、実は、私も所感ですから、余りここ
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の点を強く言うのも何ですけれども、場所によっては、本当に早急にやらなきゃならない場所、

それからやるがためには、今、農業用水とか、その水利を利用していて、そこら辺のその辺と

の関係でちょっと改良がなかなか厳しいのかなと。例えば、河川と農地の絡みとか、そういう

ような事業の中で、そういう両方をまたぐような箇所があるわけでございますけれども、その

ような具体的な対策は検討されているのか、また、そういう箇所が何カ所くらい町内にあるの

か、お伺いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 ただいまの河川の改修といいますか、整備の中で河川側の建設事務所、さらには農地側の農

林事務所等々でどちらかがという場所が確かに場所としてございます。 

 しかしながら、そういった危険箇所等については、県においては、両事務所の協議の中でこ

れは農地債、これは河川債というような形で対応することとなっております。 

 また、２点目にございました危険箇所の掌握でありますけれども、町側がそれぞれの地域か

ら要望等の情報もいただきながら、その都度危険箇所については建設事務所、さらには農地事

務所のほうに連絡をとりまして、その都度直ちに現地調査ということで対応しているところで

ございます。 

 それから、件数については、現時点では掌握しておりません。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ９番、大宅宗吉君。 

○９番 大宅宗吉議員 そのそれぞれの地元といたしましては、やはりそういう問題がある箇

所は、やはり先ほども申しましたように最近の気象の例なんか見ますと、いつ本当にその部分

だけ集中豪雨があるとか、そういうことが結構あるんですよ。最近では、南郷地区の中小屋の

あの小さな沢が土砂流で出てきたり、きららの前のそうです。そういう局所的なそういうこと

もあります。ですから、地域としてはそれが結構重大な課題になっている例があるもんですか

ら、そこは早急な対策、対応をされることを望みます。 

 それから、これをだんだんやってしまうと範囲が広くなってしまうんですけれども、もう一

つは、水産資源の確保、魚の生息の水の浄化というか、そういう意味では、先ほど町長も下水

の生活雑廃水の件も言われましたけれども、やはりずっと問題になっているのは、坪入山、伊

南地区なんですけれども、坪入山、あそこの山腹の崩壊とか、崩落とか、それから見えるとこ

ろでは小立岩の向かいの山の崩落なんかが、本当に顕著にわかるわけですけれども、あそこの
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地区でも大雨なんかが降りますと、かなり伊南川沿いの地区で雨が降らなくても、あそこで降

ると濁ってくるんですよ。そうすると、やはり魚の生息とか何かに影響があると、そういうこ

とも言われていますものですから、そういう対策も強く県のほうに要望しながら、一層進めて

いったらどうかなと、こう考えるわけでございます。そういうわけですので、町も真剣にその

辺は取り組んでいただきたいなと、こう思います。 

 それから、これは町がやっていただくというような考えは先ほど言われましたから、それは

それでいいんですが、２つ目です。一番気になるのはここなんです。川が以前は私らが小さい

ころ、子供たちが、今はプールがありますから、むしろ、川は危険だというような認識がある

というか、そういうことで近づきにくくなっている。むしろ、都会から来た子供たちのほうが

周りの人たちと一緒に遊んでいるというような風景をよく見かけるんですけれども、やはり地

元の子供たちも親しめるような川づくりが必要じゃないかと、そう考えます。 

 そこで、阿賀川沿いには、何カ所か河川敷を利用したびわのかげのような公園がありますけ

れども、あれはちょっと趣旨が違うと思うんですね。川に親しむというよりも、河川を利用し

た公園的なもの、そうじゃなくて、実際に水辺まで行って遊べるような川の整備というものが

必要じゃないかなと思うわけです。伊南川沿いなんかでは、階段とかそういうのを設置しまし

て、河辺まで行けるようにはなっていますけれども、足腰の丈夫な人は行けますけれども、車

いすとか、小さな子供たちが行くにはちょっと不自由だと、そういうような点で、実際に川に

行ってメダカをとったり、小さな魚をとったり、水辺で遊んだり、そういう川の整備が必要で

はないかなと。これは、地区の要望と、町から挙げていけば県はやると言っているんです。 

 ですから、実際にできているところは、またいろいろあるでしょうけれども、できてないと

ころがどういうところであって、そういう可能なところであれば、ユビソヤナギの件もありま

すけれども、そういうのを整備して、整地して、そこまで車で行って、そこで夏の日陰なんか、

そういうところで家族みんなで休めるとか、そういうような場所の整備なんかも必要ではない

かと、そうすれば観光客も車で行って、そういうところに行って楽しめる、そういう川の整備

をされたらどうかなと思いますけれども、その点について、もう一度、町長、答弁をお願いし

ます。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 先ほど危険箇所の話もありましたので、このことについても、ちょっと触れておきたいと思

いますが、多分、先ほど建設課長が言ったのは、現在、この場所にはそういう危険箇所の状況
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の把握のデータはないという意味であって、これは、管理者である県はきちっと持っています。

そして、それは町でも真剣にといいますか、真剣にやっていますから、それは、地域連携室と

いうのがございます。 

 したがいまして、これまでは河川は建設事務所、それから農地は農林事務所ということの垣

根を越えて、それぞれの集落の人たちが生活で困っているもの、あるいは危険を感じているも

の、こういったものについては、それぞれの部署を越えて、しかも町が中心となって、その対

応をしていこうと、こういう仕組みになっていますので、ただ、データ的な資料とか何かとい

うのは、管理者である県が基本的に管理をしておりますから、それは、逐次こちらのほうから

要望を出すなり、打ち合わせをするなりして入手することはできます。 

 したがいまして、その問題の箇所についての把握は、十分に私は管理者として県が掌握して

いる、こう理解しておりますし、その箇所が当町に関するものについては、当然私のほうにも

お知らせ情報が入っていますので、そのことについては、今後、いわゆる河川なり、それから

農地なり、その領域ごとにリストをつくっておくと、こういうことは今後必要だと思っており

ます。 

 それから、水産資源の確保の関係ですね、坪入山については、既に国有林なんですね。国有

林がもう調査に入って工事の計画まで進んでいます。私も国有林であるので、きちっとお願い

に行ってまいりました。そして、地元の小立岩のあるいは大原の方たちも一緒にそれは要望し

ていますし、要望が現在通って、前山については調査が済んで工事に入っています。ですから、

これらについては、しっかり私は真剣に町は対応していると、こんな認識を持っておりますの

で、ご理解をいただきたいと思います。 

 それから、親水に関するお話ですが、これも、これまでのお話の中でもありましたけれども、

すべて町が何か河川の調査をして、河川の親水の箇所を選んで、そこに何かをするというもの

ではなくて、実は舘岩の漁協ではもう既に始めています。そして、その舘岩の漁協の計画書が

出てきた時点で、私のほうでは大変いいことだということで、助成金もそこにお上げをしてお

りますし、今後、親水をするためのいわゆる河川に入る道づくり、こういったものが必要にな

ってくれば、これはまた県と協議をして、河川管理者と協議をしてやっていこうということで、

いわゆる現場で暮らす人が、こうあったらいいねという提案がやはり私は基本的にあってもい

いのではないだろうかと、そういうことを全体的に今度町は見て、ここにやるならこちらのほ

うもいいんじゃないか、あるいは危険性はないのか、どうだろう、こういう総合的な判断を町

はしていくべき、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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○渡部康吉議長 ９番、大宅宗吉君。 

○９番 大宅宗吉議員 私はちょっと地域が主体的になるということそのものが、やはり町が

呼び水をやる、そういうことも大事だと、そういう意味なんですよ。だから、町が主体的にや

れとか、そういうことじゃなくて、地域と話し合いながら、町がそういう誘導をしたらどうで

すか、そういう意味なんです。当然、地区が要望しないことを上からやりますなんて言っても、

なかなかこれは地域の事情もあるでしょうし、それはそれで協力してやると、そういうことが

大事だと思って、そういう意味合いで言いました。 

 県は、地区から挙がってきたことを町を通して言ってくださいと言っているんです。ですか

ら、当然地区の人たちが自主的にやるということが大事な要素だということはわかりますけれ

ども、そういう呼び水をやるのもやはり町の一つの仕事ではないかなと、私はこう思って言い

ました。ですから、その点、町としてその地区のその状況を把握したらどうかというのも、そ

ういう意味ですので、どうかその辺は誤解のないようにお願いします。 

 それから、この河川の利用の中でいろいろ見てみますと、最近は、私も実際現場は見てない

んですけれども、カヌーなんかで下った形跡も、そういうものもあるみたいですね。ですから、

みんな伊南川の見方なんかは、むしろそういう都会の人たちというのかな、そういう利用の仕

方は逆に先行しているというか、そういう部分があるものですから、そういう意味でもっと入

りやすい、車で行ってカヌーでも何でもつけられるようなそういう河川の整備がやはり必要で

はないかなと、そう思います。 

 それから、もう一つ、これはちょっと舘岩地区の例なんですけれども、舘岩地区には舘岩川

に乗り込みの道路があったんですよ。何なのかなと思ったら、火災のときの防火水槽になるわ

けですね。川に入れて、そこから消火するんだと、それは、地区内の中の水源がうまく確保で

きないから、一つの方法としてそういうこともやっていると。あるいは、他の地区でもそうい

う箇所があれば、そういう利用の方法もあるんじゃないか、ですから、冬場はちょっといろい

ろ問題があるかもしれませんけれども、防火水槽をあちこちそういうつくることも大事ですけ

れども、そういう地域の調査をされて、そういう道路の計画もされたらどうかなと、あわせて、

そしたら効果的じゃないかなと、そう考えます。 

 それから、あともう一つ、今いろいろ河川の出入り口がストレートに入れなくても、入り口

なんかに駐車場の整備、あるところもあるんですが、やはりそういう箇所にも余地を見つけて、

駐車場とかそういう整備もされたらどうかなと思います。特に、蛇岩の辺なんかされています

けれども、やはりあそこも本当に急ながけがあるんで、その反対側からもまた見られるような、
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反対側もまた乗り入れ可能なような状況になっているんです。ですから、そういう箇所の調査

もされて、そして、地区と話し合いながら、町がやはりそういうリードをしなければならない

部分もあると思うので、そういう点をされたらどうかなと、こう考えます。 

 ユビソヤナギの件です。これは、結構あるんですよ、2,000本という調査、本数、約2,000

本と今、町長言われましたけれども、調べればそんなもんかなと私は思って聞きましたけれど

も、実は、実際どういうものかというと、わかりやすく言うと、大経木になるようなのがユビ

ソヤナギらしいんです。細く出るのはネコヤナギとかそういうヤナギらしいんですが、でも、

これ、昔は結構まないたとか何かで使っていたから、結構切ったのかもしれませんけれども、

今はもう川の中に放置されているんです。ですから、実際洪水の原因にも、流木なんかが来て、

川の流れが変わったときに堤防の低いところに水がどっと来る可能性が現実あるんです。です

から、これは、県のほうにきちんと要望して、絶滅危惧種はわかっていますけれども、そうい

う整備をされるような要望をされたら、先ほどのあれじゃないけれども、地区の話も聞き入れ

ながら、そうされたらいかがかと思うんですが、その点について答弁をお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 １つ誘導というお話があった、誘導は私はしていると思っているんですね。これほど誘導し

ている自治体はあるだろうかと思うぐらい誘導しています。それは、支所は支所中心に、本庁

は本庁中心に発展支援事業の説明、それから新しい制度についても説明をする、あるいはまた

財政係までその説明会に行って、こういう理由立て、こういうことであれば、暮らしに直結す

る、そういうものについては、提案をどしどししていただきたい。ただ、その思いを話するだ

けで私はいいと思うんですよ、地域の人たちは。その思いを形にしていくものが、いわゆる私

たちの仕事だと思いますから、そういう意味では地域協議会を含めて、この誘導の作業は南会

津町は、かなり私は評価されていると、こういうふうに認識をしております。 

 それから、防火水槽についてですが、これも、やはり先ほど議員がおっしゃったように水利

の実態を一番よく知っている方々から、ご提案をいただければその時点で現地に入ります。入

りながら、さらに先ほど申し上げたように、例えばここの防火水槽としての道をつくった場合

に、危険性がどれほど予想されるのかとか、例えば２、３日前にさいたま自然の家の子供が行

方不明になりました。そういうところまで、やはり子供たちが交流をするときには考えなけれ

ばなりません。そういうことも全体的に考えて、町はその対策なり事業の推進をすると、こう

いうことで考えておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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 それから、ユビソヤナギについては、これは私が得た情報では、只見の実際にマーカーをし

て、調査をされた方から直接お話を聞いたので、2,000本という数字は、私としては非常に信

憑性の高い数字だろうと、こういうふうに思っております。そんな中で、彼らの話ですと、こ

こについては、余り人工的に手を加えてほしくないんだと、こういう意見でありました。しか

し、議員がおっしゃるようにそれが水害の原因になったりすることは、これはやはり避けなけ

ればなりませんから、この実態調査については、今後しっかりと県のほうに上げて対応を進め

ていきたい、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ９番、大宅宗吉君。 

○９番 大宅宗吉議員 ユビソヤナギの件は、実は地区からもあのヤナギどうにかならないか

と、そういう話が実際にあるんです。確かに、河川敷、河川も一時広くした部分があったり、

そのままだったりで河川の整備もいろいろな地区があるんですね、特に伊南川沿いですけれど

も。そうしますと、ところによっては広くなっている、そういう中にヤナギが本当にはびこっ

てしまっているので、対岸も見えなければ川面も見えない、中に入るのも大変だと、アユ釣り

客が来ても、魚を入れる缶を持ったり、いろいろな道具を持ったりして川まで行くのが大変だ

と。ですから、せっかく釣り客を呼んだり、観光客を呼んだりするのにその整備がされないと、

来たはいいけれども、現場に行きにくいんだと、楽しみにくいだと、そういう声もありますの

で、ぜひともこれは県のほうと協議しながら進めていただきたい、そう思うわけです。 

 それから、魚の生態ですけれども、阿賀川にも伊南川にも舘岩川にも、農業用水を取水する

ために堰堤というものがあるんですよね。その堰堤があるがために魚の往来ができない、上流、

下流の。大きな魚はできるみたいなんですけれども、現実には魚はいないわけではない、いな

いわけではないだと。ところが、小さな魚、これが洪水とか何かで下流に押し流されてしまう

と上流に行きようがないんだと。ですから、堰堤を改修して魚道をつくったらどうかという話

もあるんです。そういうそれに対しての考えをお伺いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 まず、ユビソヤナギの件につきましては、そういう地元からの声があるとすれば、ぜひ只見

町を中心とした調査をした方々ともう一回懇談する場を設けながら、今後、その対応について

協議をしていきたいと。 

 まして、これについては、今、アユ釣りの客というお話もありましたので、漁協の関係者と

も話を詰めていきたいと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 
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 それから、魚の生態として、堰堤あるいは帯工として、これは水害を防ぐあるいは農業用水

としてその河川の水を引き込むと、こういう関係で河川に設置した場所がございます。これら

については、具体的に田島地域の話をしますと、長野向かいのところに帯工があって、倉楢堰

という取水口がございますが、この帯工があることで魚の往来がない、非常に砂利が堆積をし

て、いわゆる本流さえなくなってきている、こういう話が東部漁協のほうから、私どものほう

に要望がありましたので、私のほうと下郷町のほうで協議をさせていただいて、漁協も含めて

県のほうに帯工を撤去するという方法をできないだろうか、こういう話を今進めております。

それで、今現在のところ、倉楢堰に引き込む湧水といいますか、農業用水用の堰が、今度はこ

ちらのほうは農業関係なものですから、それの調整ができれば可能性はあると。前向きに今県

のほうで検討をさせてもらっております。 

 それから、魚道の話でありますが、魚道も、これも人間がつくった魚道というのは、なかな

か漁協の人たちにすると十分でないと、こういうふうな話もあるんですね。ですから、災害を

考えながら、しかも自然な河川の状態がどうあるべきなのか。 

 そしてまた、その河川から生活に取水をする、そういう立場からも物を考えていかなければ

いかん、いずれにいたしましても、一度つくったらそれで終わりではないという観点から、大

事な河川、いわゆる水産資源を今後交流の事業に役立てていくという意味では、大事な課題だ

と思いますので積極的に取り組んでいきたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ９番、大宅宗吉君。 

○９番 大宅宗吉議員 いろいろ質問させていただきましたけれども、やはり川を一番地元の

人が使いやすい川にするということが南会津町を訪れた人もやはり使いやすくなると、そうい

うことですので、県のほうも車で乗り入れるような道路が必要であれば県はやります。それは、

地域からの要望が必要です。こういうことでありますので、ぜひ地域の人たちと話し合いを持

ちまして、町を通してそういう要望を実現させていきたいと、いかれたいと思いますので、よ

ろしくお願いします。 

 河川の持つ役割は、人々の生活にとってとても大切なものです。時には災害を招くことがあ

りますけれども、川を通じて環境の保全や地域づくり、そして地区の観光資源として利活用し、

また、源流としてきれいな水を下流に供給する義務があります。そういうわけで、先ほど下水

道というか、生活雑廃水のお話もされましたけれども、その点になお留意されまして、源流の

町として責任のある川への触れ合いの仕方をしていかなければならないと考えますので、今後

とも一層の努力をお願いいたしまして、私の一般質問を終わります。 
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 どうもありがとうございました。 

○渡部康吉議長 以上で、９番、大宅宗吉君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 星   光 久 議員 

○渡部康吉議長 次に、７番、星光久君の登壇を許します。 

 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 おはようございます。 

 今度の質問については前回と全く同じと、そういうことで、なかなかやはり先に進まないも

のだから、再度、質問したいと思いますので、よろしくお願いします。 

 今度の分も含めて３つなんですが、今、すぐにも問題になっている、けさ来るときも猿が出

たから早く来てくれなんて言われて、猿が出たといったって、今議会から行かれないと言った

ら、議会をすぐ終わらせて来いなんて言われてしまって、これはやめられないから、そういう

ことで、本当に切実な願いというか、６番議員のうちなんかは、毎日毎日猿に逆にねらってい

るような形で、母ちゃんも父ちゃんも謝ってるなんていうような形で、毎日猿退治やっている

んだけれども、何とも減らないというか、逆にふえていくぐらいの格好でないかなと、こう思

うんだけれども、そういうことで捕獲隊も毎週毎週、８週ぐらい毎週やっているんだけれども、

なかなかやはり早くて、向こうからねらっているような形で、行くと逃げていくし、区の人た

ちは、何だ今ごろいないとき来てなんて怒られてくるのが精いっぱいというような現状であり

ます。そういうことで、町としても対策は相当しているんだけれども、かなりやはり難しいと

いうか、そういうことで、やはりおりでとるのが一番いいのではないかなと思っているんだけ

れども、今、町でもおりを備えつけて、結構ちょっとずつは入っているんだけれども、ふえる

のには追いつかないというような流れが本当ではないかと思う。 

 そういうことで、やはり各地区に１つぐらいずつおりをつくらないと、本当に難しい問題だ

なと思っているんだけれども、それも、福島あたりだと10匹ぐらい入ると戸が閉まるようなお

りもあるし、田島方で使っているのは小さいのだけども、１匹入ると落ちたり、一緒に仲間を

いっとせ、また２、３匹かかったり、そういうような型だけれども、だれかもし発明を、こう

いうことをしたらいいのではないかというような発明があったら、ぜひ教えてもらいたいなと、

こう思っているわけです。そういうことで、今はこれ中身出したものだから、このとおり読み
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ますが、猿やクマによる農産物などの被害が非常に多く、例年にも漏れなく発生しております。

今後、どのように対応されるのか、我々も含めて、その手段等について伺いたいと思います。

よろしくお願いします。 

 それから、２つ目、国民年金の問題、前回も出したんですが、60歳にならないとこういうね

んきん特別便というのが、たしか来ないと、これによって、あっているか、あってないかとい

う、この中の文句もいいんだよな、あなた様の年金加入記録をお届けします。漏れや間違いが

あるかもしれませんなんて、あるかもしれませんでなくて、漏れや間違いばかりなんだ。そう

いうことで、悩んでいる人はそこなんです。 

 本当にやはり年寄りの人も含めて、おれも、社会保険庁へ押しかけて３回ばかり行ってきた

けれども、どういう対応をするかというと、そうしたら、おれは10時ごろ行ったら、70番の

受け付け、そして、いざ、どういうことですかと言うから、受け付けして順番来たから、あれ

したら、こういうことです、それはおまえのことかよなんて言われて、おれのことではないけ

れども、そうしたら受け付けはだめですからと言われて、いろんな書類が中に入っているのを

もらってきたけれども、そういうことで、普通５時間待って二、三分の対応、これ、わからな

い人が行くんだから、証明を持ってこい、本当に記録があるんだったら領収書を持ってこい、

そういう形で領収書か証明がないとだめ。それでごせやげで帰ってきた人が、何をするんだろ

うな、こういう特別便が来たけれども、社会保険庁へ行ってもだめだと、それならということ

で、特別便の電話案内に電話すると慰めに回答欄にそこに働いていましたと書いて出しみなさ

いと、そうするとすぐ返ってくるんですかと言うと、少なくとも何十万件あるから、３、４年

はかかるだろうと、その話、それが、大体気休め。社会保険庁へ直接行くと、何ていうか、証

明がないと本当に受け付けにならない、おれも、これ、委任状を持っていったんだけれども、

委任状だけでは証明がないからと、単なる用足しに行ってだめ。そういうことで１日200人ぐ

らい若松の保険庁でいるそうなんですが、大体四、五時間待って、わからないから行くんだか

ら、二、三分で終わって、また来て悩んで何しようかという、広報が出てから、27件ばかり相

談があったけれども、そういうことで、気休めぐらいにはなったけれども、何の解決にもなら

ないのが、これ、現状で、本当に60歳にならないうち、ちゃんとやはり職場、もらったらきち

んと証明をもらっておかないと、後になってからではだめだから、田島でも相当ないところあ

るから、そういうことでだめだ、本当に大変だ。 

 そういうことで、町にお願いしたいのは、そういうことも含めて、相談者がいっぱい来るか

ら、この前も町長から丁寧に受給者の身になって、相談に応じますというような形であるんで
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すが、本当に各自治体では、各自治体までいかない、自治体によっては機械を入れたり、基礎

番号制で出てくるような機械を設置して、相談に応じているような自治体もありますので、そ

の辺も含めてよろしくお願いしたいと思います。 

 それから、３つ目、荒海中学校の、また同じあれしかしないなんて言われるんだけれども、

今度は何とか解決をしたいなと思って本当にここに立ったんだけれども、なかなかこれまた難

しいのではと思っているんだけれども、これについては、広報に出ている監査委員からも指摘

があって、法的な手段によって解決したらいいではないかというような指摘もございますので、

その辺も含めて、よろしくお願いしたいと思います。 

 以上、演壇から終わります。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ７番、星光久議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、猿やクマなどの被害に対する対策についてのおただしがございましたが、猿やクマ

などについては、農作物への被害は生産量の減少ばかりでなくて、生産者の生産意欲の低下を

招くなど本町の農業振興あるいは生きがいづくりを図る上で大変大きな問題であると、このよ

うに認識をしております。 

 主な対策といたしましては、これまでは捕獲を中心に行ってまいりましたが、許可が下りる

までに時間を要するなどなかなか思うような効果が得られなかったのが現状でありますので、

年間を通して、猿の個体数を調整できるニホンザル保護管理計画を昨年11月に策定をいたしま

した。本年度も４月から計画的な捕獲をお願いしているところでございます。 

 また、猿被害防止対策につきましては、捕獲だけではなくて、地域的な取り組みによる対策

が大変重要であることから、地域や個人が行う具体的な対策の支援として、猿被害防止対策に

係る補助制度を新たに創設し、これまで４地域において、猿被害防止対策会議を開催し、本制

度の周知を図っているところでございます。 

 さらには、地域的な取り組みを行うモデル地区として３地区を設定し、追い払い対策の組織

づくりや防護さくの設置などの複合的な具体策を展開するためそれぞれの地区と協議を重ねて

いるところでございます。 

 また、猿被害防止対策は地区住民の方々の共通認識を形成し、組織的な取り組みを実践して

いくことが重要でありますので、この６月24日には西部地区において、専門家を招いての講習

会を開催することとしております。 

 一方、クマなどに対する被害防止対策といたしましては、今後も捕獲を中心とした対策とな
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ることから、今年度においては有害鳥獣捕獲隊に対する支援の強化を図るとともに地区単位に

おける取り組みの強化と捕獲隊との連携を進め、町による支援が有効に機能する体制を整え、

きめ細やかな対応を展開してまいりたいと、このように考えておりますので、ご理解をいただ

きたいと思います。 

 次に、国民年金の支給に関する相談件数と未解決の件数についてのおただしがございました。

12番議員にお答えをいたしましたとおり、３月から５月までに町が窓口及び電話で受けた国民

年金に関する相談は、約720件であります。このうち納付記録や厚生年金加入期間等に関して

の相談、問い合わせなど町で対応できない内容については、その都度、会津若松社会保険事務

所に問い合わせをして解決をしてまいりました。 

 また、内容が複雑な相談につきましては、会津若松社会保険事務所の相談窓口や会津田島ふ

れあいステーションプラザにおける出張相談を紹介するなどしております。 

 したがいまして、社会保険事務所での未解決の件数は、把握しておりませんが、本町窓口に

おける未解決の相談はございません。 

 以上、町長に求められました答弁とさせていただきますが、具体的事項につきましては、担

当課長に答弁させますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 私からは、荒海中学校用地問題についてお答えします。 

 荒海中学校用地問題に関しまして、最終決断をというおただしでありますが、以前にも答弁

申し上げましたが、相手方が主張する総体的な土地問題の解決から、学校用地問題を切り離し

て解決することで交渉を進めてまいりました。しかし、これまで相手方の気持ちを酌みながら

真摯に交渉を重ねてまいりましたが、肝心な点になると以前からの主張に逆戻りし、他の土地

問を含めた話になってしまうという繰り返しであり、交渉に前進が期待できないと判断せざる

を得ない局面となりつつあります。 

 したがいまして、解決の方法として、今後話し合いのほかに法的手段への方法を検討し、混

乱の少ない解決策を見出していきたいと考えておりますので、ご理解をお願いします。 

 以上、具体的事項につきましては、担当課長から答弁させますので、よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 今、町長からクマと国民年金事情の前回もあったんですが、どういう

質問になるか、これ、わからないんだけども、整備の件でいくと、藤生地区と小塩地区、幅50

メーターぐらいで森林組合に委託したか何だか、どういう事業の内容かわからないけれども、
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結構がーっと道端のわきにずっと結構長くなってきれいに整備された、そこに出るか出ないか、

まだきれいだから、出ないか出るかはわからないんだけれども、そこの分については、今、声

を聞けないから、出たという声が、小塩とあれで、別なところでは。小塩と藤生、同じ場所な

んだけれども、やはり来ないところ、来たところ畑がないから出ないのか、わからないけれど

も、そういうことで、その部分がやはり出てないみたいな、ずっと歩いてての傾向なんです。

そういうことで、あの整備事業、聞いてみたら、後やめるみたいなことを聞いたんだけれども、

本当にやめてしまうんですか、町長でないとわからない、そういうことで、農林課長あたりの

ほうがわかるか何だかわからないですが、どういう事業だったのか、やはりあれは続けてもら

いたい一つの事業ではないかなと、雇用にもなるし、やはり整備もできるし、非常にみんな喜

んでいるというか、そういうことで、ひとつよろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 お答えいたします。 

 ただいまの議員のおただしの件でございますが、森林整備につきましては、今年度の猿の対

策に伴います地域の説明会、川衣地区にお伺いしたときにも、そのようなご提案、ご要望が出

されました。それで、森林整備をしながら、猿が来ない環境づくりを進めるという観点で、今

後につきましても、森林整備、いろいろなメニューがございますが、猿対策という観点だけで

はなくて、全体的な森林整備事業を活用しながら、それぞれの地区で対応できる事業展開を模

索をしていきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 この事業は森林環境税を使わせてもらったんですね。ご存じのように森林環境税をいわゆる

地域の実情において採択をするという事業は、第三者委員会でその審査をして決定をするんで

すね。この第三者委員会が実は、私は県の農林水産部のほうに申し上げているのには、大いに

問題ありだと、こういうふうに言っています。それは、なぜかといいますと、こういう事業は

継続しないと議員がおただしのように効果が出ないというものがあります。あるいは、ある一

定の広さがないとそれもまた効果がないということがあるんですが、十分にそこのところは、

その申請の段階で伝えてあるはずなんですが、なかなかその思いに任せない審査結果になって

しまうということもあります。 

 したがいまして、今、私のほうでいわゆる道路沿線型の森林整備と林産事業、つまりストッ
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クヤードとの関係でありますが、これを始めました。これをできるだけ今までは森林整備だけ

で、森林整備した林産資源については現場に置いてきたんですが、その中から利用できるもの

は極力ストックヤードに運び出そう、そこにも運搬経費の一部を補助をしていこう、こういう

仕組みにしましたので、これをもし森林環境税がこの後使えないということになれば、町独自

でこの政策を進めていきたい。しかし、林野庁が今言った事業に非常に関心を持っていますの

で、多分、予定では、ことしの秋に私どものほうの様子を見に来るということも言っておられ

ますので、それらとつなげながら、いわゆる国の補助事業になるかならないかわかりませんが、

そこまで提案をしていきたい、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 そういうことで、いろいろ工夫はしているんだけれども、なかなか大

変だと。あと、そっちのほうも続けて、引き続き荒海地区にも、どこでも町内に、そういうと

ころはいっぱいあるから、森林環境税でも何でもいいから、そういうやつでやはり整備してい

くと、そういう形でやってもらわないと、本当にやはり毎日６番議員のうちへ行くと、毎日ね

らえるというんだけども、本当に出た。電線の上から小便引っかけられちゃうぐらいして、そ

のぐらいやはり猿が賢くなっている、ずるくなっているというか、そして、普通行くとき、ち

ょいちょい行くけれども、うまく向こうから先にねらって逃げられちゃって、帽子を反対にか

ぶったり、服を反対に着たりして趣向を変えていくだけで目立って、逃げられちゃうんだけれ

ども、そういう形で本当にやはり大変だなと思うんだけれども、そういうことで、やはり常日

ごろ毎日いつでもとれる体制、おりをもうちょっと町で無理だったら県のほうに要望して、お

りの捕獲が一番手っ取り早いというか、受注なんかも、大体中身はわかるんだけれども、そう

いう形で、本当に鉄砲を個人で持っていって、いざ撃とうと思うと、猿のほうが速くて全然撃

てない、そして、なおさら今、草が長くて見えないもんだから、そういうことで、おりの箇所

を多くする、つける考え、これがあるかないか、よろしく頼みます。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 具体的な例を幾つか挙げていただいて、その被害のひどさというのは私どものほうに十分伝

わってまいりました。どうしてもその現場にいないと、その被害の実態を体感できないところ

があるんですね。 

 しかし、私が先ほど申し上げたように、作物のいわゆる収量が減るということも大事なんで

すが、生きがいを持って楽しみにして、いわゆる農地、いわゆる農作物にかかわっている人た
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ちがいる、これが強いて言えば健康管理にもつながっているんですね。ですから、ここのとこ

ろは中途半端な対応はすべきでないと、こう思いますので、現場の捕獲隊の方々が有効な手段

としておりが考えられるということであれば、その方向でぜひ前向きに検討していきますので、

具体的にどういうおりで、例えば移動するものでしょうから、移動の便利性とか、そういった

機能性のものをぜひご提示いただければありがたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 そういうことで、おりについては、今、荒海地区で１つかけているの

は、軽自動車につけて、ちょいっと持っていけるぐらいの２メーターの１メーターぐらいの猿

だと昼時だと10匹でも20匹でも入るんだけれども、１匹でかかったり、集団で来て、間違っ

て二、三匹でかかったり、そういうこともあるからバーに上がると落ちてしまうんだけれど

も、そういうやつは福島あたりだと10匹以上上がらないと、50キロぐらい以上上がらないと

落ちないバーもあるそうなんです。福島の人から聞くと、これではちょっと軽いかななんて、

言われたんだけれども、そういう形でなかなかおりの規格というのが、余りこれだというのは

ないようで、そういうことで、そこらもやはり工夫の対象。 

 それで、24日に西部に来ると、今、町長が言ったけれども、それはどういう形の人が来るん

だか、ぜひ、これ、聞きに行きたいと思っているし、今、野菜、食の安全と言って、中国野菜

は食わないから、おれら一生懸命つくったら、猿にみんな食われてしまえば、それこそ中国ど

ころじゃないなんて騒いでいるんだけれども、本当に手当たり次第、もとはジャガイモぐらい

しか、今はネギでよし、ニンニクでよし、そしてナスなんかならないのは、みんな折っていく

の、みんなで50匹も100匹も来るから遊んで折るんだな、そういうことで、本当に農家の害と

いうのは、本当に大変な害なものですから、そういうことで、よりよい何かあったら欲しいな

ということであれしているんですが、その辺ひとつよろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 農林課長。 

○角田 厚農林課長 お答えいたします。 

 ６月24日の講習会の件のおただしの件ですが、会場については伊南地域ということで、伊南

の支所または会館を予定しております。講師については、福島県の農業総合センターの主任研

究員の方をお願いするという段取りで進めているところでございます。時間について、手元に

資料を持ってきておりませんので、なお、このことにつきましては、各回覧で出しております

ので、ごらんいただけるかと思いますが、後ほどお知らせさせていただきます。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 
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○７番 星 光久議員 猿の件は、余りやっても明快な対策なんていうものもないし、お互い

に協力していかなくてはいけないと思うんだけども、そういうことで、町独自で大変だったら、

県のほうにも働きかけて、予算をもらうようにして、そういうことで、協働でやったらいいの

ではないかとこう思うわけで、そういうことで、猿のほうも、これからも随時研究を含めて、

よろしくお願いしたいと思います。 

 それから、年金の問題で、きのう12番議員も年金についてただしたんですが、実際、やはり

大変だというか、難しい、難しいのは何でだろうと、持っていくんだから、簡単にはいかない

と思うんだけれども、やはり全然記録のないのは受け付けにならんということで、この前、荒

海の人でいたのは、７年間抜けてしまって、何をしようと思ったって、元勤めているところは

ないということで行ったんだけれども、お払い箱、こういうのは何件もあるわけです。しよう

がなくて特急便をかけるんだけども、特急便は本当に顔が見えないものだから、電話で、本当

の心の気休めというか、回答書をそうやって書いて出してみてくださいと、そういうことで、

気が済むだろうぐらいの回答が入ってくるわけです。 

 そういうことで、桝添様が、大臣が出した手紙がこういうの書くそっちのてえは60歳超えな

いと、来ないからわからないんだけれども、中身は非常にいい、見て、ところがいざ問題にな

ると一切受け付けをしてくれないと、これが実態なんです。そういうことで、自治体によって

は案内も含めて、控えを入れて、基礎番号を入れるとぺらぺらと出るから、その中で質問した

り、相談したりして、応じている人もいるという、実際に田島の人も何件かあれしたりして、

知っている人もいたもんだから、田島でも何とか、そういう機械をここに置いて、だれかいな

いかなというような相談が来たものだから、きのうの12番の人は、特別室をつくって配置と言

ったけれども、それができなかったら、何とか機械でも借りて、そういう機械を入れればわか

るような対策ができないかと思っているわけなんです。 

 何しろ役場しか来ないといったら、社会保険庁へ来いと、それでなければプラザに来いと、

月１回来るというんだけれども、社会保険庁も南会津は４月は２回来た、８日と22日、あとは

５月、６月、７月は１回ずつ、13日、10日、15日、それから８月、９月、10月は休み、予約

がないと行かれないみたいな中身なんだ、行ってきた人が何でだと言ったら、何でだって言っ

たってしようがない、そういう日程なんですと言われるのはしようがないものだから、実際に、

我がほうの社会保険庁の現場が忙しくて間に合わないものだから出られないんじゃないかと思

っているんだけれども、そういうことで、なかなかやはり厳しい状況があるものだから、地元

の相談人に、やはり相談してくれないと、相談者というのはほとんど年寄りばかりだから、そ
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ういうことですので、何とか手を打ってもらいたいなと思っているわけなので、そういうこと

でよろしくお願いしたいと思います。 

 具体的にこうやりますなんていうのは、町としても取り扱っていないから、わからないんだ

けれども、本当にやはり大変なことで、もう一回、町長、そこら、何とか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 昨日、12番議員のときにもお答えを申し上げましたが、いわゆる国の事務だからということ

で、そういう事務の流れの中で対応するだけで、十分かと言われるとそうではない。 

 したがって、内容をよく分析してというお話がありましたので、直ちに分析作業に着手をし

て、とりあえず年金対策チームの編制をできるかどうか、この辺を十分考えながら、できれば

そういうチーム編制をして、不安を少しでも解消できるようにしていきたい。とりあえず、私

は、今、個人的に私のところに相談を持ち込まれた人もいるので、６月24日、実は休みをとり

ました。休みをとって一度社会保険事務所のほうの実態を見てこようと、そう思っております

ので、それらの機会に何とか、今、議員がおっしゃったような不安を少しでも解消できるよう

なサポートといいますか、応対をできるように真剣に取り組みをさせていただきたいと、こう

思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 そういうことで、町長もそういうことですので、現場をぜひ見てもら

いたいと思います。そういうことで、ぜひ、何らかの対策を打って、町民に安心を与えるとい

うことでお願いして、本当に24日、今、言われたように町長だの副町長だのというと、向こう

はかしこまって対応して、結果なんてわからないんだけれども、そういうことで、ぜひ本当に

真剣に考えてくれと訴えてもらいたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 それから、３つ目の荒海地区の中学校の土地問題で、今、答弁なされたんですが、教育長、

これ、いつまで、どのぐらいのめどでやりたいと思っていますか、伺います。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答えいたします。 

 先ほど答弁申し上げましたとおり、できる限り早い時期にそういうこと、答弁申し上げたと

おり、話し合いのほかの方法、法的手段とかそういったものについても、できるだけ早くいろ

んな方法を使いまして、ぜひ解決していきたいというつもりでございます。いつまでというよ

うなことについては、きちんと今のところお答えできる段階でございませんので、相手がある
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ことですのでご理解ください。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 それで、何回も言っていることなんだけれども、やはり大変な中味、

これ百も承知しているんですが、そういうことで、一応交渉も毎年毎年少なくなっているよう

な気がするわけ。というのは、おれも何回なんてつけて聞いたわけではないけれども、監査委

員の指摘によると、18年は13回だと、19年は３回ということで、頓挫してるわけ。17年度は、

町長が本気になって、最初だから行ったのか何だかわからないんだけれども、22回行っている、

町長、22回。そういうことで、結構20年と落ちてきているものだから、教育長さんに任せて

しまったのかなと、こう思っているわけなんだけれども、そういうことで、実質、これ本当に

今やらないと、ただ、行って顔合わせをして、怒られて関の山、帰ってくるような状況ではな

いかと思う。そういうことで、もう一回、いつごろ、目安。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 お答え申し上げます。 

 ただいま町長が手を引いたんじゃないかみたいなことを言われましたけれども、そうじゃな

くて、行くときも、帰ってきてからも、町長さんのアドバイスを受けたり、報告をしたりして、

そして、その辺はそれまでどおりと同じようにやらせてもらっていますので、その辺をご理解

ください。 

 それから、あともう一度、期日についてということでございますが、やはり先ほど申し上げ

ましたとおり、相手があるものですから、なかなか期日を切ることはできませんので、とにか

く先ほどご質問があったとおり、監査委員のほうからも指摘を受けていますので、全力を挙げ

て取り組んでいきたいと思いますので、そこら辺はご理解ください。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま教育長がお答えをしたとおりなんでありますが、実は、真剣に本気でこの問題にか

かわりを持って解決をしようと思ったときに、私はここまでかかわりを持ってきて、必ずしも

その回数ではない、こういうふうに思いました。というのは、相手にも思いといいますか、気

持ちがありますから、相手が穏やかな気持ち、あるいは少し解決の糸口をつかもうと思ってい

るときに、こちらの言い分を言うとマイナスになる、これは、これまでやってきた経過で思い

ました。私もあそこに何回も行きましたけれども、お米をつくっているので、お米はほとんど



－１３２－ 

そこから買ってきました。そういう関係づくりをしながら、私としては、先ほど混乱のないと

いう教育長答弁がありましたが、仮に法的手段に訴えた場合でも、こちらの誠意がしっかりと

見える、そういう相手に配慮する部分も見える部分まで、私はいろいろと深く考えながらやっ

ていく必要があるだろうと。 

 しかし、それは、じゃいつまでということになると、非常に先のことですから、なかなか見

抜けないんですが、そうは言いながらも、やはりその相手方にこの辺がもう限界でしょうと、

こういう時期の示し方は、今後、していかなければならないと。それが具体的にいつになるか

というのは、実際にかかわりを持っている教育委員会、教育長のほうと十分協議をしながら、

今後詰めていくと、こういうことになるかと思いますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 この問題、運悪く町長になってから、教育長になってから、当事者だ

からしようがないけれども、運が悪いと言えば運が悪いというか、そういうことで、非常に大

変だと思います。そういうことで、大変だと思うんだけれども、やらなくてはならないのは、

やらなくてはならないと思います。それで、町長も、相手に気兼ねをしながら、向こうを怒ら

せてしまうとだめだからなんていうような態勢でいくとすれば、逆に、犬っ子と同じだ、犬だ

って、向こうが弱いと見れば強く出るんだし、こっちが強く出れば、犬だってしっぽを巻いて

引っ込むんだし、そういうことで、決断というのが教育長、できないもんだから、町長がする

しかおれはないと思う。それで、決断の年ではないかなと思うの、時期ではないかなと。 

 というのは、33年、34年かかっているわけだし、そういうことで、しまいに何もいらなく

なっちゃう、そんなことになりかねないと思うわけ。そういうことで、教育長は、決断はなか

なか難しいだろうから、おれは町長の決断でないかなと思う。そんなに銭も何もかからないと

思うの、ちゃんとした売り渡しもあるんだし、きちんとしたやつで、裁判費用をそれじゃおま

えが持つかと言ったら、それこそ折れるのではないかなと思うんだけれども、そこら辺、その

辺の探り、町長何て言ったかな、相手の気持ち。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 議員が、今、ご発言ありましたように三十数年のいわゆる道のりを経てきた、この間にいわ

ゆる当時の町長さんは、法的な手段に訴え、一定の結論を得たんですね。しかし、それを執行

しなかった、あるいは執行できなかった、こういうこともあるんです。ですから、30年間同じ

ことをしてきたのではなくて、30年間いろんな手を変え、あるいは相手の都合を考え、あるい
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はまた法的な手続をとりながらも執行できなかったと、こういうことですから、ここのところ

をやはり私の段階で解決することは願っておりますし、また、そういうふうにしたいとも思っ

ておりますが、これまでかかわってきた歴代の町長さん方のいわゆる思いが無にならないよう

なことも考えていかなければならないと思うんですね。 

 しかし、そうは言っても、それらの総合的な判断をどこでいつ下すかという問題になると非

常に彼一人の問題ではないんですね。そこの広野さんのご家族だけの問題でなくて、親戚とか、

あるいは息子さんとか、そういった関係も実はありますので、あるいはまた財産区との関係も

出てきますので、ここのところはやはり落ちつき場所といいますか、落ちつき時期というのを

しっかりと見きわめなければならない、しかし、それは先送りするつもりは全く私はありませ

んで、できれば自分の任期の中で、何とか一つの方向性を見つけたい、こう思っているのが、

現段階の本音でございます。ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 そこらは本当に三十数年も決まらないでいたから、すぐに決めろと言

ったって、大変だろうけれども、町長だって、16年、４年たってんだから、４年、４年たって

るし、そういうことを考えると、早く決めないと決まらなくなってしまう、40年も過ぎちゃっ

たなんていったら、これ決まらないよ、逆に、40年も土地、売ったって渡すことない、おれは

そういうようにやっていくようになってしまうだろうし、そういうように尾を引かぬように早

くやはり決断、来月末で決断するかとか、最低でも10月末で決断するかとか、町長、出ないか、

出ませんか、そういうことで。 

○渡部康吉議長 教育長。 

○横山恒廣教育長 町長のほうに決断というお話ございましたけれども、やはり先ほど町長が

申し上げましたとおり、いろんなことがございますので、早急に今、いつごろという目安はま

だつかないと思います。私も実を言うと、任期がございますので、任期の間に解決したいとい

うことで、今まで２年間頑張ってきました。あと、その間、やはり人と人とのつき合いという

形を私はとってきました。というのは、私は教育長として行くんだけれども、交渉に行くんだ

けれども、しかし、横山として、横山恒廣の見地という形でやりましょうやというようなこと

で、何回に一遍くらいお茶菓子を買っていったり、お茶を持っていったり、そのようなことも

して、これまでおつき合いをしていただいて、あるところまでいくといい線までいくんですが、

やはりそこが今度、限界がやはり出てくるということで、これまで来たわけで、先ほど申し上

げましたようにいろんなことが出てきましたので、もうそろそろとなりつつありますというと
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ころはそこなんです。ただ、なりつつありますけれども、じゃ一体いつまで、どのようにしろ

と、するかというようなことになってきますと、相手があったり、いろんなこれまでの今まで

のしがらみがございますので、簡単にはいかないということで、その辺については、ご理解い

ただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 今までは、担当領域と、担当部署ということで、これまで交渉したんですが、もし、議員が

そこまでおっしゃるんであれば、町長特命で適当な人を選んでお願いをして、一つの決断の道

を探ると、こういうこともあるのかもしれませんので、そのときにはご協力いただければあり

がたいと思います。 

○渡部康吉議長 ７番、星光久君。 

○７番 星 光久議員 そういうことでありますので、早期解決を願うものであります。そう

いうことで、私の質問を終わります。 

 ありがとうございました。 

○渡部康吉議長 以上で、７番、星光久君の一般質問を終わります。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩といたします。 

 

休憩 午前１１時２５分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎発言の申し出 

○渡部康吉議長 ここで、農林課長より発言したい旨の申し入れがされておりますので、これ

を許可します。 

 農林課長。 
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○角田 厚農林課長 ７番議員の一般質問の中でおただしのありました猿被害防止対策講習会

の件でございますが、６月24日、午後１時30分から午後４時まで、伊南総合支所で開催する

ことといたしております。ご理解をお願いいたします。 

○渡部康吉議長 ただいまの説明のとおり、研修会の日時についてご了承願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 馬 場 信 作 議員 

○渡部康吉議長 次に、４番、馬場信作君の登壇を許します。 

 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ４番、馬場信作です。 

 通告に従い、一般質問をいたします。 

 最初の合併については、私もたびたび伺っておるんですが、２年を経過した現在、合併とい

う大きな事業あるいは時間のかかる事業でございますが、一つの区切りという形で質問して、

また、少しずつ形が見えてきたその姿を明らかにしていきたいと思います。 

 合併による変革は、あるいは改革は、非常に広範囲な事業であります。政治や社会の変革に

対応しながら、その都度検証をして成果や課題を町民に明らかにすべきではないかと考え、改

めて質問をいたします。 

 合併も２年を経過し、また、特例期間も残り８年を切りました。この２年間、合併の進捗は

どうなのか。あるいは地域が均衡ある発展をしているのか、また、合併の主要な根拠であった

地方分権社会に対応できる財政基盤の確立、効率的な行財政運営による経費削減、行政サービ

スの向上など合併の効果は本当に期待どおり進んでいるのか、多くの分野に関して、私は検証

が必要であると思いますけれども、今回は経費削減を含めた財政問題、それと行政サービスの

向上について取り上げてみました。合併初期の段階でも、私は評価や検証行い、この２年間で

見えてきた効果やあるいは新たに生じる課題を明らかにして、これから進むべき方向を検討す

べきと考え町長にお伺いいたします。 

 まず最初に、この激動あるいは変動の２年間を先頭に立って陣頭指揮、率いてこられました

町長としての所感をお伺いいたします。 

 次に、合併において最も期待された財政効果について伺います。 

 それぞれ旧４町村の厳しい財政事情の中、合併したわけですが、それによる人件費や報酬な
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ど各種経費の削減効果があったと思いますが、一体どれだけの効果があったのか、その金額は

幾らなのか、合併による経費削減の効果を伺います。 

 ちなみに、比較するのには16年、19年と書いておきましたが、17、18年が前年度のいろい

ろな駆け込みがあったでしょうし、あるいは18年度が途中から合併になりましたので、比較す

るには16年、19年の比較がいいのかなと思います。 

 次に、基本的な財政問題の次に、住民の生活に密着した行政サービスの向上については、こ

の２年間で一体どうなったか、その評価について伺います。 

 さらに、合併する前にはいろいろな心配あるいはいろいろな意見がありました。中央が栄え

て周辺が寂れるのではないか、そういう不安や心配、それが本当に解消されたのか、２年目で

はそこまではいかないにしろ、あるいはその方向、見出したのが示すことができるのか、それ

について、合併前のそれぞれの心配について、ある解決の方向が示すことができたのか、伺い

ます。 

 次に、モデル事業等の推進体制はということで伺います。 

 これは、町が県なり国なりにいろいろ提案、申請しました事業が相次いで認可なり、採択さ

れています。これから、その事業のそれぞれの成果を期待いたしますが、その中には、事業の

中には、公共交通の活性化及び再生事業について、あるいは子ども農村漁村交流プロジェクト

のモデル地域の指定、あるいは教育旅行の誘致もことしも行っております。頑張る地方応援プ

ログラム、国の新しい交付制度に乗って、頑張る地方応援プログラム事業もたくさん提案して、

たくさん採択されています。 

 あるいは、最近の映画撮影に見られた第20回生涯学習フェステバル事業において、県内で地

域事業を開催する２町村のうちの１つに我が南会津町も選定されております。あるいは、県の

地域づくり総合支援事業、いわゆるサポート事業、いろいろ内容を変えてサポート事業を行っ

ておりますが、これも各地域で採用、あるいはまだ審査中等と多くの事業が、この町において

採択あるいはこれから実施されようとしています。これは、町民の意識あるいは職員の意識、

努力もあることと思いますけれども、これから私は町のいろいろな分野の振興、発展に大いに

寄与すると期待しております。 

 そこで、最初の質問ですが、これらの事業が一体どういう分野に、これからどういうふうに

町の振興に貢献するのか、考えをお伺いいたします。 

 次に、事業を推進して、その成果を得るには地域の住民の協力、参加が必要であり重要と考

えます。いろいろな事業がたくさんありますけれども、採択された次の事業の内容、推進体制
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について伺います。 

 １つ目、地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づいて認定された事業。 

 ２つ目、３つの省庁の連携による事業である子ども農村漁村交流プロジェクト事業、これに

ついて、内容及び町の推進体制についてお伺いいたします。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 ４番、馬場信作議員のご質問にお答えをいたします。 

 初めに、合併２年の評価と検証に関する１点目の所感についてでございますが、平成20年３

月の第１回南会津町議会定例会において、お示しをいたしました町政施政方針のとおりであり

ますので、ごらんをいただきたいと思います。 

 次に、第２点目の財政効果についてのおただしでございますが、選挙執行に係る特殊な人件

費を除いた全会計の当初予算ベースで比較いたしますと約４億7,500万円、率にいたしまして

17.5％の人件費が削減されております。 

 なお、このうち報酬について申し上げますと約１億200万円で、35.7％の削減となっており

ます。 

 次に、３点目の行政サービスの向上につきましては、住民の自主的な参加意欲も高まってき

ており、総じて行政サービスの多様化が図られ、自立を目指す方向性に弾みがつきつつあるも

のと認識をしております。 

 次に、４点目の合併による住民不安の解消についてのおただしがございました。総合支援セ

ンター設立の過程の中でも検証し続けてまいりましたが、大きな不安の声は届いておりません

ので、これまでの取り組みに一定の評価はいただけたものと思っておりますが、今後も現場の

暮らしを大事にする考え方を基軸に町政を執行してまいります。 

 次に、モデル事業等の推進体制に関する１点目、町振興への事業の貢献度についておただし

がございました。 

 当然ながら、私は地域の課題解決のためあるいは都市部では解決できない問題に対処するた

め国や県、関係機関に対し積極的に事業提案を行っているところであり、今後もこのようなス

タイルを維持していく考えでございます。４番議員のおただしにありましたように幾つかの事

業につきましても、それぞれの目的は異なりますが、住民サービスの向上や地域経済波及効果

等が十分に期待され、ひいては地域課題の解決、町全体の活性化につながるものと確信をし、

事業採択へ向けた努力を行ってまいりました。こうした事業の採択や実行は、経済的な効果も
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さることながら、職員や関係する地域住民に積極的な姿勢が生まれ、これらの成功体験を積み

重ねることによって人材が育ち、さらに、組織の活性化や地域力の向上につながるものと思っ

ております。 

 次に、２点目、採択された事業の内容と推進体制に関するおただしでございますが、まず、

地域公共交通活性化及び再生に関する法律の認定事業につきましては、昨日、17番議員の質問

にお答えしたとおりですので、ご理解をいただきたいと思います。 

 また、子ども農村漁村交流プロジェクトにつきましては、一般行政報告書でもお知らせをい

たしましたが、学ぶ意欲や自立心、思いやりの心、規範意識などをはぐくみ力強い子供の成長

を支える教育活動として、全国の小学５年生を対象に農村漁村での長期宿泊体験活動を行うも

のであります。本町は、体制整備方受け入れモデル地域として指定を受け、今後は南会津農村

生活体験推進協議会を中心に関係団体の連携を強化しながら、受け入れ体制の充実を図ってま

いりますので、ご理解とご協力をお願いをいたします。 

 以上、お答えを申し上げましたが、具体的事項につきましては、担当課長に答弁させますの

で、よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 さきの行政報告の中で所感は述べてあるということですが、町長の活

動を見ていますと本当に町内、広い地域を小さな集まりから、それこそ大きなイベントまで走

り回っておられるんですが、その中で、やはりいろいろな地域性を感じられることもあると思

います。あるいは本当に地理的要因もあります。そういうことで、本当に広い町となった今、

そこで行う行政というものは、やはり本当に大変かなとは思うんですが、一番、私は本当にす

みずみまで出るのは町長かなと思いましたので、あえて所感ということで聞いたんですが、も

う一度、その辺、いろいろな会合、小さな会合、あるいはイベントに、新たな地域地域のイベ

ント、そういうものに参加あるいはそこでいろいろあいさつしたりしていると思いますが、そ

ういうところから感じる町の何ていいますか、合併した広い町の所感というものをお伺いいた

します。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 実は、町長がみずから合併旧４町村の集落あるいは団体等に出向いていっていると、これは

必ずしも私は望ましい形ではないんだろうと思います。それぞれ総合支所がありますし、そう

いう意味では、総合支所に配属された職員が適時適切に地域の実態に合わせたいわゆる現場の
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声を吸い上げながら、その地域の解決すべき課題に取り組んでいくと、こういう姿が望ましい

んだろうと思うんですが、たまたままだ２年を経過して、そんな中で、これまで合併と関係す

るものばかりではありませんが、これまで縦割り行政の中で、つくり上げてきた仕組みのその

仕組みのレールをただ歩むだけの職員の考え方ではいけない、ですから、私は先ほど申し上げ

たように当面町長がそういう行動パターンをとりますが、行く行くはそうではない形にしてい

くべきだろう、その中心となるのが、総合支援センターということになってくるんだろうと、

こういうふうに思っております。 

 その上で回ってみてどうかというおただしですが、私なりに感じていることは、地域の言っ

てみれば風土といいますか、いわゆる地域がずっとつくり上げてきた風土の違いというのは感

じます。どことは申しませんが、みずから何かをしようという意欲の高いところ、しかし、今

もってまだ役場にさえ言えばいいんだと、こういう思いを持っているところ、この違いは大変

大きいなと、こう感じております。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ぜひそういう感じられた中で、これからの合併は先の長い道でござい

ます。それがぜひいい方向にまたいくように、いろいろな政策なり、またいろいろな事業が出

てくるのかとも思いますし、ぜひ、早く合併という長期間ですが、一体性なり、公平性なり、

そういうものができるようにまた努力を、ここであえてお願いしておきます。 

 次、財政効果についてです。４億円、そのうち人件費とかありましたけれども、これは、こ

の効果というのは、一番合併によって期待された金銭的な意味では、直接的な目に見える効果

なんですが、これが、合併特例による算定外ということで、特例の10年間あるいは緩和措置を

含めたのを入れると15年ということになるかもしれませんが、旧町村の時代のその算定をその

まま算定外ということで持ってきて、いきなり一本算定はしないというその特例による効果が

あると思うんですが、今の話は交付金ですね、交付金額の話ですが、昨年、交付がこの金額で

あると、４億円であります。片や今度交付金のほうも、国から来る交付金も一本算定ではなく

て、算定外ということで、旧町村時代の交付金がほぼ、ほぼという意味はいろいろありますが、

来ると。経費は削減できる、片や交付金、交付税も、地方交付税もまだ一本算定になる前の特

例期間ですから、多目に来るという言い方ですか。削減の金額はわかったんですが、そこで、

交付金、交付税、地方交付税、これのちょっと違いを教えてほしいんですが、担当課長で結構

ですが、今現在２カ所に分かれている金額ともしも一本査定、15年後なり、緩和措置が終わっ

た15年後にはそうなるんですが、この場合、今現在ですね、一本査定の場合、金額と今現在の
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実際の交付額の差は、どのくらいになるのか教えてください。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 普通交付税のお話だと思いますので、平成20年度におきましては、まだ算定されておりませ

んので、平成19年度の数値で申し上げさせていただきますと、まず、一本算定の額でございま

すが、49億2,845万9,000円という数字でございます。これに対しまして、合併算定外の特例

での算定でございますが、58億3,082万1,000円ということでございまして、この差につきま

しては、約９億円ほど交付税のほうで合併による算定外に伴いまして、一定程度の優遇措置を

受けているということでございます。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 これが、いわゆる合併特例による、算定外による約10億ですね。片や

人件費と報酬等を含めた経費削減の効果も４億以上あると、合併という多少痛みはあるにしろ、

この財政優遇といいますか、効果を得るための合併でもあったわけですが、この金はどこに行

ったのかと、別に色はついていませんから、我々議員も１年間の特例から今回は22人になりま

した。9,000万近い削減がされたわけですが、そういう削減した効果が、町の行政施策にどこ

にいったのか、まだこれは一概には借金の返済もあるでしょうし、基金の積み立てもあります。

この辺の削減効果、あるいは交付税の増額効果というのは、どのように町の行政に生かされて

いるのかお伺いします。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 先ほど交付税の部分で９億円相当が合併に伴って優遇されているというようなお話をしまし

たが、実は、この９億円という数字を基本的には、合併する前の旧４町村単位の交付税の額を

保障するということでございますので、基本的に合併に伴ってふえている金額ではないんです

ね。経過しますと、合併算定外に伴っての優遇措置はあるものの平成16年度の４町村の普通交

付税の額、それと比較しますと、実は少しずつではありますが、若干落ちてはいるんですね。 

 したがいまして、この９億円がふえたということではございませんので、その辺はご理解い

ただきたいと、このように思います。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ふえた、確かにね、いずれいわゆる一本査定になるわけですね、10年
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後ないし緩和措置した15年後、それに向かってこの差額というのは、だんだん差額の差が小さ

くなってくると思いますが、しかし、有利な合併特例の期間中にこの今の財政基盤をしっかり

つくり上げるというのが、この特例期間だと思います。 

 あるいはまたそれによって、優遇された普通交付税がふえた、そして経費も削減されたとい

う、そういう合併による効果をいかに今度政策面あるいは住民サービスを含めたところに生か

すかという、私はそれが残りあと８年、８年を切った特例期間に私は重要な課題だと思います

が、こういういろいろ借金の返済、やることはいっぱいあると思います。あるいは今回も防災

無線の整備、それから統合保育所の整備、あるいは高速情報網の整備等々あるのかなと、それ

が答弁になってしまうとあれなんですが、一応、こういう合併特例による財源をこれからもど

ういう方向に使っていくのか、改めてお伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 ただいま総務課長から答弁をしましたように交付税全体は減っているんです。それで、それ

ぞれの４つの地域がこれまでに行政サービスをしてきたこと。あるいは行政が主体となって地

域の経済の底上げをしていこうと、そういう課題に向かって、どうしても削減できない経費が

あるわけですね。それを当面担保しようと、それが特例算定ですから、そこで結局合併算定替、

そのほかに合併補助金というのがございます。さらには合併特例債というのもあります。これ

らをもって防災行政無線とか、今、４町村が横並びになっていないものについて、少し起債も

起こしながら整備していこうと、こういうことでやっているわけですね。 

 議員おただしのようにこの合併特例期間中にいわゆる将来の負担をいかに軽減するか、いわ

ゆる行政経費を少なく、そして行政サービスは低下しないように、ここのところをここの中で

しっかりと構築していかなければならない、そのときにどちらかというと、今までやっていた

から、それもやれということになると、じゃそのことが将来のいわゆる合併特例期間が終わっ

た後の自治体の財政運営や行政サービスの低下に影響しないのかと、ここのところが、実は私

たちの思案のしどころですね。ですから、議員おただしのようにこれは絶えず１年ごとに検証

しながら、当面、合併した後のいわゆる公債が大変多いので、何とかこれを減らして、負担軽

減をしていこうというのが現在の姿勢であります。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 まだまだ県内における我が町の各種財政指数というものは、悪いほう

で言う下位ですね、下位のほうに本当に位置づけられています。これは、もともと合併したそ
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れぞれ旧町村、財政事情がありましたから、これは、そのとおりなんですが、それを改善しよ

うという今の答弁なんですが、当然そういうまず基盤確立ですね、財政基盤の安定を確立する

というのがむしろこの合併によるいろいろな特例、恩恵といいますか、財源的な恩恵は使うべ

きだと思います。 

 その中に、毎年検証していかなければならいという答弁もあったわけですが、私はこれを町

民にいろいろなある意味では、また負担を求めたりした上での財政基盤の確立、この特例を利

用した財政基盤の確立等々いろいろな方法があると思います。そういうものを含めて、合併の

２年間になるのか、何年間になるのか、途中経過報告なり、その成果とあるいは新たな課題も、

国の政治が変わったり、制度が変わったり、合併協議会、協定当時とは、どんどん日がわりと

は言いませんが変わっています。そういうことで新たな課題と言えます、そういうものを含め

た明らかにするような報告といいますか、報告書といいますか、そういうのを町民に示す機会

といいますか、文書といいますか、あったほうがいいと思いますが、お伺いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 町民にその経緯をお示しをするということは、大変重要なことだと思います。その方法につ

いては、きのうからご質問ありますように限られた職員の定数の中で、しかもさらに定数削減

をしていかなければならない、そういういわゆる職員の加重負担、こういうことも十分配慮し

ますと、これまであるいわゆる広報みなみあいづ等でできるだけ簡潔な内容でお示しをすると。

今、そのほかに各集落等で新しい事業あるいは新しい制度等があったときに、財政係が同伴し

ます。財政係のほうで現在取り組んでいる行財政の再建の取り組み状況、あるいは質問があれ

ば質問に答えると、こういう形で両方立てで進めておりますので、こんな形でこれからも住民

への周知は図っていきたい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 方法論はいろいろありますが、ぜひその合併当初、合併のスタート地

点よりも世の中、財政にしろ、あとはいろいろな各種サービスにしろ、情勢、政治も含めて変

わっています。そういうのをぜひ町民に理解できるような報告形態をよろしくお願いしたいと

思います。 

 あとは、別に合併をしたからこれで万歳、終わりではないですね。また、新たなさっき言い

ました無線整備なり、新たな固定経費といいますか、行政経費もかかってきます。これは、ま

すます行政経費というのは、基本的には私はふえると思います。それだけいろいろな設備投資
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すれば維持管理等を含めて。したがって、行政改革というのはある意味じゃ永遠のテーマかな

と。合併したら終わり、そこで特例期間だけの効果だけで終わらないような、これから必要だ

と思います、将来に向かって。その中で私は合併というのは、基本的にこれだけ広いといろい

ろな地域性、地域差、地理的にも、気候的にも、例えば雪とか降りましてもあります。 

 でも、やはり同じ町、町民ということで一体性あるいは公平性というのは、すべて同一かな

と、電話料金も電気料金も同じですね。ただ、これだけ雪を含めまして、いろいろな地理的要

因で生活の差なり、サービスの差といいますか、生活の差がある場合、公共料金とか、何かに

そこにやはりひとつの二重料金という言い方はちょっとあれなんですが、地域によって、いろ

いろ公共料金も違ってもいいのかなと。町で言えば過疎法という同じ交付税でも、過疎に優遇

したそういう制度があります。県にしても、今ついていますね、自動車税にしたって雪が多い

からということで、特例的なのがあります。 

 町の場合は、そういうこれだけ広い場合は、この辺は考え方によりますが、公共料金、今、

水道料金も統一の方向で５年間ということで少しずつ改正されています。健康保険税も統一し

て３年目に入りました。そういう中で、何か広い町の中の一体性、公平性を保ちつつ、しかし、

その配慮、限界集落とか、言葉は好きじゃありませんが、私からすれば支援を要する集落です

ね、そういうものに何かしら差をつけるという言い方は、二重料金とか、そういうのがこれか

ら合併の中でいろいろ私は見えてきたと思うんですよ。そういうものを私は最小限何かしらで

きないのか調べてみますと、県内でも合併してない町村ですから、合併関係でやる二重料金っ

てありますね、しばらくの間の暫定期間、そういう意味じゃなくて、合併しない町村でも何か

水道料金、やはり簡易水道と普通水道ですか、水道料金が違うとかもあります。その辺、これ

から限界集落なんて言われないように、集落が消滅なんて言われないように、町が発展するた

めには、町の公共料金のあり方を今言ったような、ちょっと長々と言いましたが、町長の考え

方をひとつ伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 考え方としては、整理できない問題ではないと思うんですね。ただ、あくまでも中心的な考

え方の位置づけとして、やはり受益と負担ということが出てきます。しかし、その受益と負担

ですべて解決していいのかという問題もありますよね。つまり、今回の後期高齢者医療制度も

いろいろな理由があるんですが、いわゆる受益と負担という考え方の整理の仕方に若干本当に

それでいいのかなという疑問もないわけではないですね。ですから、そういうことを考えます



－１４４－ 

と、やはり地域全体で支えると。地域全体で支えるという考え方は、やはり同じ町であれば、

当然基軸として持っていなければならない。しかし、それはそういう新たな制度として考える

のか、それともその特殊事情をそれぞれ選択できるような仕組みをしておいて、その地域の人

たちが選択をすることによって、より自分たちの暮らしに行政サービスが行き届くような、そ

んな仕組みをやはり今後考えていかなければならないと思うんですね。 

 その一つの大きな例として、只見川電源流域という制度の中で、いわゆる旧舘岩、伊南、南

郷地域については、それらの手厚い補助制度の中で村づくりといいますか、地域づくりができ

ますよね。ところが、田島地域はその恩恵は受けられないということもありますので、その辺

のギャップを整理しながら、今後、やはり合併した町村としての課題の一つにはなるんでしょ

う。ですから、これらについては見過ごすことなくテーマとして、私たちは重要な今後の政策

課題に上げていくと、こういうことになると思います。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ぜひその方向で、やはりほっとけば本当に限界集落という言葉がある

ようになかなか大変です。地域性なりいろいろぜひ行政でできる範囲で、住民も支え合います

が行政のそういう配慮も行っていただきたいと、いただきたいというより必要かなと思います。

例えば暫定措置でもいいです。国の暫定措置は暫定と言いながら、20年も30年も続きますが、

いきなり統一、すべて統一、料金という画一的な政策じゃなくて、また違った方式があれば、

ぜひとも今の答弁に沿ったような方式を考慮していただきたいと思います。 

 次に、モデル事業等の推進体制ということで伺っていきます。 

 南会津町だけが何も国なり県から、事業がたくさん、特別たくさん認定されている、あるい

は許可されたというわけではないとは思いますが、しかし、私からすればいろいろ目につきま

す。というのは、いろいろな事業、ここに挙げた２つの事業外でも本当に国の頑張る地方応援

プログラムに数多く提案し、それが採択され、その中でのいろいろ地域発展事業なり、助け合

いのネットワークとか、その事業がそういう国の交付を受けての町の行政として、事業として

出てきているわけです。そういう意味では、本当にいろいろなそういう機会とらえて、提案と

か、申請の認可の機会をとらえて、多く申請して、それを町の執行部、町長部局で頑張ってい

い提案をしているのかなというまず思いがあったので、ここで改めて、その後、それじゃ住民

とのかかわり、推進体制をしっかりしてほしいなという観点で質問したわけです。 

 いろいろな事業があります。県のサポート事業の内容もいろいろありますが、私はここで、

そういうことで、２つちょっと詳しく聞きたいと思います。 
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 町の公共交通に、私はこれからいろいろ関連といいますか、大いなる助けになると思います。

最近は、バスを廃止しまして空白地帯が生じてしまいました。そういうこれからの公共交通の

あり方に、この最初の事業ですね、地域公共交通の活性化及び再生事業がどういうかかわりと

いいますか、直接的にあるのかの点ともう１点、前々からいきなりそういういろいろ事業を起

こすのは大変だと、イベント的な今回の「やまなみ泊覧会」とかイベント的な場合には、比較

的周回、巡回バスとかはやりやすいので、実験的にやってみたりとか言っていました。それで、

今回の「やまなみ泊覧会」における交通体制ですね。それとのこの事業との関連ですね、どう

いうふうにかかわり合ってくるのか伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 モデル事業についてたくさんの事業を認可というか、認定というか、受けたということ、そ

のとおりでありますが、実は、これ、職員だけでつくったわけではないんですよ。それぞれの

モデル事業が企画書としてでき上がるまでは、相当の時間をかけていまして、いわゆる関係者

を巻き込んで、いわゆる地域の現場の声を取り上げながらつくってきたんです。しかも、職員

が１領域でやったんではなくて課を超えてやったんですよ。しかも、職員の方々が現場から挙

がった声を自分たちでプレゼンテーションまでやって、そうしてそのプレゼンテーションの場

所には、いわゆる商工会だとか、観光公社だとか、関係団体の方々にもお知らせをして、参加

をして、そこから意見をいただきながらつくり上げて、県を通して国に上げたんです。ですか

ら、よく議員が言われますけれども、町民はどうしたと言われるんですけれども、町民がかか

わらないものを私は決裁しないんです。 

 つまり、各係や課でつくり上げたものは、その事情を聞いた上で一切決裁しておりません。

ただ、議員が町民の１人として、そこにかかわったかどうかはわかりません。ですから、こう

いうモデル事業は結果を見てはいけないんですよ。結果をつくり上げるプロセスの中にこそ実

は町民の声やあるいは町民の当事者意識やあるいはでき上がったときには、既に町民の中に盛

り上がりができている、こういう仕組みでこれまでやってきています。 

 ですから、公共交通のあり方についても、これはやまなみ泊のほうと連携をしながら、つま

り、具体的に言えば会津鉄道、野岩鉄道の運輸収入が、多少、わずかですが伸びています。し

かし、赤字は引き続き続いているんです。それでは、沿線町村としてこの負担をどう将来的に

しのいでいくかということになりますと、やはり鉄道を利用した後の二次交通をしっかりとつ

くり上げて、恒常的な運輸収入の向上につながるような施策をしていこうということですから、
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この公共交通対策については、さきにも質問がありまして、そのとおり述べましたが、そうい

う形で地域の人たちを巻き込みながら、そして、さまざまな事業やイベントを入れながら、何

とか公共交通体系の社会実験として、このやまなみ泊をやろう、その社会実験が将来の南会津

の公共交通体系の一つの参考あるいは整備体制のきっかけづくりになるのではないかと、こう

いうことですので、現在もつながっておりますので、そんな形で引き続き、先ほど申し上げま

したが、12月を大体目途に検討してまいりたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ちょっと私の言い方があれでしたが、公共交通に今回認定された内容

ですね、つまり総合連携計画のこれからやることですね。補助金を受けてやることは総合連携

計画の策定に関する調査あるいは協議を踏まえながら、連携計画の策定を行ってまいりました

が、具体的にこういう連携計画の策定に関する調査とかは、具体的にどういう内容を、これか

ら事業内容を行っていくのか伺います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 南会津町地域公共交通会議という組織がございますが、それには町、町民、公共交通事業者

と管理者、そして県警、福島運輸局等のメンバーで、16名の委員のメンバーで、会長は副町長

がなっております。 

 そこで、取り組み内容といたしましては３点ございます。 

 １点目が、公共交通利用実態調査ということで、これは、実際に交通機関を利用される方の

意見、そして運転士等の現場の声を聞き取り調査をすると。 

 ２番目に住民移動ニーズ調査ということで、これは、高齢者のみの世帯の調査、町内全世帯

を対象としております。約1,660世帯を見込んでおります。この調査をします。 

 それから、総合連携計画の策定でありますが、今ほど町長の答弁にありましたように12月を

めどに策定して、今後、事業の取り組みに反映させたいと考えております。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ぜひいい計画を策定していただいて、これは、単年度事業、あるいは

次の来年度とか含めて継続的な意味合いは、保障はされていないでしょうけれども、次の次年

度以降はどういう事業の採択を含めて、どういうふうになっているか伺います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 
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 これは、今年度事業ということでございまして、国から300万ほどの交付金が100％の交付

金が出ております。法律に基づく法定協議会でございますから、この協議会は引き続き存続す

ることになります。この協議会におきましては、一つは住民あるいは町外からおいでになる

方々の移動手段としての公共交通、それから観光振興との連携という視点に立った調査検討、

取り組みを実施していく必要がありますので、この公共交通会議、これにおきましては、地域

に密着した具体的な取り組みを総合的、効率的に推進するために設置されておりますので、今

後、引き続き継続的に検討している組織ということで、ご理解願いたいと思います。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 公共交通会議のほうは継続して当然してやるんですが、この事業はこ

れから３カ年事業で認定されたと理解していいですか、複数年ですね、最悪単年度で終わって

しまうんですか、その辺をちょっと確認したいです。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 当初、申し上げましたように単年度事業ということでございます。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 次に、子ども農村漁村交流プロジェクト事業、これが、全国で数少な

いモデル事業の中の一つとして認定されたわけですが、中央の３省の連携のまた新たな事業だ

と理解しておりますが、まず、その事業内容を再度、この事業も単年度で終わってしまうのか

と、事業年度を含めて、内容をもう少し詳しく伺います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 事業の内容につきましては、先ほど町長の答弁の中にあったとおりでございます。 

 それから、地区の指定、この事業につきましては、あくまで２年間の指定ということでござ

います。事業費は今年度250万ということでございます。 

○渡部康吉議長 ４番、馬場信作君。 

○４番 馬場信作議員 ２年間という中で、ぜひ町の振興といいますか、町に効果のあるよう

な事業を期待したいと思います。これは、すべて両方の事業ともこれからのことですから、こ

れから私も見守っていって、農村地域としての町に本当にいい影響を及ぼすように期待いたし

まして、私の質問を終わります。 

○渡部康吉議長 以上で、４番、馬場信作君の一般質問を終わります。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◇ 大 竹 幸 一 議員 

○渡部康吉議長 次に、19番、大竹幸一君の登壇を許します。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 一般質問に入る前に岩手・宮城内陸地震に対する被害に遭われた方

につきまして、哀悼の意を表し、一刻も早い復旧を願って質問に入ります。 

 まず、１点目の質問でありますが、医療費の削減についてであります。 

 ことしの町の重点政策の第１番目は、医療費の削減でありまして、その目標は１億円という

ことでありますが、私も３月議会におきまして、私なりの観点から医療費の削減の提案をしま

したので、そのことがその後どうなっているかということを追跡調査という形で伺うものであ

ります。 

 私がこの質問をするのは、昨年来、原油高を初めとしまして、ガソリンが上がったり、ある

いは灯油が上がったりしまして、ことしの冬には福祉灯油ということで、高齢者の世帯に

5,000円を配ったりそういうことがあるわけでありますので、町民の暮らし、これを負担の軽

減を図りたいという大きな観点から質問するものであります。 

 まず、１つ目は後発医薬品というものがありまして、ジェネリック薬品とも言いますけれど

も、この薬品は、薬代が先発の以前の医薬品よりも大体２割から８割くらい安いと、平均で７

割くらいと、こう言われておりますので、これを使って少しでも町民の方々が病院に行く場合

に医療費が安くなるように、薬代が安くなるようにということで、町民への利用促進するよう

周知をするという答弁をもらっておりましたが、これについては、どのようになっているか伺

うものであります。 

 なお、この質問通告をした後に、この前９日の日ですか、通告した後に町の広報を見ると後

発医薬品のことがＰＲが載っておりましたので、大きな前進があったなと思っておりますけれ

ども、さらにこの後発医薬品につきまして、強く推進するという観点からきょうは質問してい

るわけであります。 

 ２つ目は、県立南会津病院におきまして、４月から外来患者に対しまして、全面的に院外薬

局ということで、県立病院のすぐそばにある薬局であるとか、あるいは町内の薬局、そこに行

って薬をもらうようになったわけであります。そうすると、処方せん料というものとか、ある
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いは管理料、ここに書きましたが、正確には薬剤服用歴管理料というそうでありますけれども、

そういうものがかかったり、あるいは調剤基本料というものがかかったりしまして、平均しま

して、約1,000円くらい薬代が上がるという話がありますが、事実かどうか伺うものでありま

す。 

 もちろん、1,000円くらい上がったといいましても、実際患者が払うのは、その１割とか３

割でありますから100円や300円ということで、なかなかわかりにくいわけでありますけれど

も、しかし、残りは保険のほうに請求が行っているわけでありますから、結局は税金を食って

いるというふうになりますので、やはり医療費の値上げの原因になっているかと思いますが、

その辺いかがでしょうか。 

 そして、私が、自分が行っている町の個人病院の方にそのことを聞いてみると、院外薬局に

すると患者負担が上がると、そのために自分は院内薬局を続けていると、そういう話があった

わけでありまして、そういう個人の医療負担については、大変いいことをやっているなと思う

わけでありますが、この県立病院につきまして、ぜひ前のような院内薬局に戻すように働きか

けるべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。 

 そして、３つ目は、医療費を１億円削減すれば１人年１万円程度の国保税の引き下げという

ものも可能だと思いますが、いかがでしょうか。 

 ２つ目は、今、大変話題になっている後期高齢者医療制度について質問いたします。 

 この制度はうば捨て山であるとか、あるいは老人いじめだと言われておりまして、４月から

スタートいたしました。国会においても４野党が廃止を目指しているわけでありますが、私も

そうした観点から、廃止を目指して運動しておりますし、また、同じ考えを持っている議員の

方とも廃止を目指す南会津の会というものをつくって、そして、この間、ヨークベニマルで２

回、それからリオンドールで２回、合計４回、夕方署名運動をしてきたところであります。合

計で500名ほどの方から、もらいましたけれども、大きな反応があったなというふうに思って

おります。その後は私ども単独で、また、行っておりまして、毎週木曜日にやろうかとなって

おりますので、実はきょうももし雨が降らなければ５時半からまたやる予定でおります。 

 そうした中で廃止を目指しておりますけれども、当面住民への負担軽減、そして健診の改善

を目指して、次の点を伺いたいと思います。 

 なお、この問題については、テレビでも、みのもんたさんは、きのうのテレビを見ますと、

28弾といいまして、28回目、テレビで取り上げたとやっておりましたが、私は、そのみのも

んたさんも取り上げないような別の観点から質問いたします。 
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 １つ目は、75歳以上の世帯主の場合には、保険料の軽減があります。均等割につきまして、

７割、５割、２割とありますけれども、世帯主でない場合には軽減策がありません。そこで、

75歳以上の高齢者を世帯主とするように誘導してはどうかと、そうすれば多くの町民について

軽減が図れるのではないか、こう思っております。 

 しかし、その場合、２つ目としましては、75歳以上の高齢者を世帯主にした場合、法的ある

いは経済的に不利益なことはないか、大きなものがあったのでは困りますので、その辺を調べ

てからの話でありますけれども、その辺を調べていただきたいと思います。 

 それから、３つ目でありますが、この後期高齢者は南会津町で3,770人ほどが対象でありま

すけれども、その中で滞納者が発生すると見込まれる普通徴収の人、保険料が年金からの天引

きではなくて納付書で払う人、こういう人たちについては何人いるのか、伺いたいと思います。

そしてその内訳としましては、年金未加入や年金未納による無年金者、こういう方が何人いる

か。 

 また、年金月額が１万5,000円以下などの低年金者は、それぞれ何人いるかを伺いたいと思

います。 

 次は、４つ目でありますが、高齢者の医療に関する法律の54条を見てみますと、保険料を１

年間滞納した場合には、保険証の返還が求められると、こうなっております。 

 しかしながら、12月議会でも機械的な対応はしないという答弁もありましたし、また、法律

の上でも災害など政令で定める特別な理由の場合には、返還を求められないと、こうなってお

りますけれども、この特別な理由というのは一体何なのか伺います。 

 次は、５点目でありますが、全国で約40万人と言われている無年金者がいると言われており

ます。これは、正確には80万人いるそうでありますが、若い人も含めて、若い人も40万人く

らい、それから65歳以上が40万人くらいいるといわれておりますけれども、そういう無年金

者やあるいは年金月額が１万5,000円以下のように常に収入が低いと、少ないという場合には、

特別な理由には該当しないのかどうかを伺いたいと思います。 

 さらに、この特別な理由になっている場合に、それを申請するための滞納対策要綱、そうい

うものがないと、特別な理由かどうかを認定できないでしょうから、そういう要綱はつくった

のかどうかを伺いたいと思います。 

 さらに、６番目は、町の後期高齢者医療に関する条例に滞納した場合、延滞金を求める決ま

りがあるわけであります。滞納するような人がその延滞金を払える力がないと私は思いますけ

れども、そういう決まりがあります。 
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 しかしながら、やむを得ない事由というものがあった場合には、減免することができると、

こうなっておりますけれども、そのやむを得ない事由というのは一体何なのか、これを伺いた

いと思います。 

 また、そのやむを得ない事由を申請するための要綱なども必要ではないのかなと思いますが、

いかがでしょうか。 

 ７番目でありますが、この前初めての特定健診というものが行われました。私も塩江会場に

行ってまいりましたが、料金が500円から1,000円に上がったわけであります。一緒に行った

方が去年より上がったなというふうに言っていたのを聞いておりますけれども、後から調べて

みますと、多くの県が無料か500円というところが多いんですが、あるいは１割ですね、１割

というのは700円から800円だそうでありますけれども、1,000円というのは全国１高いのでは

ないかということで、これは担当のほうに一覧表を渡してありますので、ぜひ調査の結果を伺

いたいと思います。 

 さらに、８番目は料金が上がった反面、心電図あるいは眼底検査というものがなかったんで

すね。そこで、当日もやはり老人の方が、そういうものをやってもらいたいと、メタボリック

といって腹の周りをはかるのもいいんでしょうけれども、やはりこれから心臓や目が心配だと、

こう言っておりました。 

 さらにまた、新聞など読みますと人間ドックへの補助もなくなったと、こういうことも載っ

ておりますので、関係機関への改善を求めてはどうかということを伺うものであります。 

 次の質問は、南郷地区の巡回バスの問題であります。 

 今、前の議員も質問いたしましたけれども、私なりに質問いたします。 

 まず、１つ目は、南郷地区におきまして巡回バスがなくなってしまったと。そのために只見

町で運行している「雪ん子タクシー」というものが、この４月より梁取と山口間を運行してい

ると聞いております。 

 なお、この雪ん子の子という字を漢字にしましたが、これが平仮名のようですね。雪だけは

漢字でいいんですが、子を平仮名にしてほしいと思います。そこで、この只見の制度、この雪

んこタクシーにまぜてもらうといいますか、あるいは南会津町でもこういうものをつくるのが

非常に現実的ではないかなと私は思うんですけれども、どのような検討がされているか伺いた

いと思います。 

 この雪んこタクシーにつきましては、福大の奥山修司という教授が提唱しているデマンド交

通というような一種かと思いますけれども、現在の検討状況を伺いたいと思います。 
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 ２つ目は、地域公共交通活性化再生法に基づきまして、実態調査のための補助金が該当した

ということでありますけれども、その内容について伺いたいと思います。 

 以上、演壇からはこの３点の質問をしまして、答弁によりましては、自席より再質問をいた

します。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 19番、大竹幸一議員のご質問お答えをいたします。 

 初めに、医療費の削減に関する１点目、後発医薬品の利用促進をどのように進めているかと、

このようなおただしがございました。 

 住民の方には、広報みなみあいづ６月号で後発医薬品についての関係記事を掲載するととも

に、地区における学級や健康相談の中でミニ講話を設けながら、現在周知を図っているところ

でございます。 

 また、処方する側への働きかけといたしましては、南会津郡医師会との話し合いの中で、医

師会でも利用促進をしていく、このような確認をとったところでございます。 

 次に、２点目、南会津病院の院外処方についてのおただしでございますが、院外処方につい

ては、調剤報酬として調剤料、調剤基本料などの保険負担分をお支払いいただくことになるた

め院内処方に比べ約1,000円程度高くなることは事実であると考えております。今、国では医

薬分業を推進しており、県でも南会津病院を初め県内すべての病院でこれに取り組みを進めて

おるとのことでございます。医薬分業のメリットといたしましては、薬のことは専門家の薬剤

師に任せることで医師がより診療に専念できることや民間委託をすることで、地域の活性化に

もつながること。 

 さらには、患者にとってもかかりつけ薬局を持つことによりまして、薬の重複投与の防止や

薬について気軽に相談できることが挙げられます。 

 また、薬の重複投与の防止は、患者の医療費が安くなることにもつながるものと思います。

町といたしましては、院外処方の実施状況について、県と情報交換を行いながら、医療費全体

に対する効果や影響を今後把握してまいりたい、このように考えておりますので、ご理解をい

ただきたいと思います。 

 次に、３点目、医療費を１億円削減すれば１人年額で１万円程度の国保税引き下げが可能と

思うがどうでしょうかということで、おただしがございました。 

 個々の保険税算定には複数の要素が加味されておりまして、すべての被保険者が等しく減額

されることにはなりません。一概に療養給付費が幾ら削減されると個人の保険料が幾ら下がる、
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この単純な計算で申し上げることはできませんが、確かに医療給付費の削減が保険税全体の引

き下げに結びつくことは事実でございますので、国民健康保険制度の安定運営を図るため、療

養給付費の削減に今後も積極的に努めてまいりたいと、このように考えております。 

 次に、後期高齢者医療制度に関する１点目、75歳以上の高齢者を世帯主とするよう誘導して

はどうか、このようなおただしがございました。後期高齢者医療制度におきましては、世帯主

の変更手続について、明文で示されたものは特にございませんが、同じ軽減制度がある国民健

康保険制度と同様に取り扱いされるものと考えております。国民健康保険制度では、その世帯

の状況により住民登録上の世帯主とは別に世帯主を設けることができますが、主として世帯の

生計を維持するものを世帯主として取り扱うこととされております。 

 したがいまして、後期高齢者医療制度における世帯主の変更についても、世帯の所得状況な

どの実態により判断することが必要であり、保険料の軽減を受けるために世帯主を変更するよ

うな取り扱いは認められないと考えますことから、町といたしましては、おただしのような啓

蒙を進めることは考えておりませんので、ご理解いただきたいと思います。 

 次に、２点目、75歳以上の人を世帯主にした場合の不利益はあるかとのおただしがございま

した。 

 世帯主を変更することによる不利益などについては、各世帯の生活実態により異なりますの

で、あり、なしも含めまして、一概に申し上げることはできませんが、世帯主の変更について

の考え方は、先ほど答弁を申し上げたとおりでございます。 

 次に、３点目、滞納者が発生すると見込まれる普通徴収の対象者数についておただしがござ

いましたが、８月から徴収が始まります普通徴収の対象者数については、現在、徴収に向けて

の作業を進めており、現時点で正確には把握できておりませんが、昨年度までの介護保険の普

通徴収の状況を参考にいたしますと約300人ほどと見込んでおります。このうち無年金者や月

額１万5,000円以下の年金受給者については、社会保険庁からは特別徴収が可能な方の年金情

報のみ町に通知され、特別徴収の対象とならないこれらの方の年金情報はございませんので、

その人数は把握できておりません。 

 次に、４点目、保険料滞納による保険証の返還が免除される政令で定める特別な理由は何か

と、こういうおただしがございました。制度に加入する被保険者またはその世帯の世帯主が災

害などにより財産について著しい損害を受けた場合、また、世帯主の死亡や長期入院、あるい

は事業の中止などによりその世帯の収入が著しく減少した場合などが特別の理由として認めら

れることになっております。 
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 次に、５点目、無年金の方、月額１万5,000円以下の年金受給者の方が特別な理由に当ては

まらないのかというおただしでございますが、この減免措置については、災害や世帯主の死亡、

事業の中止など突発的な理由により世帯の収入が著しく減少した場合の減免措置でありますの

で、おただしの無年金などの場合については、適応の対象外となると思われます。 

 また、減免措置の手続については、福島県広域連合の徴収猶予及び減免取り扱い要綱により

定められており、申請及び関係書類を広域連合長に提出することとされております。 

 次に、６点目、保険料の延滞金の減免についてのおただしでございますが、南会津町後期高

齢者医療に関する条令で規定しております保険料の延滞金に対する減免については、取り扱い

要綱の制定準備を進めているところでありますので、ご理解をいただきたいと思います。 

 次に、７点目、75歳以上の特定健診の自己負担についてのおただしがございました。 

 健診に係る自己負担額については、国では非課税世帯が健診費用の１割、課税世帯が３割の

費用負担と示されておりましたが、福島県広域連合においては、平成19年度の市町村の健診実

施状況を見ながら検討した結果、１人当たりの負担額を1,000円としております。本町におい

ても、広域連合が示した額を個人負担額として実施しましたが、来年度以降につきましては、

広域連合内の他市町村の実施状況を見ながら、著しく不均衡にならないように検討してまいり

たいと考えております。 

 次に、８点目、健診の検査項目についてのおただしがございました。 

 昨年度まで基本健診で実施しておりました心電図、眼底検査などが国の示した検査必須項目

ではなく医師の判断により実施することになっておりますが、介護保険の生活機能評価の対象

となった方について、全員心電図検査を実施しております。 

 なお、検査項目といたしましては健診の事業主体であります福島県広域連合が示す検査、血

液検査などを基本としておりますが、町独自の検査項目として、腎機能検査項目を追加して実

施しているところです。 

 また、人間ドック事業につきましては、補助を継続しながら、さらに対象年齢をこれまでの

69歳から74歳までに拡大して実施しております。両事業とも今年度の状況を踏まえながら、

実施内容についてさらに検証、検討を進めてまいりたい、このように考えております。 

 次に、南郷地区の巡回バスに関する１点目でございますが、只見町で運行している梁取から

山口間の巡回タクシー制度に連携できないかおただしでございます。この区間は、只見町民の

田島地域、会津若松への交通手段の確保を図ることが目的であるため梁取、山口間は１日朝夕

の２往復で只見町民以外の方々は乗車できない貸しきりタクシー方式で運行されていると聞い
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ております。 

 また、和泉田、鴇巣地区などを通過しない運行経路となっており、現段階では南郷地域にな

じまないものとなっております。 

 なお、南会津町といたしましても、只見町が設置する道路運送法に基づく地域公共交通会議

の委員として参加をしておりますので、南会津町全体の公共交通の仕組みづくりの中で、連携

が図れるかどうか、さらに、今後検討してまいりたい、このように考えております。 

 次に、２点目、地域公共交通活性化及び再生に関する法に基づく実態調査の内容に関しての

おただしがございましたが、この件につきましては、さきに17番議員にお答えしたとおりであ

りますので、ご理解を願いたいと思います。 

 以上、お答えを申し上げましが、具体的事項につきましては、担当課長に答弁させますので、

よろしくお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 何点か再質問いたします。 

 まず、１つは医療費の削減についてなんですが、先ほども質問の中でも言いましたが、町の

広報にも今度は記載されまして、大まかな内容はわかったわけでありますが、もう少しことし

の医療費削減の重点政策、３月議会で示された内容を見てみますと、長寿社会づくり事業であ

るとか、あるいは川の学習交流センターであるとか、介護保険であるとか、特定健診であると

か、そういったものがありますけれども、なかなかそういうものでは、長い目で見ると効果が

あると思うんですけれども、すぐに効果はないと思うんですね。 

 そうした場合にこの後発医薬品の場合には、かなりもう毎日のように効果があらわれるとい

う点でありますので、政策の重点といいますか、それに置くべきではないかというふうに思う

んですけれども、その場合に先ほど保健師さんなどがいろいろ今後講話をするという話もあり

ましたので、安心はしておりますけれども、しかし、私、この前全員協議会で説明がありまし

た国民健康保険税の中での医療費の削減という項目があったんですが、そこにはまだ記載され

ておりませんので、まだまだ担当一部の腰の入れようかなと思っているんですけれども、やは

りその辺、今回の国保税の算定には、算定といいますか、算定に関連してのその医療費の値下

げですね、それには入っていないんですが、さらに、もっと全体的な政策の中心に据える必要

があると思うんですが、その辺、いかがでしょうか。まだ一部ではないんでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 
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 この後発医薬品の利用促進については、やはり全体的な町民の啓蒙普及というのがある意味

では大事だと思うんです。そうすると先ほど議員がおっしゃったように短期的な効果があらわ

れる、この短期的な効果をあらわす場合に私どもができるのは、やはり医療機関とそれから受

診をする方々をどうつないでいくかということだと思うんです。 

 したがいまして、広報で記載をして、その利用促進を促すだけで終わらないで、いわゆる医

師との連携プレーの中で後発医薬品を使っていただくことをお願いをしながら、さらには、保

健師さんたちを中心にして、受診をされる方々あるいは受診をされる方々を取り巻く家族の

方々にそれらの理解を深めていく、そうすることがいわゆる国保税の審議員の方々に伝わって、

そういう明記をして対応すると、あるいは積極的な取り組みにしていくと、こういうことにな

るだろうと思いますので、この件については、積極的に関係者を巻き込みながら、さらに、促

進を図ってまいりたいと、こう思っておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 さらに、今の話とも関連しますが、腰を入れて取り組んでいく場合、

あるいはその保健師さんなんかが今後いろいろ講話をしていく場合の参考になると思うんです

が、今現在、今回の国保の予算のあれを見ますと、医療費が、今、全体で20億で、そのうち薬

代というのは、幾らくらいあると考えているんですか。その辺の医療費はなんぼだと、そのう

ちの薬代はなんぼですよと、だから、後発医薬品を使う場合には、それを使えば、それがぐっ

と下がりますよと、そういう数字的な意味でもやはり把握している必要があると思うんですが、

いかがでしょうか、そこが幾らありますか、伺います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 医療費総額と申しますか、調剤の関係のことで申し上げますといわゆる調剤という数字を出

しておりますのが、いわゆる院外処方でございます。入院については、入院のレセプトの中に

すべて調剤が入ってきておると、それから、院内処方については、その病院の中に薬が入って

くるということで、あくまでも調剤については院外処方ということで、ご案内いただきたいと

思います。 

 医療費の総額のうち調剤に占める割合が１億6,800万となっております。国保だけの数字に

なりますが、国保の医療費の総額が平成19年で約13億600万となりますので、調剤の関係で申

し上げますと医療費総額の約40％が調剤というふうになります。 

 失礼しましたが、保険給付額のみで申し上げました。保険給付額を19年度と18年度を比較
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しまして、保険給付額で言いますと１億900万ほど増額しております。そのうち調剤だけで約

4,496万、保険給付額の増減額でいいますとそのうちの40％が調剤の経費でふえているという

ことで、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 ちょっとよくわからないですが、きょう、たまたま中学生の方も来

ているということですから、ぜひわかりやすく医療費が全部で幾ら、そのうち薬代が、わから

なかったらわからないでいいですけれども、医療費は幾らあるかということで、ちょっとわか

りやすく言ってください。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 平成19年度の医療費の総額で申し上げます。国保のみでなくて、国

民健康保険の給付費で申し上げますと、約14億5,800万になります。そこに、老人保健それか

ら介護保険をまぜました医療費総額で言いますと49億8,452万ということでございます。これ

が医療費の総額でございます。49億8,400万、このうち調剤、いわゆる先ほど申し上げました

院外処方の調剤の分だけですと、１億6,867万8,000円となっております。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 そうすると、全部ではいわゆる医療費は49億あると、そのうち院外

の調剤と言いましたね、が１億6,000万でいいんですか。そうすると薬代というのは、非常に

少ないということですね。１割にもなっていないと、よくよく少ないということですか。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 ただいま申し上げました調剤につきましては、いわゆる院外処方の

調剤の分だけでございます。入院につきましては、入院の中にすべて薬代が入っているという

ことでご理解をお願いしたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 合計では49億というのはわかったけれども、あとは、院外はわかり

ましたが、入院分はわからないということですね。それで、わかりました。 

 もし、今後ちょっと時間があれば、いわゆる49億のうち薬代は幾らかなというのを今後調べ

てほしいなと思いますが、私はそういうポイントをやはり絞っていかないと、薬代を減らそう

といってもなかなかぴんと来ないと思うんですね。ですから、そういうためにも言っているわ

けですが、さらに、もう一つちょっと参考に述べたいのは、例えば医療費を減らすといっても、
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なかなか普通の病気は予防できないわけですが、例えば歯、歯なんかは磨くとかなり効果がぱ

っとあらわれるんですね。恐らく町職員の方も相当の人が昼磨いているようですし、中学生の

方も学校でも磨いているようですけれども、やはり１日３回磨くとまるっきり違うんですね。

ですから、そうしたことも並行してＰＲといいますか、やっていけば、相当私は効果を発揮す

ると思うんですが、今度、歯科について、歯医者さんの分ですね、その分についてはどうなっ

ているかというのはわかりますか、そういう歯科とか、内科とか、科目別なんかの医療費とか

そういうのは。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 歯科の分というお尋ねだと思いますが、歯科の分については、入院と入院外の分に歯科が含

まれてトータルで算出をしておりますので、その分、歯科の分について抜き出すということに

つきましては、特別にその操作をしなければならないということで、歯科の分については出て

おりませんので、ご了解をお願いいたします。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 それはわかりました。 

 無理な調査はどうしようもないんですが、最後に、１億円を減らして国保税も引けるかどう

だろうかという話だったんですが、町長のほうから、一概にすべての人にそれがうまく当ては

まるということはよくわからないという話だったんですが、しかし、関連性はあるだろうとい

う話もあったんですが、やはりみんなで医療費を減らそうかというふうに頑張って、その褒美

といいますか、それとしてやはり減税ということがないと、やはり私はなかなか頑張るにも力

が入らないんじゃないかなと思うんですね。もちろん、健康維持ということで、その人    

ですけれども、その結果として、やはり減税に向かっていく人だと思うんですが、その辺、余

り今回の国保税の算定でも、そこは意識していないと思うんですが、意識したんでしょうか、

そこ、そこを伺います。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 今回の国保税の議会提案に当たって、町長から委員会に諮問をいたしました。諮問をする中

では、今回、後期高齢者医療制度絡みで国保税から後期高齢者医療制度のほうに移行します。

移ります。これが、我が町で言いますと約30％の方々が移行、そうしますと国が平均的に出し

て試算している場合とかなり差が出てくるんですね。なおかつ残された国保税のいわゆる対象
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者は、現役世代、ここに40％の支援を負担してお願いをするわけですから、そうすると勢いや

はり医療費の高い地域ほど国保税のほうにはね返ってくる、こういうことがございましたので、

医療費の削減という視点からも、ぜひ答申をいただきたい、こういうふうにお願いをしました。

ですから、議員が言うように具体的にこういうようなものを、例えば診療科目ごとに分析をし

た上でこうですよという諮問の仕方ではありませんが、あくまでもトータル的な医療費削減と

今後の国保税、特別会計の分で、これに対して諮問をしたところであります。 

 したがいまして、先ほどからおただしがございましたので、今後について、分析できる範囲

内でしっかりと分析をして、具体的な対応をしていきたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 次は、後期高齢者のほうに行きますが、３月の議会で、私、後期高

齢者の所得の階層ごとの人数を聞いたんですが、全部で3,777人が後期高齢者の対象だという

そのうち所得なしという人が3,066人いるんですね。率にして81.2％です。もう圧倒的な人が

所得がないんですよ。 

 それで、今度一方、保険料の軽減対象者、それを見ると７割、５割、２割の合計が2,180人

なんですよね。ですから、その差額の886人の方は、所得がゼロなのに軽減策を受けてないわ

けですよね。それは、つまり自分の子供が世帯主であるとか、あるいは自分が妻であるとかの

関係だと思うんですけれども、非常に多くの人が軽減策を受けてないということで、やはりこ

れをそもそも知らないという方も確かに多いと思うんですが、先ほど町長のほうから、軽減の

ための変更は認められないというお話がありました。これは、何でそういうことが決まってい

るんでしょうか、どういう法律なのか、そこを伺いたいと思います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 世帯主の変更につきましては、国保の関係でいわゆる戸籍上の世帯主を変えないで、擬制世

帯主という制度がございます。これについては、いわゆる国民健康保険以外の方が、世帯をな

している場合にその所得によってなるわけですが、いわゆる国民健康保険に加入をしてなくて

も、世帯主にできるということで、その認定については一応認定の下限がございまして、いわ

ゆるその保険料を払える能力があるかどうかというのが一番でございます。そういう制度があ

りますので、後期高齢者制度についても、この国保制度の擬制世帯主の制度に準じた形で認定

をしていきたいということでございます。 

 政府の見解としまして、先ほどの国会においても、このような質問がなされまして、後期高
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齢者制度において、世帯主の変更はできないことはないけれども、そういう事態は想定をして

いないというような答弁となっております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 そうすると、想定していないというけれども、だめだということで

はないんですね。そこは、やはりごっちゃにしては困りますね。やはりこれだけ多くの人が軽

減策を受けてないわけですから、もちろん町として個人の自由もありますから、強制なんてい

うのはもちろんだめだし、余りＰＲもできないかもしれませんけれども、そのうちで判断する

ならいいと思うんですが、いかがですか。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 いわゆる国保の戸籍上の世帯主の変更についても、提出されたものを拒否できないというこ

とがございますので、それは、個別ですね、先ほど申し上げましたように所得の認定の基準と

か、判定をせざるを得ないというふうには考えておりますが、基本的には届け出されたものに

ついては受理、拒否できないというふうには考えております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 そうすると、届け出されたものは拒否できないということだから、

変更もできるということですね、やればできると。そうすると、先ほど町長が言った変更は認

められないというのは、それは誤りだということですね。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 想定をしていないということですから、想定をしていないということについては、認めがた

いのではないだろうか、とすれば啓蒙はできないと、こういうことですので、若干、訂正と受

けとめれば訂正だと思います。よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 わかりました。変更を申し出た場合には、それを拒否できないとい

うことですね、それで了解しました。私のこの質問を聞いていろいろやる、そういうことをや

る人もいるかもしれませんから、そういうことをひとつ拒否はできないということをもし私が

聞かれたら伝えておきたいと思います。 

 それから、次は、聞き漏らしもさっきちょっとあったんですが、聞き漏らしじゃなくて、特

定健診の料金の件なんですが、国で示したのは課税が３割だと、そして、非課税の場合は１割
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だということだったんですが、福島県の場合には1,000円ということであったという話ですね。

そうすると、あと、あの表をよく見ますと、３割という自治体も２つほどあるようです。それ

が、鹿児島県と高知県ですね、これが、３割になっていますから、大体2,000円くらいかな、

そうすると福島県はその次のランクになっていると。それから、３つ目のランクが１割という

ところもあって、それが700円と。そして、４つ目のランクが500円と、それで５つ目は無料

というような４つのランクがあるというのがわかったんですけれども、そこで、ちょっと確認

の意味なんですが、健診の内容、これはあくまでも同じですね。高いところはいい健診といい

ますか、いろいろいっぱいやるのか、それとも同じなのかの確認をしたいと思います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 後期高齢者の関係で健診の内容については、国で示しておりますので、先ほど申し上げまし

たように心電図がなくなったということを含めて、全く一律でございます。そのほかにいわゆ

る市町村で独自のものを付加しているところもあるということで、ご理解をいただきたいと思

います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 そうすると市町村で独自のものを付加しているところもあるという

話もありましたので、これ、やはりその辺はどうなのかな、例えば2,000円払っているところ

は、それだけちょっと項目が多いというところもあるような気がしますけれども、いずれ今後、

その辺はばらばらに５段階になっていますので、さらに調べて広域連合のほうにいろんな機会

があったらば、なるべくこれを下げるように言ってもらいたいというふうに思いますが、いか

がでしょうか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 国が示した基準というのは、いわゆる全国公平な制度の展開をしていくということになりま

すね。それで、広域連合については、各都道府県ごとにその組織を定めておりますので、都道

府県の財政事情やあるいは高齢者の抱える課題等さまざまだと思うんですね。ですから、私は

ケース・バイ・ケースでいかなければならない、しかしながら、とりあえず福島県の広域連合

としては、1,000円という基準を決めたということですので、先ほど申し上げたように広域連

合のいわゆる構成市町村の中で、それぞれまた地域課題の重要度を分別しながら、それぞれの

町村が動き出すと思うんですね。それは、一応結果を見てみてからという情報の集約を図りた
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いというのが現在の置かれた立場だと思いますので、予想されることもありますが、ここはひ

とつ先ほど申し上げたように実態を見きわめながら対応していきたい、そのときに各町村のほ

うで私どもと同じような意見をもし持っている町村がいるとすれば、これは当然広域連合のほ

うに現場の声として提案をすると、こういうことになるかと思いますので、ご理解をいただき

たいと思います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 少し誤解をなされている点があるかと思いますので、申し上げておきたいと思います。 

 福島県の広域連合で決めました後期高齢者の特定健診の1,000円というのは、あくまで上限

でございまして、県内の市町村においては、それぞれそれによって独自の料金体系をしている

ということでございます。それを含めて答弁としては、今年度の状況を見ながら、南会津町に

ついても検討させていただきたいということで申し上げました。 

 数字で申し上げますと、1,000円を取っている市町村につきましては21市町村ございます。

それから、700円が２町です。それから、500円が３町村、全く無料としているところも34市

町村ございますので、あくまでも広域連合の1,000円というのは、上限というふうにご理解を

いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 今、県内の状況が示されましたけれども、やはりそうすると、南会

津町は一番高い料金を取っているということですから、今後、先ほども言いましたように低い

ほうにするように、これを求めたいと思います。 

 次は、時間もありませんが、特別な理由を申請するための滞納対策要綱です。これが、広域

連合のほうに納められているということだったんですが、これをやはりこういうものがあるん

だということを町民に知らせる必要があると思うんですが、それは、どんな方法でいつやるの

か伺いたいと思います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 いわゆる福島県の広域連合において、いわゆる保険料の徴収猶予及び減免の取り扱い要綱を

策定しまして、これに基づきまして、構成市町村がすべてこれに準じてやるということでござ

いまして、徴収猶予及び減免が発生するのは、この後の普通徴収の時期でございますので、普

通徴収時期に合わせた形で、こういうものがあるということを周知をしてまいりたいというふ
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うに考えております。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 次は巡回バスの件なんですが、12月までに計画をつくるという話は

わかりましたが、只見町の場合には、福大の奥山という教授の指導を得てつくったそうですが、

今回の場合には、その辺の有識者については、どうなっているか伺います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 南会津町公共交通会議のメンバーでございますが、さきに４番議員にお答えしたとおり、町

とそれから町民の方と公共交通事業者と道路管理者、そして福島県警察、福島運輸局等のメン

バーでございます。委員の数は16名ということでございます。 

○渡部康吉議長 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 このバス問題を考えますと、普通の今までの乗り合いバスですね、

それの場合だと乗る人がいなくて空気を運んでいると、それを今度小さくしたもの、巡回タク

シーが今南会津町を走っています。このデマンドの場合には、この雪んこタクシーというのは、

あらかじめ登録しておいた人が乗るときに電話をして、そこに迎えに行くという方法らしいん

ですけれども、やはりそういうようなパターンがあるわけなんですが、それ以外を選定するに

は、かなりちょっと専門家がいないとなかなか決められないと思うんですが、やはりその辺、

ちょっと今のメンバーでは心細いと思うんですけれども、ということと、あと専門家が必要で

ないかということと、もう一つは実施の時期、それはいつにするのか伺います。 

○渡部康吉議長 企画観光課長。 

○星 光幸企画観光課長 お答えいたします。 

 メンバーの件でございますが、これは、法的に一応案が示されている内容でございますので、

それに基づいて的確なるメンバーを選定しております。 

 そして、この調査内容でございますが、一応12月をめどに総合連携計画を作成して、その後

に具体的な運行計画等について、その事業に反映させるということでございますので、ご理解

をお願いいたします。 

○渡部康吉議長 以上で、19番、大竹幸一君の一般質問を終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 
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◇ 渡 部 忠 雄 議員 

○渡部康吉議長 次に、10番、渡部忠雄君の登壇を許します。 

 10番、渡部忠雄君。 

○１０番 渡部忠雄議員 議席番号10番、渡部忠雄です。 

 通告により質問いたします。 

 大変答えがほとんど出ている質問というのは、かなりつらい気持ちでございまして、質問状

を一番先に出したんですけれども、くじが20番というときにかなり悪い予感がいたしました。 

 しかしながら、バス中止の地元議員でありますので、質問をやらせていただきたいと思いま

す。 

 なお、この前に何人かの議員さんが同じ質問をされておりますが、私もところどころ聞き漏

らしたところがありますので、町長には何番議員に答えたとおりと言われず、再質問あたりは

少し簡単で結構ですので、答弁をお願いしたいわけです。 

 では、質問に入ります。 

 公共交通と住民の移動対策についてを質問いたします。 

 本年４月１日より南郷地区の山口から和泉田方面へのバスが運行中止になり、公共交通ゼロ

地帯となりました。町としては、その後の対策をどのように考えておられるか伺います。 

 ３月議会の説明では、利用率の悪化により中止せざるを得ないとの話で、確かに利用者は少

ないなと感じておりました。 

 しかしながら、少ないといっても利用者はあり、この人たちにとっては必要不可欠の交通移

動手段であるのです。交通弱者の人たちへはこの中止は寝耳に水でございました。現在、自分

で運転して買い物、病院に行っている人たちも近い将来公共交通に頼りたいと思っている人が

おるわけです。高齢者の自動車免許が返納され、事故防止の運動が広がる中、バスの運行が中

止され、移動のため車の運転をやめられない人がいるのも事実でございます。早い時期にこの

地区の巡回バスの運行を町は考えてないか伺います。 

 以上、よろしくお願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 10番、渡部忠雄議員のご質問にお答えをいたします。 

 公共交通と住民の移動対策に関してのおただしでございますが、南郷地域の公共交通対策に

つきましては、17番議員にもお答えをいたしましたとおり、地域住民の方々により南郷地域の

公共交通を考える会が現在設立され、総合支援センター南郷も事務局として積極的に参画しな
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がら、南郷地域全体の公共交通の構築に向けて、現在、各集落、区長を通じ地域の公共交通に

対するアンケート調査が実施されているところであるとのことでありますので、これらの自主

的な対応を見きわめつつ、より持続性のある運行方法等を検討してまいりたいと考えておりま

すので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 10番、渡部忠雄君。 

○１０番 渡部忠雄議員 現在、バスの通らない南郷地域の和泉田から山口間に16の集落がご

ざいまして、646世帯、高齢者は約300人くらいおるんですよね。現在、公共交通がないこと

になって、中止になっているわけですけれども、病院に行くときは、伊南の病院とかは帰りは

送ってくれるということなんですよ。それで、片貝地区にある中谷クリニックさんも、上の木

ノ葉さんの車が送迎するときに時間さえ折り合えば送迎できるということなんですけれども、

そういう人たちが何人か出ているので、現在の生活の足にしている交通弱者に対するそういう

サポートは、今現在、町としては考えておられないんですか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 公共交通の空白地帯をつくることは、あってはならないと思います。それから、今のような

実態も理解できます。私は３月議会に申し上げたのは、山口地区にもタクシー会社はあるでし

ょうと、現在、田島地域ではジャンボタクシーでしっかりと補っていると、どうして地域の人

たちは、行政にだけお願いするんじゃなくて、自分たちでできることを探さないんですか。よ

うやく先ほど申し上げたように各集落の区長さんたちがそういう方法はないのか、あるいは、

どこをどういうふうに走らせたら、よりいわゆる今お話が出た方々以外の方々も乗車できるの

か、こういうことを現場をよく知っておられる方々がぜひ声を出して提案をしていただきたい、

こういうことを申し上げておりますので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 10番、渡部忠雄君。 

○１０番 渡部忠雄議員 この間、西会津町に行ってまいりまして、西会津町は平成14年にバ

スの道路運送法が改正になり、白ナンバーでもバス業務ができるということで、平成14年に町

で７台のバスを購入し、合計15台で18路線を町でカバーするようになったんですよね。 

 スクールバスを主体としたんですけれども、スクールバスでも一般の人も混乗できるように

計画をし、それは、今まで会津バスさんが路線運転したんですけれども、平成13年には2,600

万もの補助を出したんです。それで、西会津町が町営でバスを買って、18路線を運行して補助

金とか何かを利用して活用したときに、最後に、去年の収支で町の持ち出しが350万円くらい、
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１年間の利用料は340万で、結局とんとんぐらいなんですけれども、補助金とか、バスの購入

費は別として、過疎債を借りたそうなんですけれども、そのくらいで運行できるということな

んです。スクールバスの子供たちは無料、70歳以上の老人は無料、そのほかの人は10キロ以

内は100円、10キロを超えると200円、これは、町外の人も200円で乗れるということがあるん

ですけれども、今計画されている中に、将来こういうことを織りまぜて考えられる気はござい

ませんか。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 西会津町の例を出さなくても、南会津町のいわゆる田島栗生沢線、あるいは萩野線、ここで

は、萩野線については会津バスは走っておりませんでしたが、栗生沢線については会津バスが

走っていまして、会津バスのほうにいわゆる時刻の変更、ダイヤの変更をお願いしましたが、

頑としてできなかったんですね。その理由は何かといいますと、バスの運転手がそこで終わり

じゃなくて、そこの路線を運転した後、桧枝岐に行くんですね。そういう組み合わせができて

いるためにダイヤの変更ができない、それで、いわゆるその集落がここも何集落あるでしょう

か、５つぐらいあるでしょうか、その人たちの区長さんがうちのところはこの時間に運行して

もらえば利用者がふえるんだと、こういう意見をどんどん出し合って、しかも、集落を超えて

協議を進めて、その結果ジャンボタクシーを走らそうと、走らせました。当時は、会津バスで

すから距離によって運賃が違います。しかし、一律、平均で言いますと恐らく600円くらいだ

ったと思いますが、それを300円に減らしてジャンボタクシーを走らせたら、実は乗車運輸が

伸びたんですよ。こういうことをほかでやっているからやるとか、やれとかじゃなくて、自分

のところで考えてみませんかということを再三申し上げている。私は、西会津のまねをするつ

もりは全くありません。 

○渡部康吉議長 10番、渡部忠雄君。 

○１０番 渡部忠雄議員 私の一般質問をこれで終わらせていただきます。 

○渡部康吉議長 以上で、10番、渡部忠雄君の一般質問を終わります。 

 上衣の着衣を願います。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎散会の宣告 
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○渡部康吉議長 これで、本日の議事日程は終了いたしました。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 明20日は午前10時より開議し、議案審議を行います。 

 ご苦労さまでした。 

 

散会 午後 ３時０４分 
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      平成２０年第２回南会津町議会定例会 第４日 

 

議 事 日 程 （第４号） 

                  平成２０年６月２０日（金曜）午前１０時開議 

 

 日程第 １ 報告第 ２号 専決処分の報告について 

       専決第 ３号 和解について 

       専決第 ４号 損害賠償の額の決定並びに和解について 

       専決第 ５号 損害賠償の額の決定並びに和解について 

 日程第 ２ 議案第４３号 専決処分について 

       専決第 ６号 平成１９年度南会津町一般会計補正予算（第７号） 

       専決第 ７号 平成１９年度南会津町国民健康保険特別会計補正予算（第５ 
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       専決第 ８号 平成１９年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第４号） 

       専決第 ９号 平成１９年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

       専決第１０号 平成１９年度南会津町農林業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第３号） 

       専決第１１号 平成１９年度南会津町公共下水道事業特別会計補正予算（第４

              号） 

       専決第１２号 平成１９年度南会津町簡易水道事業特別会計補正予算（第５ 

              号） 

 日程第 ３ 議案第４４号 政治倫理の確立のための南会津町長の資産等の公開に関する条

              例の一部を改正する条例 

 日程第 ４ 議案第４５号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関

              する条例の一部を改正する条例 

 日程第 ５ 議案第４６号 南会津町税条例の一部を改正する条例 

 日程第 ６ 議案第４７号 南会津町税特別措置条例の一部を改正する条例 

 日程第 ７ 議案第４８号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 日程第 ８ 議案第４９号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 日程第 ９ 議案第５０号 南会津町介護保険条例の一部を改正する条例 
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 日程第１０ 議案第５１号 南会津町前沢曲家資料館条例の一部を改正する条例 

 日程第１１ 報告第 ３号 平成１９年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告について 

 日程第１２ 議案第５２号 平成２０年度南会津町一般会計補正予算（第１号） 
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              号） 

 日程第１４ 議案第５４号 平成２０年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第１号） 

 日程第１５ 平成２０年請願第１号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化

                  を求める請願書        （産業建設委員会） 

 日程第１６ 平成２０年請願第２号 「非核日本宣言」を求める意見書の採択についての請

                  願                （総務委員会） 

 日程第１７ 平成２０年請願第５号 地方財政の充実・強化を求める意見書提出に関する請

                  願                （総務委員会） 

 日程第１８ 平成２０年請願第３号 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択に

                  関する請願書         （文教厚生委員会） 

 日程第１９ 平成２０年請願第４号 住基ネットの見直しを求める請願書 

                                 （文教厚生委員会） 

 追加日程第 １ 議案第５５号 物品購入契約について 

 追加日程第 ２ 委員会提出議案第１号 国による森林整備の推進と国有林野事業の健全化

                    を求める意見書の提出について 

 追加日程第 ３ 委員会提出議案第２号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について 

 追加日程第 ４ 委員会提出議案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出につ

                    いて 

 追加日程第 ５ 委員会提出議案第４号 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書の

                    提出について 

 追加日程第 ６ 議員派遣の件について 

 追加日程第 ７ 閉会中の継続調査について 

 

本日の会議に付した事件 

 議事日程のとおり 
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開議 午前１０時００分 

 

◎開議の宣告 

○渡部康吉議長 おはようございます。 

 本日は大変ご苦労さまです。 

 ただいまの出席議員は22名であります。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議事日程の報告 

○渡部康吉議長 本日の議事日程は、お手元にご配付のとおりであります。 

 大変暑くなるようですので、上衣の脱衣を許可します。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第２号について 

○渡部康吉議長 日程第１、報告第２号 専決処分の報告について、専決第３号 和解につい

て、専決第４号 損害賠償の額の決定並びに和解について、専決第５号 損害賠償の額の決定

並びに和解についてを議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これをもって、報告第２号 専決処分の報告についてを終わります。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４３号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第２、議案第43号 専決処分について、専決第６号 平成19年
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度南会津町一般会計補正予算（第７号）、専決第７号 平成19年度南会津町国民健康保険特別

会計補正予算（第５号）、専決第８号 平成19年度南会津町老人保健特別会計補正予算（第４

号）、専決第９号 平成19年度南会津町介護保険特別会計補正予算（第４号）、専決第10号 

平成19年度南会津町農林業集落排水事業特別会計補正予算（第３号）、専決第11号 平成19

年度南会津町公共下水道事業特別会計補正予算（第４号）、専決第12号 平成19年度南会津

町簡易水道事業特別会計補正予算（第５号）を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決します。 

 本案はこれを承認することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案はこれを承認することに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４４号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 日程第３、議案第44号 政治倫理の確立のための南会津町長の資産等の公開

に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４５号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第４、議案第45号 南会津町特別職の職員で非常勤のものの報酬

及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 
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◎議案第４６号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第５、議案第46号 南会津町税条例の一部を改正する条例を議題

といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 この条例につきましては、私のほうの委員会でも説明してもらった

んですが、なかなか難しいということがありまして、その後、今度、一般質問の中でもふるさ

と納税というような質問があって、かえってこんがらかってしまったものですから、整理する

意味で質問いたします。 

 まず、１つ目の質問は、この南会津町の町民がどこに寄附をした場合、この条例の控除が当

てはまるのかというその寄附先。この前、町と日赤と何とかとこう言いましたけれども、ちょ

っとそこのところがはっきりわからなかったものですから、そこを整理してもう一回お願いし

ます。 

 それから、２つ目は、マスコミやこの前の一般質問でもふるさと納税というその言葉が先行

してしまっているわけですが、この条例を読むと、どこかに寄附をした人が、自分が住んでい

る自治体でその寄附した領収書をもらってくれば住民税が一定額控除になるというようなこと

だと思うんですが、その行為の中からは、自分のふるさとに対して納税をしたという行為は全

然ないでしょう。寄附をしたというのはあるけれども、税金を納めたという行為はあらわれな

いわけだと、おれは思うんです。ですから、そのふるさと納税という言葉は、私は日本語とし

ては極めて不適切で誤解を招くと思うんですけれども。 

 そして、きのう、福島県に初めて寄附金があったというのが新聞に載っていました。それで、

私も県のホームページを見てみましたが、福島県では「ふるさとふくしま応援寄附金」と、こ

う言っているんです。ですから、この表現だとぴたっとわかるんです。あるいは、ふるさと振

興寄附金というのか、そんな感じの意味だとわかるんですが。 

 この条例に関連して、南会津町のほうでも、今度は寄附をしてもらった場合のことを想定し

て、何かこうお礼をするとかそういうことを何かつくるような、この前、そういう質問関係の

やりとりがありましたが、その場合に、まず１つは、そういう寄附ということをはっきりした

ほうがいいんじゃないかということが１つ。それから、２つ目は、今現在、南会津町が寄附を

受けた場合には、歳入の中に寄附金というのがありますよね。それ、一般会計に入っているの
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で、これは何に使ってもいいんでしょうけれども、今後は、何かこう特別に使い方を決めたも

のを、そういう受け皿を今後は準備する考えがあるのかというようなことを、確認の意味で聞

きたいと思います。 

 それから、３つ目は、南会津町に寄附があった場合、現在はお礼というのはしていないんじ

ゃないかなと思うんですけれども、町の広報には名前なんか載ってきます。しかし、お礼もし

ているかもしれませんけれども、ちょっとわかりませんが、今後はどうするのか。今後は、今

までの一般的な寄附と、今度のほかの県からもらうみたいなそういうことの関連の中で、両方

にお礼をしていくのか。それとも、片方だけ、町民が南会津町に寄附するときには今までどお

り何もしないと。そうでなくて、町民出身で、例えば東京にいる人がこっちに寄附をしてくれ

た場合にはお礼をするというような、そういうちょっとバランスに欠けることをするのか。そ

の辺、ちょっとこの前何かごちゃごちゃしたような気がしましたので、整理する意味でその辺

今後の方針を伺いたいと思います。 

○渡部康吉議長 税務課長。 

○馬場増男税務課長 お答えいたします。 

 まず、私のほうから１点目についてお答えをさせていただきます。 

 町民がどこに寄附をしたら控除が該当するのかということだと思いますが、改正税条例の11

ページの第34の７、寄附金税額控除ということでなってございますが、 

〔発言する者あり〕 

○馬場増男税務課長 議案第46号。都道府県、市区町村、それから、共同募金会、日本赤十字

社に対する一応寄附金ということで規定をさせてもらっております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 私のほうからは、残りのおただしについてお答えさせていただきたいと

思います。 

 まず、２点目にお話がありました、ふるさと納税という言葉が不適切ではないのかというよ

うなお話がございました。確かに、ふるさと納税という言葉は、条例それから地方税法上どこ

にも出てこない文言でございまして、基本的には寄附金をすることによって、その寄附に相当

する住民税それから所得税が減額されると、こういうことでございますので、確かに、受け入

れる側としましては、寄附金という考え方が正しいのかなというふうには思っておりますが、

結果しまして、寄附することがふるさとに納税したというような、何といいますか、最終的な
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効果といいますか、そういうことから、マスコミ等ではそのような言葉を使っているのではな

いのかなと、こんなふうに思います。 

 それから、３点目の寄附金の関係の受け皿の関係でございますが、これにつきましては、当

初、基金をつくろうかというような話も一部あったところでございますが、実は、寄附金がど

のくらい入るかもわからない状況の中で、先行して寄附金基金をつくることがどうなのかとい

うような議論もありまして、当面は、今までどおり寄附をいただきましたら、それぞれ一般会

計の寄附金のほうに予算を計上しまして、寄附金にいただいた方々の志に則した形で歳出予算

に別途計上しまして、そこで処理をしていきたいと、こんなふうに思っております。 

 それから、最後の４点目でございますが、寄附をした方に対するお礼のお話がございました。

これにつきましては、現在も町長名で寄附をいただいた方に礼状をお送りしておりますが、今

後、基本的には町長の礼状と、さらには、12日に、実は、県のほうでふるさと納税に関する説

明会があったところなんですが、県のほうからも、余りその見返りといいますか、御礼という

ことで、余り節度のないようなそういうことは極力遠慮していただきたいというようなお話も

ございましたので、その辺を勘案しながら検討していきたいと、こんなふうに思います。 

 さらに、町外の方にだけそういうお志といいますか、いただいた方に御礼をするのかという

ことにつきましては、本来、今回の税制改正の目的が寄附に対する、何といいますか、税額控

除ということで、都市部に集中している税源を地方に配分しましょうというのが趣旨でござい

ますので、一般的に、町外からの寄附を受けた方に対して、町のほうとしていろんな情報発信

をしながら、今度とも長いおつき合いをできるような、そのような取り組みを考えていきたい

と、このように考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 大体わかりましたが、ちょっと最初の11ページの寄附の先、ちょっ

と確認しますと、11ページの真ん中辺の「(1)の都道府県、市町村又は特別区に対する寄附

金」と、それから、(2)の「社会福祉法に規定する共同募金会又は日本赤十字」、そこですね、

これ、ちょっと確認します。 

 そうすると、今、この寄附をもらった場合のその対応についてもこう、何といいますか、冷

静なといいますか、そういう対応をするということがわかりましたけれども、今後、そういう

ふるさと納税というようなことが大分マスコミで先行しているような状況の中では、こちらで

も受け皿、受け皿というのは、一般会計という意味では今までどおり歳入に入れるんだという
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ことだったんですが、そのＰＲというか、呼び水というか、それについては準備するというこ

とだと思いますが、それはどんな形になるのか。いわゆる要綱という形でまとめるのか、条例

というふうになるのか、ちょっとその辺わかりませんけれども、その辺の今後の見通し。あと、

時期も、この前の質問でも早目のほうがいいとか、ちょっとゆっくりのほうがいいとかと話が

あったんですが、その辺、いつころまで、何という形でまとめ上げる予定なのかを伺いたいと

思います。 

 それから、この条例の中で２つ目のテーマである住宅減税、これについては問題がないと思

いますが、その次に、その他として、説明書の中では、個人住民税における公的年金からの特

別徴収制度が導入されます、とあります。これ、今もう後期高齢者医療制度の中で天引きがな

されて、大変老人の方からは不満爆発なわけですが、また今度、個人住民税も来年の10月から

天引きをするということで、この前、説明の中でも、年金のみの場合だと148万円以上だから、

南会津町では1,000人くらいしか該当しないという話だったんですけれども、1,000人でも大

変なことだと思いますけれども、これも国で決めてしまったもので、なかなか町ではこれを拒

否といいますか、みんな従来どおりの納付方法、これにはできないのかどうかということと、

多分できないんでしょうけれども、それを一応確認したいことと、あと、国会では、いつ、ど

ういう法律で、どういう政党がこれ賛成して決めたのか伺いたいと思います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 私のほうからは、１点目のおただしについてお答えを申し上げたいと思

います。 

 まず、この寄附金に対する使途のメニューの関係でございますが、これは、現在、11番それ

から12番議員の一般質問にもお答えしましたとおり、今月末をめどにそれぞれ使途のメニュー

化を図っていきたいというふうに考えておりまして、これに伴って、おただしのありました要

綱それから条例等についての制定の考えはございません。したがいまして、内部で使途のメニ

ューを決定しまして、それぞれ町民の方、それから町外の方に、広報紙それからホームページ

等に掲載をしながら、積極的にＰＲをしてふるさとの活性化につなげていきたいと、このよう

に考えておりますので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 税務課長。 

○馬場増男税務課長 お答えいたします。 

 ２点目の件についてお答えをいたします。 

 個人住民税における公的年金からの特別徴収制度につきましては、条例改正の提案説明でし



－１７９－ 

ておりますとおり、地方税法の一部を改正する法律（平成20年法律第21号）が平成20年４月

30日の国会で議決をされたものでありまして、出席議員３分の２以上の賛成多数で可決された

ものでございます。こうした法の公布に伴いまして、今回提案しているものでありますので、

ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 討論があるということでございますが、まず、反対者の発言を許します。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 それでは、私はこの条例案に反対をいたします。 

 その、まず一番の反対の理由は、個人住民税がこの条例によりまして、来年の10月から天引

きが一部始まるということであります。先ほども言いましたように、年金が少ない人は天引き

されないというようなこともありましたが、多い、少ないに関係なく、やはり１人１人の承諾

を得て天引きするのが私はいいと思うんです。給料なんかの場合も、給料からいろんな税金と

かいろんなものを天引きする場合がありますが、それは全部個人の承諾を得ているわけなんで

す。これは、法律という名のもとに個人の承諾を得ないでやってしまうと、一般の住民の方は

後から知るということになりますので、それは、昔でいえば、悪代官のやることなんです。こ

れは、町では責任はありませんけれども、国でやったことですからやむを得ない面はあります

けれども、私はそういう理由でこれは反対であります。 

 それから、先ほども言いましたように、この寄附の関連においても、寄附に対する控除だと

いうことをきちっと明確にして、ふるさとに対する納税というようなわかりにくい表現はしな

いように。町長のほうからも、この前、町民みんながＰＲをする必要があるのではないか、町

民みんながセールスマンだという話がありましたけれども、みんながセールスマンになんかな

れないですよ、これ、難しくて。誤解を招きますので、そういう誤解を招かない、あくまで寄

附を主体にして、そして、余りお礼とかそういう見返りは本当にしないような、最小限の町長

名の御礼くらいならいいと思うんですけれども、最小限にするわかりやすい制度になることを

願っております。 
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 以上です。 

○渡部康吉議長 次に、賛成者の発言を許します。 

 16番、渡部東君。 

○１６番 渡部 東議員 本条例案は、先ほど税務課長がおっしゃったとおり、地方税法の一

部を改正する法律が公布されたことに伴ってその一部を改正するということで、何ら問題はな

いと私は考えます。 

 それから、個人住民税における特別徴収制度、これが個人の承諾を得てやるべきだという意

見には私も賛成しますけれども、逆に、この特別徴収制度というのは、公的年金から自動的に

引かれるということは、年金をもらう人がわざわざ銀行なり行って、おろして、また自分で支

払わなければならないと、そういう非常に手間がかかる。だから、私は、この徴収制度という

のは、逆に、行政サービスがよくなったと、非常にいい制度だと私は思っております。 

 それから、ふるさと納税、この件について文言が云々と言いましたけれども、この件につき

ましては、文言が不適切であれば今後討論していけばいい話であって、私はこの条例案に対し

て賛成いたします。 

○渡部康吉議長 次に、反対者の発言を許します。 

 ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 ないようですので、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第46号 南会津町税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決することに賛

成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○渡部康吉議長 起立多数です。 

 よって、議案第46号 南会津町税条例の一部を改正する条例は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４７号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第６、議案第47号 南会津町税特別措置条例の一部を改正する条
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例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４８号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第７、議案第48号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正す

る条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 この議案については、全員協議会の中で詳しく説明を聞いたわけで

ありますけれども、全員協議会の資料の中では、２ページを見てみますと、税金の必要額につ

きまして、医療費が２億8,519万9,000円、２億8,500万円ほど必要だとこういうふうに言って

おります。それから、後期高齢者支援分で１億1,277万2,000円ほど必要だと、１億1,200万円

ですね。それから、介護保険分で4,419万4,000円ほど必要だということが文章の中に書かれ

ております。合計で、これが４億4,200万円ほどになると思います。 

 それが、一番最後の18ページの資料を見てみますと、例えば、これは一例としまして、医療
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分を見てみますと、この被保険者数が5,709人いるわけです。5,709人で、その欄の下のほう

に１人当たり税額というのが５万3,011円とあります。これを掛けますと、全部の税金額が出

てくるわけですが、計算しますと３億200万円ほどになるんです。 

 そうしますと、医療分のところで２億8,500万円必要だということに対しまして、３億200

万円ほど集まる計算になると私は思うんですが、その辺で、1,700万円ほどが余計でないのか

なと思うんです、医療分だけを見ると。この３つを見ると、合計で2,400万円ほどになるんで

すけれども、これ、多少の計算もゆとりは必要かもしれませんけれども、ちょっと多いんじゃ

ないかと思うんです、全部で2,400万円というのは。それは、私もかねがね一般質問でも言っ

ていますけれども、今、いろんな意味で町民の負担がひどいという中で、やはり１円でも税金

を安くすることが必要でないかなと思うんですが、そうした観点から見た場合に、もう少し安

くできなかったのかどうかを伺いたいと思います。 

 今のちょっと意味わかりましたか。今ちょっと細かな数字言ったんですが。わかったらいい

んですが。 

 ２つ目は、その前のページの17ページの計算例が詳しくありますが、この中の一番上の欄の

田島地区で、19年でも20年でもいいんですが、所得割、資産割、均等割とありますが、この

均等割の１万1,520円、19年度分だったら、20年分だったら１万1,400円とありますが、これ

が７割軽減でなくて４割軽減になっているんじゃないかなと思うんですけれども、この辺、間

違っていないのかどうかを伺いたいと思います。２点です。 

○渡部康吉議長 税務課長。 

○馬場増男税務課長 お答えいたします。 

 まず、１点目の全員協議会の際の資料の件でおただしのあった点でございますが、まず、１

点目の2,400万円ほど多いのではないかというお話でございますが、この必要税額でございま

すが、確かに２ページでは国民健康保険税にということで、それぞれの医療保険分、後期高齢

者支援金分、それから介護保険分の積算の基礎に当たってのいわゆる必要税額の数値をお示し

しておりますが、全協でもお話をさせていただきましたが、全協の資料の19ページ、ここで税

率を積算するに当たっての基本的な必要税額の算出についてご説明をさせていただきました。 

 例えば、医療費、医療保険分については、先ほどの２億8,519万9,000円に対して、これま

での収納実績率、こういうものを税的には約94.23％というふうな見込みを立ててございます。

これに基づきまして、必要税額を３億264万1,571円というふうに、この19ページの資料の右

端の数字に、こちらで必要税額を見込ませていただきまして、これを、被保険者5,709人とい
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うことになってございますので、これを割り返しますと、今ほどの18ページの医療分ですと１

人当たり税額５万3,011円と、こういうような数値になりますということで、ご説明をさせて

いただいたところでございます。 

 医療保険分同様、介護分、後期高齢者の支援金分も同様なんですが、後期高齢者支援金分に

つきましては必要税額が１億1,277万2,000円と、これに対しまして、収納率を98.35％見させ

ていただきました。これによりまして、１億1,466万4,935円、これを税としての必要税額の

基礎数字にさせていただきまして、割り返しをしております。 

 それから、介護保険分でございますが、同じように、税を積算するに当たっての基本的な必

要税額は4,419万4,000円ということでございますが、これに、収納率を89.88で見ております。

これで、介護保険分につきましては、調定見込み額を4,916万6,500円というような数字で必

要税額を見させていただきまして、これに基づいてそれぞれの税率を決定しておりますので、

よろしくお願いしたいと思います。 

 もう一点、おただしがありました件で、17ページの算定例の関係で、７割軽減ではなくて４

割軽減ではないかというおただしでございますが、田島地域の例でおただしがありましたので、

こちらは被保険者が２人いらっしゃいますので、均等割を２人掛けますので、７割軽減でこの

数字で間違いないと思いますが、よろしいでしょうか。所得割については７割軽減で、所得割

はかかりません。それから、資産割については軽減税率ございませんので、単純に資産税額を

５万円といういうふうに見ていますので、これに12.7％を掛けてございます。それから、均

等割につきましては、１万9,000円という数字に対して、被保険者が２人ですから、７割軽減

で30％を見ればこういった数字になると。それから、平等割についても、１万7,600円に対し

て３割を見ますとこの数字に間違いないかと思いますが、よろしいでしょうか。 

 以上で終わります。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 実は、正直言うと、前に住民生活課長にもお聞きしたんですけれど

も、その後、改定後やはりわからないので、再度お願いしたいと思います。 

 やはり、我々全協で説明を受けた資料11ページ、恐らく議員の皆さんも、このときに馬場信

作議員が、75歳の人たちが全部国民健康保険から抜けて後期高齢のほうに行ったら療養給付費

は下がるのでないかというふうに質問したんです。そうしたら、いや、下がりはしない、ふえ

るんだと。どうしてもやっぱりわからなくて、勉強会やってもらってもわからない。もう国民
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健康保険の19年度のやつの決算、大体出ていると思うんです。そこの療養給付費というのは幾

らですか。 

 要するに、その金額と、この11ページの20年６月というのは、これは11億7,700万円かな。

そうすると下がってくるんです、金額は。だから、下がるのが当たり前ではないのかなと、こ

う思うんだけれども、その辺をわかりやすくご説明をお願いしたいなというのが１点。 

 それから、もう一点。どうしても、国で決めて、我々こう町村、末端のところにいきますと、

どうしても国で決めたやつをやらざるを得ないんですけれども、それで、町長さんのお考え、

ということは、後期高齢者の75歳のコストの非常に高い人たちが行くと、医療費がうんとかか

るような人が。私は、疑問をいつも感じているのは、保険というのは、コストの高い人と低い

人合わせて初めて成り立つものだというあれが強いものですから、コストの非常に高い人たち

だけこう持っていって、確かにそこでかかったやつ、各保険のほうから４割やるとかいろいろ

言うんですけれども、本当にこれで、医療制度で保険でないといえばそれまででしょうけれど

も、本当に成り立つのかなと。どうもその辺がキツネにつままれたような形で、町長はその辺

どういうお考えでいられるかなということの、ちょっとお考えを、その２点お願いします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 細かい数字については担当のほうから申し上げますが、昨日の議会の答弁でも申し上げたと

思いますが、いわゆる後期高齢者といわれる人たちが、一般的に医療費が高いと思い込んでい

ることが間違いだと思うんです、１つは。それは違うんですよ。必ずしもそうではないんです。

ただ、政府がなぜこういう制度をつくったかというのは、これから、非常に人口密度の割合の

高い団塊の世代が後期高齢者としていわゆる医療費のほうに負担をかけてくるだろうと、こう

いう想定のもとでつくられた制度だと、私はそういう認識をしております。 

 したがいまして、きのう言いましたけれども、後期高齢者が抜けて、それは医療費がどうな

ったか調べてみなければなりませんが、その分、現役世代に40％の支援の負担金が残っている

わけです。だったらわかると思うんですが、そういうことで、実はこれ、国はこの制度をつく

るときに平均化するわけです。全国の自治体の状況を平均化するわけです。そうすると、国保

特別会計から後期高齢者医療制度に抜ける者は、都市部も地方部も全部入れると十数％になる

だろうと、こういう考え。ところが、南会津町みたいなような、いわゆる高齢者率の高いとこ

ろは30％も抜けるわけです、言ってみれば。そうすると、当然、いわゆるマスコミやなんかで

言われているような確実に医療費の高い人たちがこっちに移行するだろうということには、計
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算をしてみるとならないと、こういうことです。 

 ですから、こういう後期高齢者をみんなで支えるというのは、私もきのうお話ししたように、

４番議員からそれぞれ違った制度があっていいんじゃないかというんですが、その選択肢はつ

くります。選択肢はあったほうがいい。しかし、やはり一つの町ですから、全体として支え合

いましょう、こういうスタンスが望ましいのではないだろうか。 

 ですから、この後期高齢者についても、そういう基本的な考え方を持っております。しかし、

ご存じのように、政府で決定されることですから、これについては、特に、決定後の違う方策

を見つけるというのは非常に難しい。しかし、何回も言うように、現場の意見として実態はこ

うですよと、本当にこれで政策的にいいんですかと、こういう提言はしていかなければなりま

せん。 

 したがいまして、今月の初めだったか、上京した際に、国のほうにその旨を、この全協の資

料を持っていきましたら、たまたま総理官邸のほうにちょっと来てみろと、こういうことがあ

りましたので、その資料を持って総理官邸のほうに行って、総理官邸の秘書官には説明をして

まいりました。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 １番目のご質問で、後期高齢者の被保険者が国民健康保険から抜けたのに医療費がなぜ削減

しないかという答えでございますが、国民健康保険の被保険者から抜けますが、もともとこの

方たちの医療費につきましては、老人保健特別会計のほうから支出をしておりましたので、国

民健康保険からの支出ではないために医療費の総額としては変わらないということでございま

す。 

 それから、全協の資料の９ページに、南会津町医療費等の推移ということでグラフで記載を

しております。この下のほうにその関係が記載してございますが、平成19年度ですと、国民健

康保険の給付費が14億5,800万円ぐらい、その下に老人保健給付費ということで記載がしてあ

ります。ここが大体22億円ぐらいかかっておりますが、この支払いがいわゆる後期高齢のほう

に行った形の支払いを特別会計でしていたということですので、ご理解をお願いしたいと思い

ます。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 12番、星登志一君。 
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○１２番 星 登志一議員 前回、全協で説明いただいたので大体はわかりましたけれども、

そこでわかったことは、非常に基金、これから先細りでどうにもならなくなるなと、いわゆる

我々の次の世代に負担が行ってしまうのかなという感じがしたんですけれども、もともと後期

医療は、私が国会議員だったら反対なんですけれども、町会議員だから反対してもしようがな

いので。これから町のことを考えるときにどうするかというときに、今回の改正で基金のほう

にどのくらい回せるのか。あるいは、町としては基金を、標準というか目標にしている基金の

金額があると思うんです。ですから、それは何年間の間にどのくらいずつ毎年積んでいきたい

と考えた改正なのか、その２点についてお願いします。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 基金の残高につきましては、全員協議会の資料の10ページに記載をしてございますが、本来

ですと、条例で規定する基金の額については、約33億2,800万円程度ということですが、現在、

補正で5,180万円しておりますので、規定する額の大体26.8％ぐらいということになっており

ます。 

 今回につきましては、先ほどから申し上げますとおり、やはり制度の改正が大きな理由であ

りますので、適正な医療費の削減をしてまいりますれば、剰余金の中からある程度、５％程度

といいますので、約6,000万円程度を毎年積み立ててまいりたいというような計画を考えてい

るところでございます。 

 以上です。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 私からもつけ加えてお答えをさせていただきますが、それで、先ほどお話し

しましたいわゆる秘書官のほうにお願いをしたのは、辛うじて今回基金があったから、基金の

持ち出しでさほど町民の方々に、いわゆる被保険者のほうに負担をかけないで何とか済むよう

な措置で一時的に回避するという方法をとりましたが、この基金は確実になくなっていきます。

したがいまして、その基金の積み立てに関する特例措置といいますか、これらについてぜひ検

討していただきたいと、こんな話をしておきました。 

 つまり、基金に積み立てるというのは、何もかにも一般会計からこちらのほうの都合で積み

立てると、こういうことがなかなかできないので、この辺の緩和措置等も含めて考えていただ

かないと、この国民健康保険特別会計については、我が町については大変な事態に陥るという

ことで申し上げましたので、この後、どういう手順でどのような協議がなされるかわかりませ
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んが、絶えず、その後の経緯についてもこちらではチェックをするといいますか、検証してお

願いをさらに要望していきたい、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 同じような質問を反対のほうから、逆方向から見て質問したいと

思います。 

 先ほど町長が言われたように、この保険は、各自治体でやっている国保財政が、今非常にお

金が足りなくなって、間もなくつぶれるんではないかという、国民皆保険を守るために、また、

高齢者が安心して保険を使えるようにという、そういう意味でつくられたのだと私は信じてお

りますが、例えば、これが、今、国会でも参議院で否決をされまして、もうなくせとこう言わ

れていますけれども、もしも、この後期高齢者制度ができなかった場合、町の国保財政はどの

ぐらいの医療費、全体で医療費が、老人保健も含めて、現在よりもどのぐらい伸びるのか。あ

るいは、国保と老人保健の保険代がどのぐらいまで上げなければやっていけないのか。その辺、

もしわかればお聞きします。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 大変難しい質問でございますが、いわゆる老人保健の今までの保険給付費の伸び率とか、国

民健康保険給付費の伸び率を見ますと、確かに下がった年はありますが、毎年微増、もしくは

かなりふえている部分もありまして、特に、国民健康保険給付費については約109％というア

ップ率です。ただ、老人については101.8％ですので、若干の見込みであります。これら含め

て、将来にわたってどうしても国民健康保険に対する財政の脆弱さというのが明らかでござい

ますので、今回、後期高齢者医療制度によって、いわゆるお年寄りの方にもある程度負担をし

ていただく方向にしたいということでございますので、その辺で制度が変わってきたというこ

とですので、ご理解をいただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 数字を急にといってもなかなかわからないとは思いますので、私

たちも、議員になっていろいろ予算書を見てみますと、今言われたように、医療費が毎年、町

で１億円近く上がっているということで、当然、小さな自治体は高齢化が進んで、国保財政と

いうのは非常に大変だと思います。 

 こういう中で、全国一律じゃなくて大きく県単位というあたりも、やっぱり当然、これは国
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民の各自治体が大変な思いをしないようにということでやった政策だとは思います。今後、２

年ごとには見直すという情報にもなっていますので、そういう点では、まず一たんやってみて、

それから悪いところは直していくというのが大事なことではないか。それには、私たちもしっ

かりと見ていかなければ、検証しなければならないと思いますが、先ほど町長からも言われま

したが、町としては、この制度ができたことに対してよかったのか、心配しているのか、現時

点でのお考えを町長にお聞きします。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 私は、先ほど申し上げたように、秘書官に申し上げたのは、本質的な流れの中ではこういう

選択肢は必要であったと、こう申し上げてまいりました。それは、私も国会全般を知り得るも

のではないので、十分な認識の中でそういう結論を出したかというとそうではない。 

 しかしながら、先ほどから申し上げているように、今後、人口構成の中で、いわゆる団塊の

世代と言われる人たちが、そういう医療に頼らざるを得ないような構成になってきたときにこ

のままでいいのかというとそうではない。したがいまして、今回、国民健康保険税の審議委員

のほうからは基金を取り崩さないほうがいいと、こういう意見も随分ございましたが、現在、

国会で、一たんスタートした制度ですが、さまざまなその地域の事情が課題として浮き彫りに

なってきましたから、それに対して改善策を講じようという動きがあるので、これらを十分見

きわめないといけないので、ここでは、ひとつ基金の取り崩しをぜひご理解をいただきたいな

と、こう申し上げました。 

 したがいまして、私は、先ほどから申し上げているように、あくまでも個人的な意見として

申し上げますが、今までの従来の国民健康保険制度をそのまま踏襲しようというやり方ではい

けないと。しかし、現在のやり方では都市部と地方の違いが出てきているので、ここのところ

はひとつ十分見直しを図ってほしいと、こう考えておりますので、ご理解をいただきたいと思

います。 

○渡部康吉議長 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 実を言うと、私も、私たち公明党は、割合、都市部の議員が多い

ので、地方の政策が非常に弱い面もあるんです。この制度についても、５月半ばに、公明党の

3,500人の全地方議員に改善点があれば挙げてくれということで、私も２点、できればこれを

個人単位にしてもらいたい、それから、先ほどいろんなところで出ました、世帯主が若い人で

あって、その人の高齢者も減免率が少ないとか、そういう面を２点やりました。 
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 そういう中で、今回の改正はいろいろなされましたが、まだまだ私も、もっと個人個人に、

１枚ずつだから個人個人にしてもらいたいというこういう意見を今言っているんですが、確か

に、この田舎いろんなところを回りますと、非常に高くなった人、国保よりも150％になった

人もいるわけです。こういうことについては、私たちもしっかりと言っていきたいと、こう思

います。 

 最後に、町長に、課長でもいいですから、もし、いろんな細かいこと、そういう不備な点が

あったらば、ぜひ町からも改善点の声を上げてもらいたいと、できるかどうかお聞きして終わ

ります。 

○渡部康吉議長 町長。 

○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 当然、私はできると思っておりますし、この辺については、進んで関係機関あるいは団体等

と連携を深めてやっていきたいと、こう思っております。 

○渡部康吉議長 ２番、渡部俊夫君。 

○２番 渡部俊夫議員 私は、やはり国保の関係でいけば、一番やっぱり気になるところは基

金の問題だというふうに思っています。それで、間違いなく、町長も言われたようにもう底を

つくんじゃないかと。やっぱりそのときに、何でもってカバーしていくのかと、それはまさに

医療費をもう減らす以外にないんじゃないかと、当面。 

 そういう意味では、町としても医療費削減のために重点施策も含めて取り組んでいるようで

すし、なおかつ、先ほど町長が述べられた緩和措置、これも、来年、再来年、即実現してやる

ものかどうかもわかりませんので、仮に、これが底をつくようなことになった場合は一体どう

するのか。保険料を上げるのか、もちろん一般会計から持ってくるなんてこれはできませんか

ら、その辺のことをちょっと、私も国保について余り知識がないものですから教えていただき

たいということ。 

 もう一点は、人間ドックの関係なんですが、これも、19年度の予算値と今回の数値を比べて

みますと、もう35％まで減になっているわけです。そういう意味では、確かに後期高齢者の方

が移行したという部分もあるかとは思うんですが、実際にこれで大丈夫なのかなという不安が、

今、県立南会津病院も人間ドックが始まってホームページ等にも宣伝していますし、これから

も需要が見込まれると思うので、その辺で、ちょっと数値のマジックがいまいち理解できない

部分があるので、ご説明いただければと思います。 

○渡部康吉議長 町長。 
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○湯田芳博町長 お答えをいたします。 

 基金については議員と同様の心配をしておりますが、底をついた場合という話ですが、底を

つかないように何とかしていくというのが私たちに与えられた重要な課題だと思います。仮に、

底をついたということになれば、今の制度の中では税に転嫁をせざるを得ないということにな

るわけです。 

 でも、これは、先ほどからも話があるように、今の南会津のいわゆる経済実態、あるいは雇

用の状況、所得の実態を見てみますと、それを吸収するような状況にはないんです。ここのと

ころを、ですから、私は国に、地方と都市の差というのはこういうところにも実は出てきてい

るので、今回ぜひ緩和措置といいますか、特別な取り扱いについて、暫定的なものでもいいか

らお願いをしていきたい、これは強く今後も継続していきたいということであります。 

 人間ドックについては、担当の者からお答えをさせていただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 住民生活課長。 

○長沼芳樹住民生活課長 お答えいたします。 

 人間ドックの実施状況につきましてですが、19年度につきましては、40歳から69歳の町民

ということで実施をしております。国保と国保外とありますが、受診者は195名でございます。

19年度につきましては、保健衛生協会のほかに竹田病院、中央病院、会津西病院の４つで実施

をしております。今年度につきましては、40歳から74歳までの町民ということで、現在まで

に実施をしたのが、国保だけになりますが74名でございます。実施医療機関につきましては、

保健衛生協会と南会津病院の２カ所でございます。これにつきましても、南会津病院について

は、産婦人科の関係で男性のみの受け入れというふうにはなっております。今年度の実施状況

を踏まえて、さらに、来年度に向けて結果に応じたよい方向にまた検討させていただきたいと

いうふうに考えております。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 それでは、まず、反対者の発言を許します。 

 19番、大竹幸一君。 
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○１９番 大竹幸一議員 私はこの議案に反対いたします。 

 この前、６月11日に、民報新聞に国民健康保険税と後期高齢者医療制度の保険料の比較が載

りました。この中で、南会津町は国保との比較で、年金収入79万円の場合も500円上がったと、

それから、年金が201万円の場合も１万2,900円上がったと、両方上がったということで、県

内でただ一つそういう町として載っていました。これは、後期高齢者になってから上がったと

いう意味ですから、国保としては今まで比較的安くなっていたと思うんです。そういう意味で

は、私は、この町の国保についての施策はいろいろ頑張っているということは、私は大いにわ

かっております。今回の資料の18ページを見た場合においても、課税限度額が下がったことも

ありますけれども、国保の医療分については、もちろん去年よりも下がっております。 

 しかし、問題は、やっぱりこの後期高齢者に対する支援分です。この分がほぼ全額といって

いいか、そのくらい上がっていると思うんです。ちょうど、ことし、たまたま４町村の税金を

一遍にするという時期があったものですから、そういう点で、幾ら上がったというのがすぱっ

とこう出せないという面もありますけれども、ちょっと見た感じでは、この後期高齢分がどん

と上がっていると思うんです。そして、また、その賦課限度額においても、今までは医療分が

56万円、それから介護分が９万円で65万円だったんですが、今度は医療分が47万円に下がっ

たんですけれども、後期高齢の支援金分が12万円になったと、そして、介護分が9万円で、今

度68万円、その限度分も今までの65万円から68万円に上がったわけです。そういう点で、や

はりこの後期高齢分が重く負担にのしかかっていると思うんです。 

 そして、私がやっぱり心配するのは、今、収入がみんな下がっているわけです。そういう中

で税負担がふえてくる、こうなれば、また滞納がふえるという悪循環になるわけです。先ほど、

私の質問の中でも、滞納分を見越して税金を多く徴収しているんだということがわかりました

けれども、今後、それがますますひどくなって、滞納がふえるという悪循環に陥るだろうと、

私は思っております。 

 そういう点で、町の担当のほうで頑張っていることは、それは十分承知しておりますし、評

価もしておりますが、後期高齢分、これについて、私も今廃止運動をやっておりますが、ます

ますこの廃止運動に力を入れてやる必要があるなと、こう思っております。 

 そういう観点で、これについて反対とします。 

○渡部康吉議長 次に、賛成者の発言を許します。 

 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 税金が上がって喜ぶ人はだれもいません。しかし、本年は、合併で定
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めた均一課税を行うこととした年度であり、初めて４地域が同額の課税となるわけであります。

必要税額を平成19年度と同額とするために、先ほど話が出ておりましたけれども、国民健康保

険基金から5,180万円を繰り入れて、納税者の負担をできるだけ少なくすることにも努力をさ

れていることがうかがわれます。 

 ただ、高齢者医療制度の改正により、保険税が上がったことについては、町民が厳しい生活

をしていることを踏まえ、今後、あらゆる機会に税のＰＲをされ、納税者である町民の理解を

いただけるように努められることを申し上げ、本改正に賛成するものであります。 

○渡部康吉議長 次に、反対者の発言を許します。 

 ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 ないようですので、討論を終わります。 

 これより採決を行います。 

 この採決は起立によって行います。 

 議案第48号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、原案のとおり決

することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○渡部康吉議長 起立多数です。 

 よって、議案第48号 南会津町国民健康保険税条例の一部を改正する条例については、原案

のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第４９号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第８、議案第49号 南会津町手数料徴収条例の一部を改正する条

例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５０号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第９、議案第50号 南会津町介護保険条例の一部を改正する条例

を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 
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◎議案第５１号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第10、議案第51号 南会津町前沢曲家資料館条例の一部を改正

する条例を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎報告第３号について 

○渡部康吉議長 次に、日程第11、報告第３号 平成19年度南会津町繰越明許費繰越計算書

の報告についてを議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 本件は、法令に基づく報告でありますので、ご了承願います。 

 以上で、報告第３号 平成19年度南会津町繰越明許費繰越計算書の報告についてを終わりま

す。 
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  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５２号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第12、議案第52号 平成20年度南会津町一般会計補正予算（第

１号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

 17番、芳賀沼順一君。 

○１７番 芳賀沼順一議員 一般補正で、この中にちょっとないんですが、補正ということで

関連して質問させていただきますが、この中に貸付金、ちょうどないんですけれども、20年で

すので。 

 今回、南会津町で金井建設に貸し付けしている土地があると聞いたんですが、産業廃棄物の

処理場、大体年間50万円ぐらいとは聞いたんですけれども、金額はいいんですが。金井建設が

ああいう状態になりまして、あそこにかなりの施設が残っているということで、あの施設を金

井建設さんのほうとか弁護士のほうで壊していくのか、それとも、最終的には町があれを処理

しなければならないのか、決まっていなければいいんですが、もし方向性が決まっていれば伺

います。 

○渡部康吉議長 総務課長。 

○室井 裕総務課長 お答えいたします。 

 金井建設の関係でございますが、先々月だったかと思いますが、私どものほうで破産管財人

のほうと協議をしまして、その中で、破産管財人の基本的な考え方をお聞きしてきましたが、

破産管財人としましては、今ある施設を使いながら事業が展開できる企業それから法人がない

かということで、まずその辺で当たっているというような状況の報告がございました。 

 そういう状況でございますので、さらにそういった事業者があらわれなかった以降の問題に

つきましては、さらに破産管財人と協議を進めていきたいというのが現状の状況でございます

ので、ご理解いただきたいと思います。 

○渡部康吉議長 ほかにございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 
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 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５３号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第13、議案第53号 平成20年度南会津町国民健康保険特別会計

補正予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 
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◎議案第５４号の質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第14、議案第54号 平成20年度南会津町老人保健特別会計補正

予算（第１号）を議題といたします。 

 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 以上で、議案審議は終了いたしました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎平成２０年請願第１号の委員長報告、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、常任委員会に付託してあります請願・陳情について。本定例会の会期

中に結論の出ました請願・陳情の審査経過と結果について、委員長の報告を求めます。 

 日程第15、平成20年請願第１号 国による公的森林整備の推進と国有林野事業の健全化を

求める請願書についてを議題といたします。 

 産業建設委員会に付託しておりますので、産業建設委員長の報告を求めます。 

 13番、星和男君。 

○１３番 星 和男議員 産業建設委員会に付託されました請願書についてご報告申し上げま

す。 

 本委員会に付託されました請願書を審査した結果、次のとおり決したので、会議規則第94条
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第１項の規定により報告いたします。 

 記。受付番号、平成20年請願第１号。件名、国による公的森林整備の推進と国有林野事業の

健全化を求める請願書。平成20年６月13日付託されました。付託されたのは、南会津町山口

字村上867、森林労連全国林野関連労働組合 南会津分会執行委員長 本名隆幸。 

 審査の結果は採択するべきものと、皆さんの全員一致で決まっております。 

 よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 これより委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 この請願に対する委員長報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成20年請願第１号は委員長報告のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎平成２０年請願第２号及び平成２０年請願第５号の委員長報告、質疑、討論、

採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第16、平成20年請願第２号 「非核日本宣言」を求める意見書

の採択についての請願について、日程第17、平成20年請願第５号 地方財政の充実・強化を

求める意見書提出に関する請願についてを一括して議題といたします。 

 総務委員会に付託しておりますので、総務委員長の報告を求めます。 

 16番、渡部東君。 
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○１６番 渡部 東議員 ただいま議題となりました請願２件につきまして、その審査の経過

と結果についてご報告いたします。 

 １件目は、平成20年請願第２号、「非核日本宣言」を求める意見書を国に提出する請願書で

ありますが、平成20年６月５日、会津若松市城東町16－１、会津地方労連内、原水爆禁止会

津若松市協議会代表、鈴木丑生氏より提出されたものであり、紹介議員は大竹幸一議員であり

ます。 

 ２件目は、請願第５号、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出で、平成20年６月５日、

福島市荒町１番21号、自治労福島県本部中央執行委員長、丹治則雄氏、及び南会津町田島字後

原甲3531－１、自治労南会津町職員労働組合執行委員長、渡辺健二氏で、紹介議員は星光久

議員であります。 

 以上、２件とも、平成20年第２回定例会において本委員会に付託されたものであります。 

 本委員会といたしましては、早速６月13日より本請願の審査に入り、16日、17日と３度、

その中で、両紹介議員の説明、また、地方財政の充実・強化を求める意見書につきましては総

務課長の説明を受け、慎重に審議をいたしました。 

 まず、１件目の「非核日本宣言」を求める意見書についてでありますが、請願の趣旨は、今

なお世界には膨大な核兵器が維持・配備され、新世代の核兵器開発が行われ、北朝鮮の核実験

に見られるように、拡散の危険も現実のものとなっているので、日本政府は核兵器廃絶の提

唱・促進と、非核三原則の厳守を改めて国連や国会などで内外で宣言し、非核日本宣言として

核兵器のない世界のための努力を呼びかけてほしいというものであります。 

 審議の結果、これは国政レベルの問題ではなかろうかと。非核三原則については、日本政府

は国是として歴代内閣において堅持されてきただろうと。核兵器の保有と製造については、原

子力法によって禁止されている。核拡散防止条約を批准した1976年に国会の両議院で非核三

原則を決議した等があり、意見書の提出までは必要がないのではないかという意見もございま

したが、今なお、世界には膨大な核兵器が維持・配備され、新しい兵器開発が行われている現

状をかんがみ、日本政府が非核三原則の厳守、核兵器廃絶の提唱・促進を改めて国内外で宣言

すべきではないか、そういう結論に達しまして、全会一致、採択すべきものと決しました。 

 次に、２点目でありますが、地方財政の充実・強化を求める意見書の提出であります。 

 請願の趣旨は、地方分権の推進、少子・高齢化の進行、産業・雇用対策、地球規模や地域レ

ベルの環境保全需要、災害・事故に対する安全対策など、地域の行政需要が増大していて、地

方自治体の果たす役割はますます重要になっており、2008年度に創設された地方法人事業税



－２００－ 

の国税化と都市部の税収を活用した「地方再生対策費」は格差是正策としては不十分である。

2009年度予算は、深刻化する地域間格差の是正と公共サービスの充実に向け、地方税の充実

強化、国が果たす財源保障に必要な財源を確保することが重要であり、地方分権の理念に沿っ

た自治体運営ができるよう、地方財政の充実・強化を図られるよう政府機関に対して意見書の

提出をしてほしいというものであります。 

 審議の結果、請願の趣旨のとおり、現状の地方財政は国の景気対策、地方交付税の大幅な圧

縮により、自治体の財政は硬直化を招いているとの観点から、全員一致採択すべきものと決定

いたしますので、よろしくご審議を賜り、ご決定くださいますようお願いをいたします。 

○渡部康吉議長 これより委員長の報告に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより平成20年請願第２号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 平成20年請願第２号に対する委員長報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成20年請願第２号は委員長報告のとおり決しました。 

 次に、平成20年請願第５号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 平成20年請願第５号に対する委員長報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 
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○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成20年請願第５号は委員長報告のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎平成２０年請願第３号及び平成２０年請願第４号の委員長報告、質疑、討論、

採決 

○渡部康吉議長 次に、日程第18、平成20年請願第３号 保険でより良い歯科医療の実現を

求める意見書採択に関する請願書について、日程第19、平成20年請願第４号 住基ネットの

見直しを求める請願書を一括して議題といたします。 

 文教厚生委員会に付託しておりますので、文教厚生委員長の報告を求めます。 

 ５番、山内政君。 

○５番 山内 政議員 ただいま議題となりました請願について、審査の経過と結果について

報告いたします。 

 平成20年請願第３号 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書採択に関する請願書は、

平成20年６月５日、19番大竹幸一議員の紹介により、福島市御山字中屋敷96、福島県保険医

協会理事長、酒井学氏から提出されたものです。 

 その趣旨は、歯や口腔を健康な状態に保つことは、全身の健康や介護・療養上の改善に大き

な役割を果たし、さらには、医療費節減にも効果があることが「8020運動」で実証されてい

る。多くの国民は、歯科医療について保険のきく範囲の拡大と自己負担の軽減を強く望んでい

る。そして、次の事項について国に実現を求め、意見書を提出してほしいというものでありま

す。 

 １、保険でより良い歯科医療が提供できるよう診療報酬の改善を図ること。 

 本委員会は、６月13日及び６月16日と２日間にわたり慎重に審査しました。その主な意見

としては、現場の歯科医師に現況を聞いたところ、請願の趣旨と大きな違いはないという話も

なされ、歯の健康を保つことは全身の健康にもつながるだろう等々であります。 

 本委員会としては、請願の趣旨が健康でよりよい歯科医療が提供できるよう診療報酬の改善

を図ることを求めていることから、その必要性を認識し、採決の結果、全会一致で採択とする

ことに決定いたしました。 

 以上、ご理解いただき、ご決定くださいますようお願いいたします。 
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 続いて、次の請願について、審査の経過と結果について報告いたします。 

 平成20年請願第４号 住基ネットの見直しを求める請願書、平成20年６月13日付、19番大

竹幸一議員の紹介により、喜多方市東桜ヶ丘2189、住基ネット差止めを求める喜多方の会 

代表 山崎四朗氏から提出されたものであります。 

 その趣旨は、住基ネットが稼動して５年が経過し、国はますます住基ネット利用の事業を拡

大しようとしている。しかし、住基ネット利用事務の拡大が、住民にとって本人の承諾なしに

自分の個人情報がすべて把握され、管理され、利用されるという拡大につながること。また、

住民にとって、自分の個人情報がどのように使われているのか知らされていないこと。自己情

報コントロール権が保障されるシステムになっていないこと。そして、憲法13条に基づく自己

情報コントロール権の保障を求め、次の事項について見直しをするように国に求め、意見書を

提出してほしいというものであります。 

 １、住基ネットのすべての利用記録を本人に開示する制度をつくること。 

 ２、年金や医療保険に住基コードを利用する社会保障カードの導入を中止すること。 

 本委員会は、６月13日及び６月16日と２日間にわたり慎重に審査しました。その主な意見

としては、既に合憲とする司法の判断が示されている。住基ネットが扱う個人情報は氏名、生

年月日、性別、住所、住民票コード、限られた情報量となっている。実害が生じていない。情

報化社会になっているので見直しは逆行するのではないか、等々であります。 

 本委員会としては、請願の趣旨が、住基ネットの見直しを国に求めていることから、現時点

での見直しの必要性もないと判断し、採決の結果、全会一致で不採択とすることに決定いたし

ました。 

 以上、ご理解いただき、ご決定くださるようお願いいたします。 

 それから、先ほど、保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書の日付ですが、訂正いた

します。平成20年６月13日付付託でございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○渡部康吉議長 これより委員長報告に対する質疑を行います。 

 質疑ございませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより平成20年請願第３号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 
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〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 討論があるようでございます。 

 それでは、まず、反対者の発言を許します。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 今の住基ネットの…… 

○渡部康吉議長 19番に申し上げます。請願第３号の討論でございますので。 

 それでは、討論なしと認めていいですか。 

 これより採決いたします。 

 平成20年請願第３号に対する委員長報告は採択であります。 

 委員長報告のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、平成20年請願第３号は委員長報告のとおり決しました。 

 次に、平成20年請願第４号に対する討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔発言する者あり〕 

○渡部康吉議長 それでは、まず、委員長報告に反対の発言を許します。 

 19番、大竹幸一君。 

○１９番 大竹幸一議員 今のこの住基ネットの問題については、この請願事項に対して必要

性がないというようなそういう審議結果がありましたので、何ともこの質問のしようがないと

いうことで質問しなかったんですけれども。 

 私は、この請願事項は必要があると思っているんです。これ、見解の違いになりますので質

問しなかったんですが、実害がないというようなこともありましたけれども、しかし、そうい

う実害が発生する前に、この会では請願をしているわけでありますので、それが、ここの委員

会で必要がないという判断がされたことは、大変残念でありますが、私は必要があると思って

賛成であります。 

○渡部康吉議長 次に、賛成者の発言を許します。 

 １番 湯田哲君。 

○１番 湯田 哲議員 この住基ネットの見直しを求める請願書について、委員会で十分議論

されました。先ほども委員長が述べましたように、現段階では、最高裁がこのような裁判の中
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で、住基ネットが憲法13条に保障された自由を侵害するものではないという、合憲であるとい

う判断が示されていることがまず１つと、あと、実際に住基ネットによる住民に対する被害と

いうのが出ていないということで、私はそれを考え、不採択に賛成です。 

○渡部康吉議長 次に、反対者の発言を許します。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 ないようですので、討論を終わります。 

 これより採決いたします。 

 この請願に対する委員長の報告は不採択であります。 

 したがって、原案についてお諮りいたします。 

 平成20年請願第４号を採択することに賛成の方は起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○渡部康吉議長 起立少数です。 

 よって、平成20年請願第４号は不採択とすることに決しました。 

 暫時休憩いたします。昼食休憩とします。 

 

休憩 午前１１時４０分 

 

再開 午後 １時００分 

 

○渡部康吉議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎日程の追加 

○渡部康吉議長 先ほど町長提出議案１件、委員会提出議案４件、議員派遣の件、各常任委員

長及び特別委員長から閉会中の継続調査申し出書並びに議会運営委員長から所掌事務に係る継

続調査の申し出書が提出されております。 

 お諮りいたします。 

 この際、これらの案件については、お手元にご配付の追加議事日程のとおり日程に追加し、

順次議題にいたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。 
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〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、提出されております案件につきましては、お手元の追加議事日程のとおり日程に追

加し、順次議題とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議案第５５号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 追加日程第１、議案第55号 物品購入契約についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 提出者より提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

○湯田芳博町長 追加して提案をいたします議案第55号 物品購入契約についてご説明を申し

上げます。 

 本案は、田島地域の建設機械ロータリー除雪車の老朽化に伴う更新でありまして、万全な除

雪体制を期するため、国庫補助事業により除雪能力のすぐれたロータリー除雪車を購入するも

のであります。このため、６社を指名し、去る６月９日、指名競争入札を実施した結果、コマ

ツ福島株式会社会津支店が落札をいたしましたので、同社と物品購入契約を締結するものであ

ります。 

 契約物件の概要は、コマツ製ＷＡ270－６Ｙ排出ガス対策型ロータリー除雪車１台で、車輪

式13トン級、カプラ付き、ロータリー付き、マルチプラウ付きでありまして、契約金額は

2,588万2,500円であります。 

 なお、納車期限は平成20年11月30日を予定するものであります。 

 よろしくご審議を賜りまして、ご議決くださいますようお願い申し上げます。 

○渡部康吉議長 直ちに質疑に入ります。 

 質疑ございませんか。 

 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 ちょっと何点かお伺いしたいと思います。 

 これ、多分更新だろうと思うんですが、今までのがどのくらい、何年くらい使って更新なの
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かというのが１つと、それから、国庫補助と言いましたけれども、それの割合、どのくらいな

のか。それから、指名競争入札ということで、６社の１社はわかったけれども、あと５社、わ

かればお願いしたい。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 今回更新する車両につきましては、平成７年に購入しました車両の更新でございます。した

がって、13年の経過がございます。それから、国庫補助の割合でございますが、補助率３分の

２でございます。それから、指名の業者につきましては、町に提出されております会津方部の

建設機械業者の指名参加願いに基づいて指名をさせていただきました。業者について申し上げ

ますが、東北ＴＣＭ株式会社会津支店、コマツ福島株式会社会津支店、日立建機株式会社会津

営業所、会津自動車工業株式会社、東北建設機械販売株式会社会津営業所、会津機械株式会社

の６社でございます。 

○渡部康吉議長 11番、湯田秀春君。 

○１１番 湯田秀春議員 私もこういう機械というのはよくわからないんですけれども、平成

７年に買った前の機械というと、法的な耐用年数というのは何年なんですか。 

○渡部康吉議長 建設課長。 

○大竹政義建設課長 お答えをいたします。 

 南会津町の建設機械については、平成元年購入された機械から、昨年平成19年分までござい

ますが、国の補助採択基準といたしまして、購入後10年以上経過したものというふうに定めら

れております。 

 以上でございます。 

○渡部康吉議長 ほかにありませんか。 

〔発言する者なし〕 

○渡部康吉議長 質疑を終わります。 

 これより討論に入ります。 

 討論はありませんか。 

〔「なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 討論なしと認めます。 

 これより採決いたします。 

 本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。 



－２０７－ 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第１号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第２、委員会提出議案第１号 国による森林整備の推進と国

有林野事業の健全化を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となりました委員会提出議案第１号は、今期定例会の本会議における請願の採

択による意見書の提出であります。この際、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員会提出議案第１号は、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、採決することに

決しました。 

 採決いたします。 

 委員会提出議案第１号 国による森林整備の推進と国有林野事業の健全化を求める意見書の

提出について、本案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第２号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第３、委員会提出議案第２号 「非核日本宣言」を求める意



－２０８－ 

見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となりました委員会提出議案第２号は、今期定例会の本会議における請願の採

択による意見書の提出であります。この際、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員会提出議案第２号は、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、採決することに

決しました。 

 採決いたします。 

 委員会提出議案第２号 「非核日本宣言」を求める意見書の提出について、本案は原案のと

おり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第３号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第４、委員会提出議案第３号 地方財政の充実・強化を求め

る意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となりました委員会提出議案第３号は、今期定例会の本会議における請願の採

択による意見書の提出であります。この際、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 



－２０９－ 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員会提出議案第３号は、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、採決することに

決しました。 

 採決いたします。 

 委員会提出議案第３号 地方財政の充実・強化を求める意見書の提出について、本案は原案

のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎委員会提出議案第４号の上程、説明、質疑、討論、採決 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第５、委員会提出議案第４号 保険でより良い歯科医療の実

現を求める意見書の提出についてを議題といたします。 

 局長をして朗読いたさせます。 

〔局長議案朗読〕 

○渡部康吉議長 お諮りいたします。 

 ただいま議題となりました委員会提出議案第４号は、今期定例会の本会議における請願の採

択による意見書の提出であります。この際、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、直ちに採

決したいと思いますが、これにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、委員会提出議案第４号は、提案理由の説明、質疑、討論を省略し、採決することに

決しました。 

 採決いたします。 

 委員会提出議案第４号 保険でより良い歯科医療の実現を求める意見書の提出について、本

案は原案のとおり決することにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 



－２１０－ 

 よって、本案は原案のとおり決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎議員派遣の件について 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第６、議員派遣の件についてを議題といたします。 

 会議規則第119条の規定により、お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動があります。 

 お諮りいたします。 

 お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、お手元に配付のとおり、閉会中の派遣活動とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会中の継続調査について 

○渡部康吉議長 次に、追加日程第７、委員会の閉会中の継続調査についてを議題といたしま

す。 

 各常任委員長、特別委員長及び議会運営委員長から、所管事務及び所掌事務のうち、会議規

則第75条の規定により、お手元にお配りいたしました申し出書のとおり、閉会中の継続調査の

申し出があります。 

 お諮りいたします。 

 各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 

〔「異議なし」と言う者あり〕 

○渡部康吉議長 異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決しました。 

 

  ―――――――――――――――――――――― ◇ ――――――――――――――――――――― 

 

◎閉会の宣告 



－２１１－ 

○渡部康吉議長 これで本日の議事日程は終了いたしました。 

 以上で、今期定例会に付議されました議案の審議はすべて終了いたしました。 

 上衣の着衣を願います。 

 以上をもちまして、平成20年第２回南会津町議会定例会を閉会いたします。 

 長期間、慎重審議、まことにありがとうございました。 

 

閉会 午後 １時２１分 
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